
和高教2010年代の歩み
（2011年度～2020年度）

和歌山県高等学校教職員組合



発刊に寄せて

和歌山県高等学校教職員組合

執行委員長 東山邦夫

和高教は２０２１年７月２２日、結成７０年を迎えたことをふまえ、「２０１０

年代の歩み」を発刊します。今後の和高教運動に役立つことを祈念しています。

２０１０年代は、東日本大震災・福島第一原発事故に始まり、紀伊半島豪雨災

害など、国内外で自然災害が各地を襲い多くの尊い人命が失われました。そして、

新型コロナウイルス感染拡大が世界中を震撼させています。今、新自由主義的グ

ローバル社会の在り方が国際的に問われています。戦争と平和をめぐる世界情勢

も緊迫したものが続いています。

私たちは、憲法９条などの改憲の動きに対し、国民的たたかいでこれを阻止し

ています。

職場を多忙にし、民主教育を形骸化させる国家主義的・新自由主義的教育と闘っ

ています。

「２０１０年代の歩み」は憲法と教育、平和をめぐる激しい攻防を記していま

す。ぜひ、読んでください。私たちは、和高教の伝統をふまえ、職場を基礎にし

て、憲法や子どもの権利条約を生かす創造的運動を進める思いです。

２０１３年度末、日高教が全教へ一体化されました。和高教は終始反対の立場

で臨みましたが、賛成多数で統合されました。日高教の歴史的役割は極めて大き

く、その遺産や教訓を和高教として生かしていく決意です。

この間、多くの組合員の方々が鬼籍に入られました。心からご冥福をお祈りし

ます。

最後に、編集・執筆にあたられたみなさまにあつく感謝を申し上げます。

２０２２年３月３１日
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第一部 通史
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２０１１（平成２３）年度

2011年３月11日に起こった東日本大震災

は、甚大な被害をもたらした。世界的な支援

のもとで復旧・復興が急がれるなか、米軍は

「トモダチ作戦」と称する支援活動を展開し

たが、その行為の真の目的は、日本を基地と

した軍備のためであるとの批判の声もあっ

た。東京電力福島第一原発の事故以来、原発

をめぐる状況も深刻な事態に陥っていた。国

民生活は疲弊し、非正規雇用労働者の増加に

加え、年収200万円を下回るワーキングプア

とよばれる人々は全労働者の４分の１にもお

よんでいた。にもかかわらず、政府（民主党

・菅直人首相）は、年間320億円におよぶ政

党助成金、1,900億円におよぶ米軍への「思

いやり予算」、244兆円にもおよぶ大企業の

内部留保金には一切手をつけず、「東日本大

震災の復興財源」として、「国家公務員の賃

金10％カット（３年間）」の方針を打ち出し

た。高校生の就職をめぐっても、就職先未定

のまま卒業した高校生が県内でも167名にお

よぶほどの「超氷河期」とよばれる厳しい状

況が続き、和高教も県や経済団体等への要請

行動を重ねて行った。

教育をめぐっては、全国的に「人事評価制

度」と「新たな職」（副校長・主幹教諭・指

導教諭）導入の攻撃がひろがるなか、和歌山

県ではその本格的導入を阻止するたたかいが

続いていた。2010年３月に「高等学校再編整

備第２期（前期）実施プログラム」が発表さ

れ、そのなかみは、2012年度から和歌山北高

校と和歌山西高校を統合するとともに、青陵

高校と陵雲高校の統合、南紀高校への通信制

の設置、これら２校に紀の川高校を含めた３

校を定時制・通信制の拠点校とするというも

のであった。さらには、伊都地方でも再編・

統合の動きが出ていた。これらの再編の動き

に対して和高教は、「教育の機会均等や教育

条件整備の観点にもとづき、十分な時間をか

け、生徒・保護者・教職員・学校関係者・地

域住民との話し合いの場をもって意見等を聞

くこと」「生徒の成長を保障できるよう教職

員数を減らすことなく、教育条件を低下させ

ないものとすること」等、県教委に重ねて要

求してきた。やがて、これらの学校は、現在

の和歌山北高校（北校舎と西校舎）、きのく

に青雲高校、伊都中央高校へと再編されてい

った。

このほか、2011年度には、「和歌山県立学

校校務支援システム」（Ｗｉｎｄ）が本格導

入され、県立学校教員を対象とした「超勤時

間実態把握調査」がはじめられた。また、８

月には1997年に発刊された『修学旅行ガイド

和歌山から沖縄へ』の改訂版が刊行されてい

る。

震災被害と原発事故、公務員賃金の改悪、

教職員の管理強化の攻撃、高校生の就職難、

さらに９月には紀伊半島を集中豪雨が襲うと

いった厳しい状況が続いた2011年、和高教は

結成60周年を迎えた。

公務員賃金改悪に対するたたかい

2011年５月13日、政府は震災復興のため

の財源とするという口実のもと、国家公務員

給与を約10％削減するという賃金削減案を労

働組合側に提示した。この削減案は、労働基

本権の代償措置である人事院勧告を抜きにし

て賃金カットを行おうとするものであり、そ

の違法性はもとより、賃金カットの影響が地

方や民間に波及して、賃下げの悪循環、内需

の冷え込みにつながる危険性など、さまざま

な問題点をもつ許されないものであった。連

合系労組が早々に合意するなか、全教が参加

する全労連公務部会は、ねばり強く交渉を続

けた。しかし、政府は６月３日「国家公務員

の給与の臨時特例に関する法律案」を一方的

に閣議決定し、国会に提出した。この暴挙に

対しては、人事院総裁も「労働基本権の代償

措置が本来の機能を果たさないこと」への懸

念を談話で述べた。和高教も各支部・分会で

公務員賃金削減反対の職場決議をあげ、廃案

に向けて総力をあげてたたかった。また、県

地評・県公務員共闘に結集して「公務も民間

も賃下げは許さないぞ交流会」に参加し、公

務員賃金削減がもたらす弊害について討議を

深めた。これらのたたかいを積み重ねた結果、

政局の混迷もあり、政府は法案を国会で審議

入りさせることができず、たたかいは秋以降

に持ち越されることとなった。

一方、人事院は、2005年勧告により実施さ

れた「給与構造の大改悪」にともなう経過措
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置である「現給保障制度」について、段階的

に廃止すると勧告した。2005年勧告では「現

給保障」措置についての期限は設けられてお

らず、明らかなルール違反であった。県人勧

にむけ和高教は、県公務員共闘会議・教育三

者共闘に結集して県人事委員会交渉を二度実

施し、交渉では現給保障問題を中心に「国に

追随することなく、県下の教職員の生活を守

る勧告を行え」等、強く要求した。10月４日

には「現給保障廃止反対」を訴えて県庁・和

歌山市役所前で宣伝行動を行い、10月６日に

は、「賃下げ反対！増税も反対！生活を守れ！

10・６和歌山大集会」を開催した。

2011年末確定交渉は、震災・不況・円高を

口実とした公務員賃金削減攻撃を背景とし

て、民間準拠に固執した人事院・人事委員会

によるマイナス勧告・現給保障廃止勧告など

が出される極めて厳しい情勢の中での交渉と

なった。特に、和歌山県では９月に台風12号

による甚大な豪雨災害に見舞われ、県による

特別財政支出が決定されるなか、新たな賃金

独自カットがねらわれる状況にあった。教育

三者共闘は、「マイナス勧告・賃金独自カッ

ト・現給保障廃止などの賃金改悪阻止」を最

重点課題に掲げてたたかった。和高教は、本

部とすべての分会（42分会）から寄せられた

職場要求書を県教委に提出し、四度にわたる

交渉に、のべ894名（うち和高教298名）が参

加した。交渉の結果、マイナス勧告部分につ

いては、国準拠での給料表の改定が強行され

たが、「４月遡及」については、前年度に引

き続き夏期一時金のみにとどめることができ

た。大きな争点であった現給保障については、

制度の継続を勝ち取ることができた。管理職

手当受給者に対する２％カットは継続となっ

たものの、懸念されていた新たな県独自の賃

金カットについては、その導入を阻止するこ

とができた。

確
定
交
渉
後
の
総
括

「９・３紀伊半島豪雨被害」と「３・1

1東日本大震災」一周年

2011年9月3日、台風12号が紀伊半島を直

撃し、高校生２名を含む死者58名、家屋喪失

7,590件という甚大な被害をもたらした。和

高教は、被災直後から各分会をはじめ、近畿

高等学校教職員組合協議会（近高連）・日本

高等学校教職員組合（日高教）・全国教職員

組合（全教）等にも働きかけ、被災カンパを

訴えた。その結果、総額928,020円のカンパ

を集約することができ、御見舞金として、被

災した市町村（日高川町・田辺市・那智勝浦

町・古座川町・新宮市）と若くして亡くなっ

た高校生宅に本部・支部役員が直接足を運ん

で手渡した。

前年度末の2011年3月11日に発生した東日

本大震災は、巨大地震と大津波、東京電力福

島第一原子力発電所の爆発事故等、甚大な被

害をもたらす大災害となった。震災から一周

年となる2012年3月11日、和歌山城西の丸広

場にて「原発ゼロ！震災復興！」をメインス

ローガンに掲げて「いのち守ろう！3・11和

歌山県民大集会」が開催され、各職場・地域

から2,500名が結集し、和高教からは家族等

も含めて191名が参加した。

110名の組織拡大と「むそたの星」・「笠丸」

2011年度は組織拡大を和高教運動の最重

点課題と位置づけ、年間を通じてあらゆる機

会に提起し続けた。「原則的な職場活動」の

推進、そして和高教の発展を願う多くの組合

員の奮闘により、110名もの新たな組合員を

迎えることができた。42分会中、37分会で新

たな仲間を迎え、第二支部では58名を拡大、

新規採用者も全県で17名が加入した。和高教

の100名をこえる組織拡大のとりくみは全国

的にも注目され、全教・日高教の会議や新聞

新
宮
市
長
に
カ
ン
パ
を

手
渡
す
執
行
委
員
長
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等で取り上げられる機会も多かった。

また、2011年度には『和高教職場活動のて

びき～「原則的な職場活動」の推進で職場に

「組合の風」を吹かせよう！～』を作成し、

各職場に配布するとりくみをはじめた。多忙

ななか、多くの分会で職場新聞が発行され、

第72回定期大会の新聞コンクールで最優秀賞

に輝いた｢むそたの星」（市和歌山定分会）

と「笠丸」（新翔分会）の職場新聞発行号数

の競い合いは、職場の側から和高教運動全体

を大いに盛り上げてくれた。

和高教60周年記念事業

1951年の結成以来、和高教は2011年で60周

年を迎えた。年度当初より、退職者の協力も

得て、2001年度から2010年度までの四役経験

者による編集委員会を結成し、和高教の活動

をまとめた記念誌『和高教2000年代の歩み』

の発行にむけてとりくんだ。編集委員会は14

回開かれ、12月に同記念誌が完成した。

12月10日にはプラザホープにて、和高教60

周年記念集会を開催し、96名が参加した。第

Ⅰ部では藤井穂住和高教元執行委員長（『和

高教2000年代の歩み』編集委員長）による記

念講演「和高教運動の歴史に学ぶ」をもとに、

それまで幾多の困難な状況においても不死鳥

のごとくよみがえってきた和高教の底力につ

いて学んだ。第Ⅱ部では、歴代執行委員長か

「
む
そ
た
の
星
」
「
笠
丸
」

両
編
集
長

らのメッセージ、歴代書記長インタビュー、

各支部決意表明をはじめ、アトラクションや

歌など楽しい企画も盛り込み、いっそう「団

結」を強固なものにする集会となった。

和
高
教

周
年
記
念
集
会

60

第
Ⅰ
部

記
念
講
演
第
Ⅱ
部

和
高
教
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年
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念
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会

60

第
Ⅱ
部

歴
代
書
記
長

和
高
教

周
年
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念
集
会

60

第
Ⅱ
部

団
結
が
ん
ば
ろ
う

２０１２（平成２４）年度

2012年4月より国家公務員の月例給・一時金

を、2年間にわたり平均7.8％（一時金9.77％）ま

で賃下げする「給与臨時特例法」（賃下げ法）

が、2012年2月に強行された。この後、公務員

賃金に対する攻撃は「公務員バッシング」とも軌

を一にして強まることになる。これらの攻撃に対

して、和高教は、教育三者・公務員共闘に結集

する仲間とともに、職場を中心としたたたかい

で対抗した。

2012年3月の新聞報道を契機に、和歌山県

の学校徴収金の使途をめぐる問題と、全国的に

見て高額な保護者負担が明らかになった。和高

教は、学校現場に混乱をもたらさないよう、県教

委への申し入れ等を行った。。

2012年9月、日本政府は中等及び高等教育

への無償教育の漸進的な導入を規定している
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「国際人権規約第13条第2項（ｂ）・（ｃ）」の留保

撤回を国連に通告した。このことは長年にわた

る私たちの運動の成果である。現在、このことを

具体化する政策の実現を強く要求していくこと

の重要性がますます高まっている。

福島原発事故からの復興をめざすとりくみの

一環として「福島っ子、和歌山のびのび体験」が

行われ、和高教も実行委員団体として、高校生

ボランテイアを組織する等、積極的にとりくん

だ。

12月に総選挙が行われ、59.32％という過去

最低の投票率の中、民主党が大敗し、自民党が

単独過半数の議席を獲得した。自公連立内閣

が成立し安倍晋三氏が再び首相となった。安倍

首相が2020年に退陣するまで、いわゆる「アベ

政治」が約8年間にわたって続くことになるが、

その間、戦争法強行、安倍「教育再生」による教

育への管理強化等、教育・平和・民主主義にとっ

て「冬の時代」を迎えることになるが、一方で

「市民と野党の共闘」等、新しい政治局面を切り

拓くことにもなった。

2010年代に入って、組織拡大を和高教運動

の最重要課題としてとりくんできた結果、2012

年度は6月の定期大会開催時点で100人の拡大

を達成した（継続加入も含む）。その一方で少子

化に伴う高等学校教職員数の減少や、組合員

の大量退職を背景とした組合員減少傾向が続

いており、この状況を受けて、組織財政検討委

員会を開催し、今後の和高教運動のあり方につ

いて、さまざまな角度から論議を重ねた。

強まる公務員バッシング・賃金削減攻撃に

対するたたかい

人事院は、8月8日、国に対し「一般職国家公

務員の給与に関する勧告と報告」を行った。国

家公務員は2012年4月から平均で7.8％の賃金

カットが強行されているにもかかわらず、勧告は

カット前の金額で民間企業と比較し、本俸・一時

金ともに「改定なし」という不当なものであった。

また、ベテラン層の賃金抑制として、従来の「55

歳以上かつ行政職6級以上の職員の賃金1.5％

カットの継続」に加え、新たに「55歳昇給停止」

「昇格時対応号給見直し」を勧告した。

和高教は、教育三者共闘・公務員共闘に結集

し、夏期交渉、人事委員会交渉、10月の集会デ

モ等にとりくんだ。

県人事委員会勧告は10月11日に出され、そ

の内容は本俸・一時金については国準拠で「改

定なし」、55歳昇給停止や昇格対応号給の見直

しも「国に準じて」実施することが適当という不

当なものであった。住居手当（持ち家）について

は、国ではすでに廃止され、全国的にも多くの

都道府県で廃止されている状況であったが、私

たちのたたかいにより、現状維持を勝ち取るこ

とができたのは大きな成果であった。また、55

歳以上の職員に対する賃金カットについてもこ

れまで同様、勧告をさせなかった。

確定交渉・関連交渉では、最大の課題であっ

た「55歳昇給停止」の2013年度からの導入、3

年間で400万円を削減する「退職手当大改悪」

の2012年度末での実施を阻止することができ

た。いずれも、国や多くの他都道府県で強行さ

れている中での貴重な成果であった。

賃金カットについては、管理職手当受給者に

対する2％カットの継続は阻止できなかったが、

国の賃金カットを理由とした新たなカットの押し

つけを阻止することができたのは大きな成果で

あった。

学校徴収金問題へのとりくみ

2012年3月の新聞報道によって、和歌山県の

学校徴収金の使途をめぐる問題が明らかになっ

た。本来公費で負担するべきものが長年の慣例

でＰＴＡ会費等学校徴収金から支出されてきた

ことは、県・県教委が教育財政確保にとりくんで

こなかったことも要因の一つである。8月に県教

委は学校徴収金の使途基準を各校に示すとと

もに、公費負担増に見合う約1億円を補正予算

として計上し、9月県議会で了承された。施設･

設備に関する費用は学校設置者である県・県教

委が負担する本来の形になったということであ

り、保護者負担軽減という面から歓迎するもの

である。ただ、学校現場では「100円ショップで

買えるようなものでも手続きに非常に手間がか

かる」「教科研究会の会計業務に事務局校の事

教
育
三
者

人
事
委
員
会
交
渉
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務室が携わらなければならなくなった」など新た

な課題が生まれることになった。和高教は、県

教育委員会担当者との折衝や、事務職員部・司

書部・実習教員部を中心としたアンケート・対県

教委要請行動を行って、学校現場に混乱が生

まれないようとりくんだ。

新たな高校再編の具体化と定時制分校

閉校

「和歌山県立高等学校再編整備第2期（前

期）実施プログラム」にもとづいて、2012年度か

ら和歌山北高校と和歌山西高校との統合およ

び和歌山西高校敷地への特別支援学校新設、

きのくに青雲高校の発足（青陵高校と陵雲高校

の統合）が年次進行で始まった。伊都地方でも、

両校協議会が設置されるなど再編に向けての

具体化が始まった。

一方で、8月24日県教委から「海南高校定時

制下津分校と南紀高校すさみ分校の平成２５年

度募集停止」が発表された。両校とも２年続け

て入学者数が募集定員の２０％を下回ったため

であるが、それぞれの学校が果たしてきた役割

と必要性からみて募集停止には課題が残る。南

紀すさみ分校については、8月20日に行われた

県教委との交渉の中で募集停止を覆すことは

できなかったが、在校生の教育条件保障を中心

にとりくみをすすめていくことが重要であること

を確認した。

「福島っ子、和歌山のびのび体験」始まる

7月から8月にかけて、和歌山県教育互助会

が主催して「福島っ子、和歌山のびのび体験」が

行われ、和高教も実行委員団体としてとりくん

だ。福島県から41名の子どもたちが参加し、ボラ

ンテイアとして参加した和歌山西高・神島高校・

耐久高校の生徒たちと交流を深めた。このとりく

みは2016年度まで続けられ、原発事故を風化

させず、被災者に寄り添う機会を提供する役割

を果たした。

2012年度は、原発再稼働がねらわれる動き

の中で、原発をなくし、再生可能エネルギー中

心の社会をめざした運動が継続的に行われた。

11月11日、原発をゼロにする和歌山県民の会の

主催する「いますぐ原発ゼロ、11･11統一行動」

が県下７地域で行われた。

大震災から2年目の3月10日、全県各地で「福

島を忘れない、原発ゼロ、和歌山フェスティバ

ル」が行われ、和高教60名をはじめとして県下

全体で約1800名が参加した。

組織財政検討委員会での議論

いわゆる団塊の世代の退職等を背景とした

組合員減少の現状に向き合い、組織財政のあり

方について議論する組織財政検討委員会を設

置し、8回にわたってさまざまな角度から議論を

重ねた。議論の中では「（支出を）減らす」視点

ばかりではなく、「（とりくみやたたかいを）増や

す」視点の必要性も確認された。以後、検討委

員会がまとめた答申（2013年度和高教第74回

定期大会で報告）にもとづいて、さまざまなとり

くみを具体化させていくことになる。

福
島
っ
子

和
歌
山
の
び
の
び
体
験

和
高
教
第

回
定
期
大
会

73



- 7 -

２０１３（平成２５）年度

年度当初から、道理を無視した国家公務員

賃金カットに端を発した公務員賃金へのさまざ

まな攻撃が相次いだ。和高教は教育三者・公務

員共闘に結集し、職場からのたたかいを軸に交

渉にのぞみ、逆提案に対して押し返すという貴

重な成果を実現した。課題は残ったが、団結の

力を実感することとなった。

改憲勢力が国会議席数の3分の2を超え、改

憲の危険性が高まる中、和高教は憲法闘争委

員会を立ち上げ、改憲阻止に向けて和高教新

聞「憲法特集号」の作成等をはじめ、さまざまな

とりくみをすすめた。12月6日に「戦争する国づ

くり」に道を開く「特定秘密保護法」が強行採決

された際には、和高教としての「『特定秘密保護

法』強行成立についての見解」をまとめた。

教育委員会制度の改悪へと道を開く中教審

答申や教科書採択への行政の介入、各自治体

での数値目標を盛り込んだ教育振興基本計画

の策定強制等、安倍「教育再生」の具体化がは

じまった。和高教は、学習会を通して安倍「教育

再生」のねらいを明らかにし、中央の集会では

存在感を発揮した。2014年3月29日に全国から

約2700名の参加者を集めて開催された東京・

日比谷野外音楽堂での「安倍『教育再生』ストッ

プ！憲法を守り、いかそう３・２９全国学習決起

集会」には和高教からも43名が参加し、集会・パ

レードを成功に導いた。また、「高大教育懇談

会」を開催し、自主的に教育課題を話し合う新

たな機会づくりにとりくんだ。

伊都・紀の川を統合する「和歌山県立高等学

校再編整備第2期（後期）実施プログラム」が発

表される中、高校再編に関わる対県教委交渉

にとりくみ、さまざまな課題を有する再編当該校

の要求を掲げ、教育条件の向上を県教委に迫

った。

「
憲
法
を
守
り
、い
か
そ
う
」

３
・
２
９
全
国
学
習
決
起
集
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修学と進路保障の運動にも積極的にとりくん

だ。安倍政権は高校授業料無償化制度を敵視

し、2014年度入学生からの所得制限の導入を

強行した。和高教はあきらめずに宣伝署名行動

にとりくみ、直接地域に入って対話する原則的

な運動を展開した。また、県単独事業としての

「就職指導員」配置（2014年度～）や、県立高校

で初めてのスクールソーシャルワーカーの配置

（2013年度）の実現等、就修学の運動において

大きな成果があった。

2014年2月の日高教定期大会と全教定期大

会で、日高教と全教の「一体化」が決定した（和

高教は反対票を投じた）。組合員減少傾向が続

く中での教職員組合の全国組織や地方組織の

あり方についての議論は、その重要性が高まっ

ている。

地方公務員賃金カット逆提案に対するた

たかい

2012年4月より国家公務員の月例給・一時金

を、2年間にわたり平均7.8％（一時金9.77％）

賃下げする「給与臨時特例法」の下、政府は、2

013年7月から地方公務員にも賃金カットを強制

するため地方交付税を削減した。

県教委は、4月15日、教育三者共闘会議議長

（和高教執行委員長）あてに教育長名で「協議

の申し入れについて」という文書を提示し、異例

の逆提案を申し入れてきた。２回の夏期交渉に

おいて、人勧無視の賃金カットは地方自治、民

主主義の原則を踏みにじるものであることを強

く訴え、県教委を追及した。その結果、職種によ

り本俸からの減額支給が7月からの9ヶ月間強行

されることとなったが、「一時金のカット、超勤手

当へのはね返りの阻止」など一定押し返すこと

ができた。一方で、職種間でカット率に差があ

り、教育職と行政職・現業職・栄養職の間に分断

を持ち込む内容であり、大きな課題が残った。

結局、交渉継続を求めた教育三者の要求を県

教委は無視し、賃金カットは強行されることにな

ったが、「全教職員署名」のとりくみや交渉での

発言等を通して団結が強まり、組織拡大が進ん

だ。

確定交渉では、最大の課題であった「賃金カ

ット問題」では2014年3月に終了することを確

認した。人勧に基づいたさまざまな逆提案「55
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歳昇給停止」「現給保障制度の廃止」「住居手

当の廃止」について、それぞれ強行されること

にはなったが、実施時期を遅らせる等、かなりの

部分で押し返すことができた。また「臨時教職

員の社会保険の改善」という大きな成果を勝ち

とった。

事務職員採用試験の一般行政職への統合

2013年11月、県知事部局とと県教委は「201

4年度県職員採用試験から『学校事務職』の枠

をなくし、一般行政職として一括採用する」と発

表した。和高教は「学校事務職員の専門性や教

育現場の独自性が損なわれる」として強く抗議

し、教育三者として対県教委交渉を実施した。

交渉では、制度変更が県教委としての主体性が

置き去りにされた中ですすめられていることが

明らかになったが、県教委は「学校事務職員の

独自採用」撤廃を強行した。県立学校事務職員

の採用試験の問題は、教育行政の専門的知見

を有した教育委員会事務局員の確保にもつな

がる重要な課題であり、あらためて学校事務職

員独自採用の復活を要求していくことが求めら

れている。

高校授業料への所得制限導入

2013年８月、自公政権は高校授業料無償化

制度に所得制限を盛り込む方針を決定し、11月

末に法案が強行可決され、基準以上の住民税

を納める世帯（モデルケースでは年収９１０万円

以上）から授業料を徴収する制度が2014年度

入学生から導入されることとなった。

和高教では教育連合のとりくみとして、文科

和
高
教
第

回
定
期
大
会
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省への抗議ハガキや地域・街頭での宣伝署名行

動を行った。また、2014年1月には高等学校就

学支援金にかかわる要請行動として、県教委へ

の要望書提出と申し入れを行った。県教委も対

応に苦慮している状況が明らかになったが、「で

きるだけ事務手続きについて簡素化することで

対応したい」との回答があり、参加者からは無償

化に向けた要望を国へあげよとの意見も出され

た。

一方で、長年の要求であった給付制奨学金

制度がようやく2014年度より創設されることと

なったが、その財源は高校授業料無償化にかか

るものを削減して確保することや、所得基準が

厳しいなど大きな問題を抱えている。「高等教

育の無償化」を求めるとりくみは現在に引き継

がれ、学習権の保障の問題はもちろんのこと、

事務職員の多忙化問題・高校教育のあり方の問

題にも関わって運動のいっそうの強化が求めら

れている。

日高教・全教の一体化と和高教の議論

2011年度末の日高教大会で、日高教組織財

政答申に基づいて、日高教を発展解消し、財政

面と運動面で全教と「一体化」する旨の提案が

あった。和高教は、これまでの旧日高教・近高連

・新日高教・高校組織懇談会などの歴史的な高

教組の運動の経過と、和高教が担ってきた役割

をふまえ、反対討論を行った。

以降2年間にわたり、反対の立場で日高教・

全教の関係会議）や近高連で討論してきた。

和高教は、常任執行委員会、機関会議（定期

大会・本部委員会・執行委員会）、支部長分会長

会議などで、日高教・全教の討議資料を全職場

に配布し、中央での討論の経過報告とともに「一

体化」問題について論議をすすめてきた。

2014年2月の日高教定期大会と全教定期大

会では、和高教は反対討論を行い、表決で反対

票を投じた。結果として､全教・日高教の「一体

化」案は賛成多数で可決されたが、教職員組合

の全国組織のあり方についての議論は、これか

らも重要な課題である。

２０１４（平成２６）年度

７月１日、安倍首相は、集団的自衛権行使容 認の閣議決定を強行した。秘密保護法強行に
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続くこの暴挙に対して、和歌山県内でも、幅広い

労働組合・民主団体が「憲法九条を守るわかや

ま県民の会」に結集し、市民とともに全県一斉

署名宣伝行動・「戦争する国」反対の意見広告

ポスター運動等がとりくまれ、新たな「職場９条

の会」も結成された。

2014年は、和歌山県知事・和歌山市長選挙、

沖縄県知事選挙、総選挙など、和歌山県政や日

本の国政に大きな影響を及ぼす選挙が行われ

た。県知事選挙や和歌山市長選挙では「要求実

現選挙」としてたたかい、要求の前進につなが

った。また、沖縄での政治革新は、以後全国に

広がる共闘の先駆をなすものであった。

アベノミクスの成果を強調する安倍政権の政

策がもたらしたのは2013年7月から続く「実質賃

金の低下」である。労働者の賃金が上がらない

異常な状況下で、公務員賃金への攻撃も激しさ

を増し、人事院と政府が一体となった「給与制

度の総合見直し」が強行された。そのような中

でも、和高教は署名等、職場を軸にしたたたか

いを追求し、確定交渉ではいくつかの重要な前

進をかちとった。

「道徳の教科化」や「教科書検定基準の追加」

等、安倍「教育再生」の具体化が次から次へと

すすめられた。特に「教育委員会制度の改悪」

は、教育行政の独立性を脅かすもので、学校現

場へのトップダウン的政策が多くなり、「民主的

な校内人事・学校運営」への攻撃と軌を一にし

て、職場で自由に声を上げられない雰囲気が

強まってきている。和高教は、「人事評価制度」

を許さないたたかいも含めて、「声を上げられ

る職場づくり」をめざして、学習・要請行動等に

精力的にとりくんだ。

「給与制度の総合的見直し」強行と貴重

な押し返し

人事院は、8月に7年ぶりのプラス改定ととも

に、前年度の「人事院報告」で表明していた「給

与制度の総合的見直し」を勧告した。その内容

は2015年度から平均で2％（高齢層は4％）月例

給を引き下げるもので、地域手当の見直しと合

わせると、地域によっては、実質マイナス勧告と

なり、地域手当の支給地域と非支給地域の格差

がますます広がることになる。和歌山県人事委

員会の勧告もほぼ国準拠であり、地域手当につ

いては和歌山市･橋本市が3％から6％へ引き

上げる一方で、他地域には支給を認めないとい

う勧告であった。また、地方公務員法改悪によ

る「人事評価制度」も明記された。

和高教は確定交渉にむけ「給与制度の総合

的見直し」「人事評価制度」に反対する全教職

員署名にとりくんだ。また、職場討議資料「人事

評価・成績主義賃金と参加と共同の学校づくり」

を作成し、「人事評価制度」の本格実施を阻止

し、参加と共同の学校づくりをすすめるため学

習討議を行った。確定交渉では、そういった職

場のとりくみを結集してたたかったが、県教委

は、若年層にとって生涯賃金で約400万円程度

損失となる「総合的見直し」を強行した。しかし、

給料表・一時金などを4月に遡って改善させ、昇

給抑制の撤回や号給延長を実現させるなどの

成果もあった。地域手当については、「2015年

度は、和歌山市･橋本市は3％から4％に引き上

げる」という回答にとどめさせ、全地域の一律

支給への望みをつないだ。また13年もの長きに

及んだ管理職手当県独自カットの2015年度から

の廃止、高校での介助職員等の出張の実現な

ど前進的な回答を引きだした。人事評価につい

ては、2015年度についても試行の継続を勝ちと

った。和高教では高校教研や青年講座でも、人

事評価制度の問題をテーマにとりあげ、議論を

行った。

地方教育行政法の改悪

2014年6月に地方教育行政法の改悪が強行

された。和高教は第334回本部委員会で「教育

委員会制度の改悪を許さず、教育の自由と自

主性を守る教育行政の確立とともに、憲法と子

どもの権利条約の理念を生かした学校づくりを

めざす決議」を採択し、国会行動への参加、署

名の集約等のたたかいを展開した。また、和高

教が参加する「民主教育をすすめる和歌山県

民連合」（教育連合）主催の宣伝行動や講演会

（5月15日）にも積極的に参加し、改悪法の問題

点について学習を深め、地域に訴えた。

新教育委員会制度は、首長による「大綱」の

策定、首長と教育委員で構成する「総合教育会

議」の新設、首長が任命する任期3年の「新教

育長」の制度（教育委員長は廃止）がその内容

であり、首長による教育行政介入のしくみをつく

り、国による地方教育行政への介入を強化する

内容となっており、安倍「教育再生」を具体化す

る意図を持っいる。

しかし、全教・和高教などの運動によって、新
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たに設置される「総合教育会議」では特に政治

的中立性の要請が高い事項については協議題

とするべきではないとさせたことなど一定の「歯

止め」をかけることがでできた。

和高教では、2015年2月に討議資料『「新教

育委員会制度」について考える～参加と共同の

学校づくりで教育行政の民主化を～』を作成し、

全組合員に配布し、運動に生かすことを提起し

た。

「民主的な学校運営」をまもるたたかい

2014年4月、校内人事問題について「日本維

新の会」の議員が国会で取り上げたことがきっ

かけで、文科省が校内人事の決定等に関わる

全国調査を実施した。調査の内容は「主任を決

定する校内人事委員会の有無・校内人事の決

定方法・教職員から選ばれた職員会議の議長

団の有無・職員会議での挙手や投票での議決

の有無」等を問うもので、外的な指標をもとに

民主的な学校運営を攻撃するものであった。

この調査に関わって和高教は、和教組ととも

に県教委に対して「民主的な校内人事・学校運

営を求める」要請行動を行った。県教委は「校

長も含め、職員全体で意志疎通をはかることが

大切だ。子どもたちの教育のためにも、校長の

独断で学校運営が行われるようなことはあって

はならず、校長が丁寧に思いを説明し、校長・職

員が一丸となってあたってほしい」と回答した。

また、過去の組合と県教委との間での合意事項

である「校長の監督のもとで全教職員がその責

務を自覚し、たがいに創意性を発揮し、話し合

い協力し合って円滑な学校運営がなされるよう

努めなければならない」「主任の選び方につい

ては校長が全教職員の協議を尊重して適切な

方法をとるべきだ」（いずれも1975年梅田善彦

教育長回答）で示した県教委の立場について

は、「現在も変わらない」ことも確認した。文科省

調査をうけて、複数の学校で校内人事や職員

会議の内規に関わっての「文言修正」（「議長」

を「司会」と言い換える等）が行われたが、教育

行政のトップダウンが強まる中、「民主的学校運

営」を求め、まもるたたかいは、いっそう重要性

が増している。

ＴＯＥＩＣ受験強制問題

2015年１月、県教委は英語を担当する公立

中学・高校の５５歳未満の教諭全員への

４日間の研修と英語能力試験「ＴＯＥＩＣ」の受

験義務づけ、中学校３年生への英検受験義務

づけ等の英語教育政策について記者発表した。

和高教と和教組は２月に県教委と交渉し、Ｔ

ＯＥＩＣ受験強制には何の法的根拠もなく大きな

混乱をもたらすだけであり、県教委の政策は英

語教育そのものを歪める恐れがあると追及し、

この政策の矛盾を明らかにしたが、県教委は政

策そのものを撤回しなかった。以後、英語科教

員を中心ターゲットとして、学校現場の実態や

要求を無視した教育政策の押しつけが続くこと

になる。

2009年度に導入された「和歌山県高等学校

教科等教育法研究事業」について、和高教は、

さまざまな交渉の場で、学校現場への負担・多

忙につながるものとならないよう、実施について

は各学校の主体性に任せることを要求してきた

結果、2015年3月に行われた研修問題に関す

る対県交渉で、県教委は、「2015年度について

はこの事業を実施しない」ことを表明した。

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
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２０１５（平成２７）年度

2015年度は、「戦争法」（安保法制）強行（201

5年9月19日）をめぐって全国で歴史的なたたか

いが繰り広げられた。「SEALDｓ」（自由と民主主

義のための学生緊急行動）などの新しい運動、

「市民と野党の共闘」という新しい政治情勢が

たたかいの中で生まれた。18歳選挙権の実現

（2015年6月）もあり、民主主義の社会の担い手

を育てる「主権者教育」という課題に、高校教
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育現場が向き合い、その可能性を模索すること

になった1年でもあった。和高教も「全教職員平

和アンケート」や和高教「３・３平和の日」交流集

会、平和をテーマにした「教育文化のつどい」、

「憲法が保障する基本的人権としての高校生の

政治参加と豊かな主権者教育の保障を求める」

対県教委要請等、平和・民主主義のとりくみを重

層的に展開した。

また、「高大接続改革実行プラン」に基づい

て「高等学校基礎学力テスト」と従来のセンター

試験に代わる「大学入学希望者学力評価テスト

（→後に「大学入学共通テスト」に）の導入が提

起され、以後、高校教育現場を大きく混乱させ

ることとなった。

紀の川高校と全日制の伊都高校が2015年度

から募集停止となり、伊都中央高校が開校した。

紀北地域の「定通拠点校」と位置づけられてい

るが、4年間にわたって県教委、両校で重ねられ

てきた協議の内容がほとんど反映されていな

いという課題を残しての開校となった。

2016年3月に、県教委は第三期「県立高等学

校再編整備基本方針（案）」を発表した。その内

容は基本的には、適正規模を示しそれに満た

ない場合は、募集停止や統廃合の対象とするも

のであり、その考え方は2020年に報告される

「第６期きのくに教育審議会答申」に引き継がれ

ていくことになる。

賃金に関わっては、「地域手当全県での支

給」（地域間格差は残されたまま）をかちとる重

要な到達点を築いた。

「18歳選挙権」成立 主権者教育を前に

6月、選挙権年齢を「18歳以上」に引き下げる

公職選挙法改正案が成立した。選挙権年齢の

引き下げは70年ぶりのことであり、画期的なこ

とである。

文科省は、高校生の政治活動を禁じた「69年

通達」を廃止する一方、2015年10月に通知を

出し、「高等学校等による生徒の政治的活動は、

無制限に認められるものではなく、必要かつ合

理的な範囲で制限を受ける」とし、その後出さ

れた「Ｑ＆Ａ集」は、校外での政治活動の届け

出制を容認するなど、基本的人権である高校

生の政治活動を不当に狭める内容であった。ま

た教員に対しては、憲法が保障する政治活動ま

で制限する不当な現行法令を列挙し、通知で

「個人的な主義主張を述べることは避け」とし、

これを徹底する内容となっていた。

和高教は12月、県教委に対し「憲法が保障す

る基本的人権としての高校生の政治参加と豊

かな主権者教育の保障を求める」要請を行い、

「政治活動や選挙活動は校内で行えないという

ことではない」こと、「政治的中立の確保とは、

あくまでも特定の立場を押しつけないということ

であり、教員が自分の考えを生徒に表明するこ

と自体に問題はない」ことなどの貴重な確認を

行った。

高校教研（10月15日）や、高大懇談会（2016

年1月21日）では、「主権者教育」をテーマに学

習・討議を深めた。

「戦争法」 に反対する歴史的なたたかい

2015年5月14日、安倍政権は集団的自衛権

の行使を可能にし、海外で戦争する道を開く憲

法違反の「戦争法案」を閣議決定した。和高教

は第337回本部委員会で決議「安倍政権の『戦

争法制』の強行を許さず、憲法をまもり・生かす

運動を広げよう」をあげ、各職場でも職場決議

をあげた。また、和歌山県地評・民主団体で構

成する「戦争立法に反対する共同闘争本部」に

結集し、さまざまな運動にとりくんだ。

7月12日には、和歌山弁護士会主催で「憲法

違反の『安保法制』に反対する和歌山大集会＆

パレード」が和歌山市で開催され、県下全域か

豊
か
な
主
権
者
教
育
を
求
め
る

対
県
教
委
要
請
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ら2500人の参加者が和歌山城西の丸広場に集

まった（和高教から家族も含め100名が参加）。

7月15日、衆議院平和安全法制特別委員会

における「戦争法案」の強行採決時、和高教は

抗議声明を出して、たたかいの意志を表明し

た。8月30日には全国1000か所以上で反対集

会が行われ、東京では12万人の人々が国会を

取り囲み、和高教組合員もその輪の中に加わっ

た。和歌山でも「10,000人アクション」の呼びか

けに多くの市民が応えて、県内各地域で行われ

た行動に参加した。9月17日・18日にはJR和歌

山駅前でロングラン宣伝が行われ、のべ300人

が「強行採決を許さない」の声をあげた。

9月19日、参議院本会議で「戦争法案」が強

行「採決」された。この暴挙に対して、和高教は1

0月1日に声明「『戦争法案』強行採決に抗議す

るとともに、憲法違反の『戦争法』廃止を求め全

力で奮闘します」を発表した。

また、強行「採決」前後に和歌山城西の丸広

場で開催された「戦争法案を廃案に！９・１３み

んなで総がかり行動in和歌山」「戦争法絶対許

さないぞ！９・２３集会」に参加し、県内から集ま

った参加者とともに戦争法に反対してたたかう

決意をかためあった。

これらの集会を通して、「集会に初めて参加

した」という市民も含めて、従来の団体の枠組

みを超えた新しい共同が実現し、以後の運動を

支える大きな力となった。和高教でも、国会前

安
保
法
制
に
反
対
す
る

和
歌
山
大
集
会

「
戦
争
法
制
絶
対
許
さ
な
い
ぞ
！
」

９
・

集
会

23

行動に組合員が自発的に参加するなどの新し

い動きが生まれた。

「戦争法」成立以降も、「憲法九条を守るわか

やま県民の会」（「県民の会」）の第9回全県一斉

署名宣伝行動（11月）・「戦争法廃止１９行動」（毎

月19日）のとりくみ、弁護士9条の会の「ランチタ

イムデモ」などの共同の行動に積極的にとりくん

だ。また「憲法違反の安保法制を許さない１１・２

８集会」「サウンド・ウォーク・フェスタ」（2016年3

月27日）等の集会についても、その成功をめざ

してとりくんだ。

2016年3月3日には「和高教『３・３平和の日』

交流集会～戦後70年から憲法制定70年へと引

き継ぐとりくみ～」を開催し、約５０名の参加者を

集めた。「戦後70年のとりくみ」を「戦争法廃止」

「平和憲法堅持」のとりくみへと引き継ぐ結節点

として行ったもので、集会の最後でアピールを

採択し、「戦争法」を廃止し、憲法をまもるため、

対話と共同を広げ、奮闘することを確認した。

戦争法の廃止にむけて、2016年夏の参議院

選挙での野党統一候補擁立の動きが全国各地

で広がり、和歌山でも2015年12月24日、「安保

法制の廃止を求める和歌山の会」が、安保法制

の廃止と立憲主義の回復を願う多くの和歌山県

民の声の期待に応えられる野党統一候補の擁

立をめざすアピールを発表した。和高教は、20

16年1月21日の第339回本部委員会でこのアピ

ールへの賛同を決定し、各支部・職場にもアピ

ールへの積極的な賛同・議論を呼びかけ、戦争

法廃止をめざした政治革新の具体的な一歩を

踏み出した。

沖縄米軍基地反対闘争と「核なき世界」

をめざすたたかい

安倍政権がオール沖縄の総意を踏みにじり、

辺野古新基地建設を強行しようとし、沖縄県が

政府を相手に激しい法廷闘争を繰り広げる中、

和高教も全教や「安保県民会議」に結集し、米

軍基地撤去をめざすたたかいにとりくんだ。

全教が主催した「『オール沖縄』闘争への連

帯・支援・学習ツアー」（2015年7月25日～27日）

に、和高教から青年部1名を含む3名が参加し、

2016年2月に行われた和高教春闘討論集会の

シンポジウムでパネラーとして現地沖縄の実態

を訴えるなど、沖縄の問題を共有した。

2016年5月開催のＮＰＴ再検討会議への和

歌山代表派遣団に、和高教から上野香織氏（南
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紀分会）が参加することが決定し、全職場での

代表派遣カンパにとりくんだ。

2016年1月には、関西原水協学校が和歌山市

紀三井寺「はやし」で開催された。和歌山からの

参加者は６３名を数え、成功裡に終わった。和高

教からも12名が参加し、核兵器廃絶運動をめぐ

る国際情勢と到達点、今後の課題について学

んだ。
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地域手当「全県支給」を勝ちとる！

人事院勧告は、地域手当の見直しを早め、支

給地域と非支給地域の格差がますます広がる

ことになる内容であった。

和高教は、例年より早く人事委員会への地域

手当改善の「全教職員署名」にとりくみ、交渉を

強化したこともあり、県人事委員会は、地域手当

について、国とは違った県独自の「和歌山市・橋

本市4％、他郡市は0.4％」という内容の勧告を

行った。格差は残るものの、不支給地域を人事

委員会勧告段階で解消させた意義は大きかっ

た。確定交渉では「確定交渉職場要求ジャンボ

寄せ書き」にとりくむなどさらにたたかいを強

め、2015年度については勧告通りの支給を勝ち

とったことに加えて、2016年度については和歌

山市・橋本市5％、他郡市1.5％に増額させるこ

とができた。

２０１６（平成２８）年度

安保法制廃止・9条改憲反対の国民世論は依

然として50％以上つづき、2016年7月におこな

われた参議院選挙後の出口調査でも改憲反対

が5割をこえていなかで、安保法制の施行後、

弁護士会、憲法学者、元内閣法制局長官、元最

高裁判所長官、総がかり実行委員会、立憲デモ

クラシーの会、学者の会、ママの会、4野党、労

組などが参加する幅広い国民的な運動が全国

的に継続的に行われた。

安倍政権は、国民世論を無視して、年金カット

法案、TPP関連法案、カジノ法案、部落差別永

久化法案など、審議らしい審議もせず強行可決

し、国会は異常な事態をつづけてきた。沖縄で

は「オール沖縄」のたたかいで、名護市長選挙、

県知事選挙、総選挙、参議院選挙で新基地建

設反対の圧倒的審判が下された。この民意を

踏みにじる新基地建設・基地強化は安保法制と

連動したものであり、強行することは断じて許さ

れない。しかし、辺野古新基地建設、東村高江

のオスプレイ着陸帯建設、伊江島飛行場でのF

35戦闘機着陸帯建設など、沖縄県民の圧倒的

反対世論を無視して強行している。2016年12

月に、名護市ではオスプレイの墜落事故があっ

たが、米軍も政府も全く反省していない。また、

辺野古基地をめぐる最高裁判決で沖縄県の敗

訴が決まった。こうした一連のことは、沖縄県民

の声を踏みにじるものであり、まさにアメリカい

いなりと言わざるをえない。

2016年12月年金カット法案を強行成立させ

た。安倍政権の社会保障政策は、高齢者を75

歳以上とすることに象徴的なように、国の責任

を投げ捨て、自己責任に基づいて、地方自治体

や患者・利用者・国民に更なる負担増を押しつ

けるものであった。政権発足後の4年間で1兆32

00億円もの社会保障予算を削減し、年金支給

額の連続削減、70～74歳の医療費窓口負担の

引き上げ、要支援者のヘルパー・デイサービス

の保険給付外し、介護報酬の大幅削減、生活保

護費の切り下げなど、社会保障を連続改悪し

た。

2016年9月に公表された次期学習指導要領

に向けた中教審「審議のまとめ」では、育成す

べき資質・能力を国が示し、その目標達成のた

めに、内容に限らず、方法、評価が一体のものと

して強調さた。

文科省は「高等学校基礎学力テスト（仮称）」

について、2019年度からの試行実施にむけ実

践研究が、2016年8月に行われた。「大学入学

希望者学力評価テスト（仮称）」については、国・

数の記述式問題の実施時期や英語における民

間試験の活用方法については依然として検討

中とした。高校にも一層の競争主義と管理・統
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制が強化されようとしており、福井県、秋田県な

どでは、「高校版学力テスト」の先取りともいえる

「学力・学習状況調査」が実施された。

文科省「高校における特別支援教育調査研

究協力者会議」報告は、2018年度から「通級に

よる指導」の形で、高校でも「特別支援」教育を

推進することとし、高校に在籍する特別なニー

ズを持った子どもたちが、豊かな学びを獲得す

るために、必要なことだと提起した。しかし、高

校現場では「通級による指導」についての経験・

知識の蓄積は少なく、その意義ともあわせて、

教職員の共通理解をはかることが必要である。

また、当該の子どもたち以外の父母も含めた周

囲の理解をどうすすめるの課題も残った。

18歳選挙権が実現し、参議院選挙を迎える

なか、高校生や教職員の主権者としての権利を

ゆがめ、学校現場の自主的・主体的な教育活動

に不当な制限を加えようとする動きが強まっ

た。文科省は教職員には主権者教育について

「政治的中立性」を強調し、また「高校生の政治

活動については、必要かつ合理的な範囲で制

限することもあり得る」との立場をとった。さら

に、政権与党である自民党がホームページ上で

「学校教育における政治的中立性についての

実態調査」を実施した。これは教育に対する政

治からの不当な介入であり、断じて許せないば

かりか、国民の批判のなかで、文言の変更を余

儀なくされ、事実上ホームページの閉鎖に追い

込まれた。全国高等学校PTA連合会（高P連）事

務局長は全教との懇談のなかで「主権者教育

はきわめて大切だと思うし、そこに制約を加え

るような権力の動きには問題がある。教職員が

自信を持って政治問題、社会問題に発言できる

ようにしないと自分で考える生徒が育たないの

ではないか」との考えを示した。

和歌山県は、2016年12月、「和歌山県長期総

合計画（原案）」を発表した。そのなかの「教育

ニーズの多様化や人口減少への対応」で「…高

等学校においては、学科改編や統合・再編に取

り組む」と明記している。また、小学校・中学校の

学力テストについて、数値目標（10位以内）を設

定している。これらは本来の教育充実に背を向

けるものでり、多くの問題を含むものであった。

2016年度から和歌山県でも人事評価制度が

本格実施された。また、教育委員会制度改悪の

影響により、研修の押しつけ（TOEIC受験の強制

など）をはじめとする教育への締め付けもみら

れた。

地域に大きな影響を与えた「古座校舎募

集停止（高校再編）」

県教委は2016年5月24日、県立高等学校再

編整備方針を発表し、2017年度から串本古座

高校古座校舎を募集停止にするとともに、統合

後の串本校舎には新たに普通科3コース（進学

コース、グローカルコース、総合コース）を設け、

また県内だけでなく全国募集を行うとした。

この再編整備計画案は、少子高齢化や過疎

化のなかで、串本・古座地域の生徒数減少にと

もなって作成された。少子高齢化や過疎化は、

歴代政権の地域政策や第一次産業政策による

ものが大きく、さらに安倍政権の競争原理と経

済効率にたった地方創生政策とも連動したもの

であった。

地域のセンター的役割を担う古座校舎に生

徒がいなくなることは、生徒・保護者・同窓会・地

域にとって重大な問題であった。子どもの権利

条約や主権者教育の観点からも、生徒に率直な

意見や質問を述べる機会を保障することが大

切である。この発表が生徒に与えた影響は大き

く、もっと丁寧な説明が必要であった。また串本

校舎の新たなコース制や教育課程、生徒募集

のあり方についても拙速で、さらに議論が必要

であった。

グローバル化・国家のための人材育成「教

育改革」

文科省は「高大接続改革実行プラン」におい

て、「高等学校基礎学力テスト」（2019年より実

施）とセンター試験に代わる「大学入学希望者

学力評価テスト」（2020年度実施の「大学入学

共通テスト」）の導入を提起した。また 文科省

の高大接続改革会議「中間まとめ」では「高等

学校教育改革、大学教育改革、及び大学入学

古
座
分
会

職
場
要
求
書

「
古
座
校
舎
を
な
く
さ
な
い
で
」
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者選抜改革をシステムとして、一貫した理念の

もと、一体的に行う」としつつ、2つの新テストの

作問や評価については「今後検討する」とした。

文科省は「高等学校教育改革」を行うとして、

「基礎学力不足」や「学習意欲の低下」を問題

視し、自らのこれまでの政策を反省することな

く、「アクティブラーニングの充実」と「多様な学

習を測定するツール」としての「2つの新テスト」

を押し進めてきた。「少人数学級の実現」など

国民的要求を置き去りにして、新テストによる評

価を前提としたアクティブラーニングを推し進

めるなど、本来の目的を逸脱したものであった。

「高大接続改革」は「グローバル化・多極化の

荒波」を勝ち抜く一部のエリートと「国家と社会

の形成者として十分な素養と行動規範」を持っ

た国民を育成するための「教育改革」をすすめ

るという政府や財界の意向に沿ったものとなっ

た。

２０１７（平成２９）年度

安倍政権は、9月28日、国政の私物化・疑惑

にふたをしたまま、議会制民主主義を無視して

衆議院の解散を強行した。総選挙では、民意を

反映しない選挙制度により再び政権を握り、衆

参両院とも改憲派が3分の2を超えることとなっ

た。安倍首相は、2018年の通常国会で9条に自

衛隊の条項を加えた改憲案を発議する意向を

表明した。この改憲案は、9条を空文化し、日本

を名実ともに「戦争できる国」にする、まさに憲

法破壊そのものであった。

安倍首相は、「働き方改革」、「同一労働同一

賃金」、「長時間労働の是正」等と述べ、総選挙

後、「残業代ゼロ法案」と過労死水準までの残

業を合法化する労働基準法改定案を「一本化」

して、通常国会に提出しようとした。この法案

は、労働者･国民の深刻な実態を無視するもの

で、すべての労働団体と、全国過労死を考える

家族の会や弁護士団体など広範な市民団体が

強く反対運動にとりくんだ。

世界には約1万5千発の核兵器が存在し、人

類の生存の脅威となっている中で、2017年7月7

日、国連で核兵器禁止条約が採択され、9月か

ら各国の署名が始まった。しかし、被爆国日本の

安倍政権は、核兵器禁止条約に反対し、核兵器

大国に追随する姿勢をとり続けていることは、

許されるものではなかった。核兵器禁止条約の

交渉開始･支持の活動を行うICAN（核兵器廃絶

国際キャンペーン）が、2017年12月ノーベル平

和賞を受賞した。授賞式でサーロー節子さん

が、被爆体験を語り「核兵器は私たちの愛する

すべての人を危機にさらしている」と訴えた。世

界が核兵器禁止･廃絶にむけて大きく動きだし

た。

文科省は、不登校の小中学生が12万6千人

を超え、暴力行為の発生件数は大幅に増加し

たと発表した。2015年度の小･中･高等学校の

「いじめ」認知件数は、前年度を大きく上回り過

去最多となった。警察庁の統計では、日本全体

の自殺者数が減少傾向にある中で、小中高生

の自殺は毎年300人前後を推移して減っておら

ず、その原因として最も割合が高いのは「学業

不振」などの学校問題がとなっている。この背景

には、学力テスト体制がもたらすいきすぎた競

争教育、管理教育があることは明らかである。

安倍政権は、「戦争する国」と「世界で一番企

業が活躍しやすい国」の人材育成のために、憲

法改悪と一体のものとして国家主義かつ新自由

主義的な政策をおしすすめてきた。首相直属の

「教育再生実行会議」は2017年6月に第10次提

言を発表した。その内容は改悪教育基本法を

具体化し、国や財界に奉仕する「人材」を養成

するという改訂学習指導要領のねらいを貫徹

するため、家庭や地域のあり方にまで国や地方

公共団体が介入し、学校のあり方を大きく変質

させようとするものであった。

文科省は、2017年6月に教職員の長時間勤

務は看過できない状況にあるとして中教審に諮

問し、これをうけて「学校における働き方改革

特別部会」が設置されたが、これまでの学校教

育のあり方の変更をせまるものであった。「チー

ム学校」構想が強く打ち出されている。「チーム

学校」構想の名のもと、チーム体制の構築、学

校のマネジメント機能の強化、教員が力を発揮

できる環境の整備などが提唱されるなど、とも

すれば上意下達の学校運営に陥りかねない。

2017年度から｢コミュニティスクール（学校運

営協議会）｣が導入されたが、トップダウン的な

学校づくりや地域づくりになる可能性があった。
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地域をキーワードにした学校づくりは、「コミュニ

ティ･スクール」も「参加と共同の学校づくり」も

同じであるが、世界の流れは子どもの権利条約

をいかした「参加と共同の学校づくり」である。

生徒･教職員･保護者･地域の意見を反映した

真の民主主義が生きるようなボトムアップ的な

学校づくりや地域づくりのため、保護者や地域と

共同で、子どものねがいに応える学校づくりが

求めらる。

2017年7月に文科省は高大接続改革の実施

方針等の策定を決定･発表した。「高校生のた

めの学びの基礎診断」は、測定ツールとして民

間事業者につくらせるもので、有料であるため

生徒の負担が増え、進路に「活用」される懸念、

既存の検査・試験ものとの兼ね合いの問題が、

現在も残っている。

「共通テスト」については、国語･数学に記述

式問題、英語に民間検定試験の導入が示され

た。公平性に関する疑問や経済的負担が懸念

された。

大学生等に対する給付型奨学金制度がスタ

ートしたが、対象者の人数･支給金額の少なさ

や学校担当者の選考の困難さの問題があり、抜

本的な改善が求められた。

2017年度末で紀の川高校が、2018年度に古

座キャンパスが閉じることになる。生徒減の中

で、拙速な高校再編統合でなく、生徒減だから

こそ教育条件整備推進に転じることが求められ

た。

文科省は、高校での通級指導が来年度から

導入できるとして、和歌山でも研究指定校で研

究がすすめられてきた。インクルーシブ教育の

推進の観点から担当任せにするのではなく、教

職員の研修はもとより、教職員の加配･施設設

備の改善が必須である。

異例の「禁じ手」による「共謀罪法案」強

行採決

2017年6月、「共謀罪法案」が強行採決され

た。ずさんかつ、あまりに危険な法案には異議

を訴える声が多く出たが、参院法務委員会での

審議・採決を飛ばし「中間報告」という異例の手

段を使って、「共謀罪法案」を一気に参院本会

議で強行採決した。公権力による恣意的な解釈

が横行する危惧や、表現の自由を侵害する危

険性など、「平成の治安維持法」とも呼び称され

るこの法案の数多くある問題点はすべて無視さ

れたままである。安倍政権の手によって民主主

義・立憲政治が踏みにじられた瞬間であった。

「部落差別解消法」に反対するとりくみ

2016年度末に、県は、2016年に施行された

「部落差別の解消の推進に関する法律」を受

け、県内の公立学校に生徒配布パンフレットを

送付した。和高教は和教組と連名で、いきすぎ

た指導は差別を助長する旨の要求書を県教委

に提出した。和歌山では、責善教育などを中心

に、部落差別問題に真摯に取り組み、部落問題

に特化した同和教育は、発展的解消をしてきた

経緯がある。「なぜ今この法律が？」という混乱

がある中、10月に和高教では、「『部落差別の解

消の推進に関する法律』と同和（責善）教育に

ついて」という討議資料を作成した。

和
高
教
第

回
定
期
大
会
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２０１８（平成３０）年度

2018年確定交渉で両教組の反対を押しきり、

県教委は2020年4月から、「新たな職」を導入

するとした。これは教職員の協力体制を分断す

るものとして、断じて許されるものでない。「新た

な職」を導入した都道府県では、さまざまな問

題が噴出しており、県教委は「混乱のない導入

を模索する」としたが、動向を注視し、問題点を

明らかにしつつ、たたかいの一層の強化が求め

られた。
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「大企業のもうけはいずれ家計へ回ってくる」

というトリクルダウン論に反し、一部の富裕層と

圧倒的多数の国民との格差が一層拡大した。世

論調査でも、国民の8割が「アベノミクスで景気

回復の実感はない」と回答した。このような情勢

のもと、安倍政権は、残業代ゼロ法案ともいわれ

る「働かせ方改革一括法案」を強行可決した。

労働者保護法制の解体を狙うものであり、断じ

て容認できるものでなく、「8時間働けばふつう

に人間らしく暮らせる社会」の実現にむけて、労

働法制の抜本的改善の運動が一層求められ

た。

文科省は、2018年6月「Society5.0に向けた

人材育成～社会が変わる、学びが変わる」報告

書を発表した。これは経済界の要請を受け、国

際競争力を高め、人材を育成するための教育

を強く打ち出したものであり「骨太の方針2018」

でも「教育の質の向上」が位置づけられ、国や

財界が求める「人材」育成をすすめる方向と軌

を一にするものであった。

改定学習指導要領によって、憲法が位置づけ

られていた公民科「現代社会」が高校の道徳教

育の中核を担う「公共」に置き換えられ、幼稚園

から高校まで一貫して特定の価値観が押しつけ

られ、「グローバル人材」育成に特化される危険

性が強まった。「大学入学共通テスト」について

は、2018年11月に2回目のプレテストが行われ

た。国語・数学に記述式導入、外国語（英語）に

民間の検定試験導入などの基本線に変更なく、

高校1年生にとっては大きな変更となるため、拙

速な導入とならないよう求めることがさらに求

められた。

中央教育審議会の「学校における働き方改

革特別部会」は、「主幹教諭」「統括教諭」など

の「ミドルリーダー」を配置し、管理職の職務を

分担させたり若い教員の指導にあたらせたりす

二
〇
一
七
年
度

確
定
交
渉

ることが提言されており、これによりさらなる管

理統制の強化と教職員の階層化の方向が打ち

出された。

「教育に穴があく」教職員未配置問題は、全

国的に実態の深刻さが広がった。この問題を解

決するには、標準定数法を改正し学級編成基

準を引き下げ、抜本的な基礎定数増による教

職員定数改善が必要である。

2018年、南北首脳会談と米朝首脳会談が行

われ、朝鮮半島の非核化と平和にむけた歴史

的合意がかわされた。これまで安倍政権は、「戦

争する国づくり」をする上で北朝鮮の脅威を最

大の口実にして安保法制などを強行してきた

が、その根拠を失い、対話による平和的解決の

方向が探られた。しかし、安倍政権はこうした情

勢を顧みず、軍備拡大とともに明文改憲案の国

会発議にむけて執拗な動きを見せた。

2018年9月30日、沖縄県の翁長知事の死去

にともなう沖縄県知事選挙は、辺野古新基地建

設問題を最大の争点としておこなわれた。翁長

知事の遺志を引き継ぎ、国政5野党と1会派が

結集した「オール沖縄」の候補である玉城デニ

ー氏が勝利した。民意無視の安倍政権の強権

政治に痛烈な一打を与えるとともに、市民と野

党の共闘に大きな希望をもたらすものとなった。

現場に大きな混乱「校内人事・職員会議

に関する通知」

2006年教育基本法が、2014年地方教育行

政法が改悪され、和歌山でも外部からの教育へ

の不当な介入がみられるようになってきた。

2017年度末、校内人事の決定方法が、2014

年の文科省通知「校内人事の決定及び職員会

議に係る学校内の規程等の状況について」に

違反していると、県議会で指摘があった。さら

に、2018年6月にも、「職員会議の議決方法」に

ついても同様の指摘がなされた。これをきっか

けに、県教委は各学校に強い指導をおこない、

大きな混乱をもたらした。

和高教は、教員が国民全体に対し直接責任

を負って教育にたずさわるため、校長の裁量権

を尊重し、教員の自主的教育権限を尊重するこ

と、教職員の意向を十分に尊重した民主的な学

校運営をおこなうこと、学校運営が混乱しない

ようにすることなどを強く要請しとりくんだ。
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高校学習指導要領の告示

文科省は2018年3月に高校の新指導要領を

公示した。個人の人格形成にまで踏み込む非

常に危険な内容である。和高教では、2018年度

12月に「新学習指導要領の批判的検討～すべ

ての高校生の学び、成長を保障する高校教育

を」という討議資料を発行し学習を深めた。新

指導要領は、まさに改悪教育基本法を全面的

に具体化させるもので、高大接続改革の名のも

とに、高校教育を抜本的に変質させ、財界統制

・国家統制を図るものであった。

憲法改悪阻止のたたかい「３０００万人署名」

「安倍9条改憲NO！全国市民アクション」が提

起した憲法3000万署名に引き続きとりくむとと

もに、「19行動」・「9の日宣伝」などの継続的な

宣伝行動をはじめ、戦争法廃止・改憲阻止の運

動に積極的に参加してきた。

和歌山城西の丸広場で「HappyBirthDay

憲法in Wakayama」（5月3日）、プラザホープ

で「We Love 憲法～五月の風に～」集会（5月

19日）、和歌山県民文化会館で「危ないぞ！み

んなで止めよう安倍改憲1･19和歌山県民のつ

どい」（1月19日）などが開催され、和高教からも

多くの人が参加した。

和
高
教
第

回
定
期
大
会

79

２０１９（平成３１・令和１）年度

森友学園、加計学園、「桜を見る会」、等、国

民を愚弄する政権による横暴が続いた１年であ

った。そんな中で、高校生が声をあげることによ

って大学入試新テストの見直しにつながるなど、

新たな動きも出てきた。

2019年度より、県内の県立学校で「36協定」

が結ばれるようになり、労働組合の存在価値が

見直される契機となった。

文科省が「１年単位の変形労働時間制」の導

入をもくろむ中で、年度の前半で「教職員の多

忙解消のためには、教職員を増やすしかない」

という「せんせいふやそう」の運動が大きくとりく

まれた。12月に学校への導入を可能にする法

律が強行され、たたかいは各都道府県、各学校

職場へと引き継がれていくこととなった。

2020年度から各地方自治体で「会計年度任

用職員制度」が導入されることを受け、教育三

者は県教委と交渉・折衝を重ね、課題は残しつ

つも、非常勤職員の賃金・労働条件の大幅改善

につながる前進を勝ちとった。

海南市議会は、6月議会にて、市立海南下津

高校の2022年度以降の募集停止および2023

年度末の廃校を決定し、また県教委は、県立粉

河高校定時制の2021年度以降の募集停止およ

び2023年度末の廃校を9月末に決定した。

県教委が「第6期きのくに教育審議会」に「こ

れからの県立高等学校のあり方について」審議

することを諮問し、2019年10月から審議会での

議論が開始され、年度をまたいで5回にわたっ

て審議会が開催された。

県教委が、「部落差別」に特化した校内研修

の実施を県立学校に求めたことに対し、和

「『部落差別の解消の推進に関する法律』を根

拠にした同和問題に関する校内研修の押しつ

けを行わないことを求める要請書」を県教委に

て提出し、要請行動を行った。この問題に関わ

っては「和歌山県部落差別の解消の推進に関

する条例」が2020年3月から施行される一方

で、和歌山市での同和行政のゆがみが明らか

になっている。

2020年になって、新型コロナウイルス感染の

影響が世界中で深刻化した。そんな中、年度

末、安倍首相が「全国一斉臨時休校」を突然表

明し、学校現場に大きな混乱をもたらした。

和高教は７月に「明日の和高教をつくる 組

織拡大３か年計画」を提起し、その後、夏休み

を挟んで新規拡大が大きくすすんだ。年度末に

は、とりくみの総括として４年ぶりに宿泊集会「明

日の和高教をつくる ２・１組織拡大・職場活動

交流集会inむろべ」を開催し交流を深めた。



- 19 -

「36協定」締結のとりくみ

2019年度より、すべての県立学校で「36協

定」（時間外労働及び休日労働に関する協定）

が結ばれるようになった。対象者は事務職員・

現業職・会計年度任用職員（2020年度～ 職

種・勤務形態による）である。和高教は県教委と

確認した内容を、和高教情報や冊子等にまとめ

て機関会議で職場代表に周知し、職場の労働

者代表者になることを提起した。多くの職場で

和高教分会長が職場代表に選出されたが、選

出過程を通じて「職場で組合が見えた」等の声

が寄せられた。一方で管理職が推薦するなど、

手続きにのっとっていない形で労働者代表が選

出されている職場も見られるなど」の課題もあ

り、対象者の実質的な長時間労働解消につなが

るよう、とりくみが求められている。

「１年単位の変形労働時間制」 導入を阻

止するたたかい

2019年１月に中教審が、教職員定数の抜本

的改善に背を向ける「１年単位の変形労働時間

制」の導入を含む内容を答申したことを受け、

全教が「せんせいふやそう」キャンペーンを提

起した。和高教は、この提起を受け「せんせい

ふやそう」全教職員一人一筆署名にとりくみ、1,

000筆を超える署名を集約した。このような情

勢の中で、県教委は実態と乖離した「夏休みた

っぷり３０日」とする教員募集リーフレットを作成・

公表し、大きな批判を浴びた。事務職員部は

「和高教事務職員勤務実態アンケート」にとりく

み、県下の１００人近い事務職員から寄せられた

声を力に、確定交渉で行政パソコンの増設につ

いて強く訴えたところ、翌年度からの増設が決

定した。

学校現場に「１年単位の変形労働時間制」を

導入できるようにするための給特法の一部改

正法案は秋の臨時国会で審議入りし、和高教は

法案成立を許さない緊急国会行動への参加や

署名集約など、全力で奮闘した。法案は12月4

日に強行可決されたが、たたかいは各都道府

県・職場へと引き継がれ、2020年2月の支部長・

分会長会議では、学習資料を活用した職場学

習、春闘校長交渉を呼びかけた。

「明日の和高教をつくる 組織拡大３か年

計画」策定

組織拡大の前進をめざして、「」を７月に策

定し、支部・職場・専門部で論議を重ねながらと

りくみをすすめた。計画策定後の７月～１２月の５

か月間で１５名の新規加入者を迎えるなど、一

定の成果もあった。

また、2020年2月には、「３か年計画」１年目

のとりくみを総括する「明日の和高教をつくる

２・１組織拡大・職場活動交流集会inむろべ」を

宿泊行事として開催し、４０名を超える参加者が

集まった。

養護部会は、長らく開催していなかった学習

会を2月8日に高校会館で開催し、未組合員を

含む10名が出席した。未組合員の参加者の一

人が次年度に加入するなど、組織拡大のとりく

み・少数職種専門部の要求前進につながる学

習会となった。

2019年度から、カラー印刷の和高教新聞を

組合員に提供できることとなり、組合活動をより

効果的に「伝える」ことが可能になった。

新型コロナウイルス感染拡大 トップダウ

ンの「突然の臨時休校」

2020年2月27日、当時の安倍首相の「新型コ

ロナウイルス感染予防のために、小学校、中学

校、高等学校、特別支援学校の全国一斉臨時

休業を要請する」との突然の表明に県教委は

盲従し、３月２日からの一斉臨時休校を県立学

校・市町村教育委員会に要請した。高校では、

「
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職員で議論する間もなく卒業式が中止されるな

ど、大きな混乱が起こった。その後の新型コロナ

ウイルス対策の検証においても、「一斉臨時休

校」には何の科学的根拠も成果もなかったこと

が明らかとなった。以後、学校教育に大きな影

響を与え続けることになった「コロナ禍」は、トッ

プダウンを受容する教育行政・学校・教職員の

主体性や責任体制の欠如の問題も浮き彫りに

することとなった。和高教は、和教組とともに「一

斉臨時休校」に関わる対県教委折衝・申し入れ

を強化した。

２０２０（令和２）年度

新型コロナウイルスの感染拡大は、世界の様

相を大きく変えた。日本でも感染者が約60万人

に迫り、死者が10,000人を超えている（2021年

4月末現在）。世界経済は大きな打撃を受けた

が、コロナは新自由主義的政策によって広がっ

ている格差をより深刻なものにした。そんな中

で、「エッセンシャルワーカー」としての公務労働

者の役割、弱者に寄り添う労働組合の価値が見

直された。

検察庁法案問題や学術会議問題、接待疑惑

問題等、政治の劣化が深刻化する中で、科学的

知見に基づかないコロナ対策で国民を翻弄し

た安倍首相は、政治への関心を高めた市民の

世論に追い詰められるかたちでが辞職した。後

を継いだ菅政権は、「自助」を強調し、さらに混

迷を深める結果となった。

破綻した新自由主義にすがりつくようにカジノ

誘致を進める和歌山県行政に対して。県内では

さまざまな団体が中心となって、誘致に反対す

る宣伝行動にとりくみ、和高教も積極的にとりく

んだ。大阪市では１１月に大阪市を廃止する大

阪都構想の住民投票が行われ、前回（2015年）

に引き続き民意によって否決された。

コロナ禍は学校教育にもさまざまな影響をも

たらした。消毒作業などは多忙化の新たな懸念

材料となった。「分散登校」の経験は小学校での

３５人学級実現へと道を開いた。コロナ惨事に

便乗するかのように「ＧＩＧＡスクール」構想が

県内の高校教育にも押し寄せた。和高教は県教

委に対して複数回にわたって要請行動を行い、

カ
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ノ
反
対
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行
動

教職員の主体性を侵さないよう求めた。

また、組合活動への影響も大きく、大規模集

会は中止や延期に追い込まれ、定期大会・交渉

・教研も、時間短縮・参加人数制限等を行わざる

を得なかった。しかし、一方でオンラインによる

新たな会議や集会の可能性も広がり、「集まる」

ことへの模索が続いている。

さまざまな混乱の中、会計年度任用職員制

度が始まった。賃金労働条件において大幅な改

善があった一方で、新たな課題も明らかとなっ

た。司書・実習教員等の教育職１級職員の昇級

制度が新たに切り替わり、４月１日付けで、該当

する職員は従来より早い年齢での昇級が実現し

た。

和歌山北高校西校舎に、県内の高校では初

めての「新たな職」である副校長が設置された

が、主幹教諭の配置は阻止した。

「１年単位の変形労働時間制」の条例化が強

行された道県がある中で、和歌山県では確定

交渉等を通じて県教委に「慎重姿勢」に転じさ

せている。

８月に「第６期きのくに教育審議会」の答申を

受けて、県教委が高校の削減・序列化につなが

る高校再編整備計画策定への着手を表明した。

しかし、「地域の高校を残してほしい」という県

民世論に押されるかたちで、高校再編計画の年

度内の策定は見送られた。高校現場のみならず

地域をまきこんだ運動が少しずつではあるが始

まっている。

年度末に、県教委が高校生の就職ルール・慣

行の見直しを表明したが、学校現場の担当職員

や、労働行政からの反対があり、結論が先送りと

なった。和高教は、高校再編問題と合わせて、

教育行政によるトップダウンとの厳しいたたかい

に向き合うこととなった。

核兵器禁止条約が批准国５０か国を超えて2

021年1月に発効し、核兵器を違法とする国際

法が誕生し、日本政府に条約への参加を求め

る運動が大きく広がった。
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コロナ禍の学校・組合

新型コロナウイルス感染拡大にともなう緊急

事態宣言発令を受けて、３月からの全国一斉臨

時休校に引き続き、県内の学校は４月から５月

にかけてほぼ休校となった。この間、県立学校

の教職員には在宅勤務が求められたが、旅行

命令簿の作成が求められたため、担当事務職

員は多忙を極めることになった。また４月末の

知事の記者会見で、すべての県立高校で夏期

休業が９日間に短縮されることが発表され、学

校現場の意向は無視された。コロナ禍の中で、

県教委の指示待ちの管理職・学校の姿が浮き彫

りになり、トップダウン的に物事が決定されていく

傾向が強まった。

この間、和高教は和教組とともに混乱する現

場の声を集めて、執行部折衝となった夏期交渉

を含めて県教委への要請・折衝を重ね、要求実

現に奮闘した。

コロナ禍は、教育のＩＣＴ化に拍車をかけた。

和歌山県でも、教室のＩＣＴ教育環境の整備、生

徒１人１台パソコンの配布、教科別研究団体への

授業動画作成の「要請」等が行われた。和高教

はＩＣＴ化に関わる県教委への２回にわたる要

請の中で、「教育におけるＩＣＴの活用は、あくま

でも手段であって目的ではないこと」を確認し

た。

組合活動も大きく影響を受けた。夏期交渉は

執行部専従役員による折衝となり、定期大会は

各分会からの代議員を１人に減らして、時間も

短縮して午後開催で行った。本部委員会では書

面決議や委任状を採用し、専門部の役員会で

はオンライン会議も活用された。全教主催の会

議・集会も中止もしくはオンライン開催となり、直

接顔を合わせることがなくなった。確定交渉も

参加人数を制限し、職場の組合員はオンライン

で視聴することとなった。県教研も、全体会・分

科会とも現地参加・オンライン併用で開催され

た。さまざまな制約の中で、「直接集まる」こと

の意義が再確認された一方で、オンラインを中

心に集会や交渉への青年層の新たな参加者が

増えるなどの動きも見られた。コロナ禍の中で、

「集まる」ことの新しいかたちが模索されること

となった。

会計年度任用職員制度始まる

会計年度任用職員制度が４月から始まった。

コロナ禍の影響もあり、制度スタートにあたって

混乱も大きかったが、前年度に引き続き折衝・

申し入れを行う中で、在宅勤務が認められ、期

末手当が支給されるなど大きな賃金改善があ

った。非常勤講師も、教材研究等が業務に追加

される等の前進があった一方で、多くの非常勤

講師が期末手当の支給対象者から外れる等の

課題も残されている。確定交渉では、専門部交

渉から粘り強く訴えてきた結果、養護教員に関

わる要求が多く実現した。

第６期きのくに教育審議会答申と新たな

高校再編計画

８月７日に「第６期きのくに教育審議会」が、少

子化を主たる理由として「高校の適正規模を６

学級としたうえで、県内２９校の全日制高校を１

５年後には２０校程度になるのが望ましい」と報

告した答申を受けて、県教委が２０２０年内に高

校再編整備計画・実施プログラム案を策定する

と表明した。県教委が９月・１０月に県内５会場で

開催した答申の説明会では、「地域の高校を残

すべきだ」「県独自でも少人数学級を実現して

ほしい」との声が上がりはじめ、南部高校や笠田

高校の関係者を中心として、高校存続を求める

動きが起こった。県議会文教委員会も、住民世

論を後押しに党派・会派を超えて「高校再編計

画を拙速にすすめるな」の声で一致する中で、

県教委は年内の実施プログラム案の発表を見

送ると表明した。2021年1月に、県教委は高校

の教員に対し、校長を通じて実施プログラムの

骨子案についての説明を行い、2月9日に骨子

案を記者発表した。骨子案は「今ある32校の県

立高校をできるかぎり残す」「4学級から8学級

の規模で整備する」とし、世論への一定の配慮

があるものの、高校を役割・使命によって「特任

高校」「地域中核高校」「地域特性高校」等の７

つのカテゴリーに整理するイメージを打ち出し

ており、高校の序列化を固定化した上で、統廃

合をすすめるものとなっている。県教委は骨子

案の発表後、「県教委は計画ありきでトップダウ

ンですすめるのか」という批判をかわすために、

すぐに「論点整理」と改称し、カテゴリーの分類

表を表面的に引っ込めるという対応をとった。

和高教は、８月の答申発表を受けて、支部・分

会に論議を呼びかけるとともに、見解をまとめ

た。また、和教組と共同で県教委に対して要求

書を提出し、10月13日に懇談を行った。和高教

の中で議論を深めるために討議資料を配布し
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たり、全教職員アンケートにとりくんだ。

骨子案の内容が明らかになっていく過程で、

和高教と和教組の各支部は地域での運動を立

ち上げていくために共同してとりくみをすすめる

こととなり、日高地方では「日高地方の高校教

育を考える会」準備会が発足した。11月には民

主教育をすすめる和歌山県民連合の名で「教

育シンポジウム」を開催し、また2021年3月13日

には「これからの和歌山の高校教育を考える」

意見交流集会をオンライン併用でパネルディス

カッション形式で開催し、60名の参加者が集まっ

た。3月18日には、骨子案に関わる意見交換会

を両教組・県教委で行った。署名やチラシも和

教組と協議して準備し、学校職場や労働組合・

地域住民への配布をすすめ、学校・地域をまき

こんだ運動を粘り強くすすめていく態勢づくりに

とりくんだ。

き
の
く
に
教
育
審
議
会
答
申
を
う
け
て

県
教
委
と
の
懇
談
会

「一人一社制」見直しに反対するとりくみ

県教委は、県立学校長会で、これまで県高等

学校就職問題検討会議で合意していた「一人

一社制」の見直しを検討したいと表明した。「一

人一社制」の見直しは経済産業省や企業紹介

会社が提起し主導しているものだが、和高教は

「複数応募制の導入は、高校現場や企業にさま

ざまな混乱や負担増をもたらし、生徒たちをよ

り競争的なシステムに投げ出してしまうことにも

つながる」という立場から、就職ルールの維持

を求める要請書を作成し、2021年2月に県教

委、県労働政策課、県労働局、県立校長会、経

済団体に緊急に申し入れを行った。県教委は当

初、学校現場の担当者の声に配慮して「複数応

募制」への急激な変更を控える方向で調整して

いたが、知事の意向を背景として、「一人一社

制」見直しに完全に舵をきる方向への転換を画

策をはかった、しかし、他団体との調整が難航

し、「複数応募制」の決定は３月末の年度をまた

ぐこととなった。和高教は2021年3月末に県教

委に対して、「学校現場の意向を無視してトップ

ダウンで見直しを行うことは許されない」とする

要求書を提出し、見直しの撤回を求めた。

「
こ
れ
か
ら
の
和
歌
山
の
高
校
教
育

を
考
え
る
」
意
見
交
流
集
会
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第二部 分野史
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第一章 賃金･社会保障･権利闘争

２０１１（平成２３）年度

第82回メーデーは「被災地支援 復興支援」

をテーマに掲げ、県下９カ所で開かれ和高教組

合員を含め約2,100名が参加した。県中央メー

デーでは、約2か月前に起こった東日本大震災

の被災地救援や復興支援を全面に掲げ、会場

に募金箱を設置したり、出店の売上げの一部を

義援金として寄付するなど、支援バザーなどが

行われた。

政府は2011年5月13日に、震災復興財源捻

出を口実とした国家公務員給与を約10％削減

するという賃金削減案を労働組合側に提示し、

6月3日「国家公務員の給与の臨時特例に関す

る法律案」を一方的に閣議決定した。和高教は

各支部・分会で公務員賃金削減反対の職場決

議をあげ、廃案に向けて総力をあげてたたかっ

た。また、県地評・県公務員共闘に結集し「公務

も民間も賃下げは許さないぞ交流会」に参加

し、公務員賃金削減がもたらす弊害について討

議を深めた。これらのたたかいを積み重ねた結

果、政府は法案を国会で審議入りさせることが

できなかった。

5月23日に行われた教育三者共闘会議（和

高教、和教組、教育庁職組）の夏期交渉では、

政府が国家公務員の賃金カットを逆提案した問

題に対して「県として国に追随せず、教職員の

生活を守る立場に立て」と強く要求した。

人事院勧告にむけては、人事院近畿事務局

長交渉（9月6日）や夏季闘争勝利7・28中央行

動に参加してたたかった。

人事院勧告は東日本大震災の影響もあり例

年より約2ヶ月遅れて9月30日に行われた。震災

の被害が大きかった岩手県・宮城県・福島県の3

県は民間給与実態調査の対象外となった。月例

二
〇
一
一
年

夏
期
労
働
講
座

給については、民間との較差が「－0.23％、－8

99円」であったとして、50歳台を中心とした俸

給表のマイナス改定を行った。また、今回の勧

告では、2005年勧告で実施された「給与構造

の大改悪」にともなう経過措置であった「現給保

障制度」について、段階的に廃止すると勧告し

た。2005年勧告では「現給保障」措置について

の期限を設けてはおらず、明らかなルール違反

であった。

県人事委員会勧告にむけて、県人事委員会

交渉を例年通り２回行うとともに、「10・6賃下げ

反対！増税も反対！生活を守れ！10.6和歌山

大集会」を行った。また、「現給保障廃止反対」

を訴えて10月4日に県庁・市役所前で宣伝行動

を行い、公務員共闘で作成したチラシを配布し

た。10月26日、県人事委員会は、「現給保障制

度」について国の措置に準じたとりくみを求める

不当な勧告を行った。

10月21日に生権担当者会議を開催し、確定

交渉にむけて学習を深めた。

2011年末確定交渉は、10月28日の要求書提

出を含め四回もたれた。震災・不況・円高を口実

とした公務員賃金削減攻撃を背景として、民間

準拠に固執した人事院・人事委員会によるマイ

ナス勧告・現給保障廃止勧告などが出される極

めて厳しい情勢の中での交渉であった。特に和

歌山県では9月に台風12号による甚大な豪雨

災害があり、県による特別な財政支出が決定さ

れる中、新たな賃金独自カットがねらわれる状

況にあった。

和高教は、各職場からの寄せ書き形式の職

場要求書にとりくみ、本部と全ての42分会から

職場要求書を県教委に提出し、交渉には全体

で894名（うち和高教298名）が参加した。

交渉の結果、マイナス勧告部分については、

国準拠での給料表の改定が強行されたが、「4

月遡及」については、昨年度に引き続き6月一

時金のみにとどめることができた。たたかいの

大きな焦点であった現給保障については、制度

の継続をかちとった。懸念されていた新たな県

独自の賃金カットについてはその導入を阻止し

た。

権利に関わっては、「勤務時間の割り振り変

更制度の対象業務の拡大」「子どもの看護休暇
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の対象要件の改善」「常勤講師の年休の日数改

善」「非常勤講師・賃金現業職員の有給休暇の

拡大」等について勝ちとった。

2008年秋の経済危機の影響が残るもとで起

きた東日本大震災の被災地域では復興事業や

放射能除染の遅れが被災者を苦しめ、震災直

後にとられた特例措置は相次いで廃止され、雇

用・生活不安が一気に表面化した。一方で、財

界・大企業は266兆円もの巨額の内部留保をた

め込みながら、法人税減税と消費税率引き上

げ、事業主の社会保障負担の軽減、労働法制の

規制緩和を要望するなど、横暴な姿勢を強め

ていた。また、ＴＰＰなどの自由貿易拡大を見

越した大企業の生産拠点移転が、地域経済と

国内雇用に深刻な影響を与えていた。そして政

府は増税のために社会保障制度を改悪すると

いう「税と社会保障の一体改革」の強行をめざ

していた。

このような情勢の中、和高教は第325回本部

委員会で春闘方針を決定し、1月27日と28日の

両日、白浜町「むろべ」にて和高教春闘討論集

会を開催した（のべ78名参加）。中村太和氏（和

歌山大学経済学部教授）による講演「脱原発・

エネルギー政策の転換と労働運動の課題」と小

谷邦男氏（日置川原発反対30ｋｍ圏内共闘会

議代表）の報告「和歌山県の原発と労働組合・

地域・住民の運動」を行った。支部・専門部では、

第三支部賃金権利学習会（2012年3月10日）、

女性部長会議・学習会（2月17日）、青年講座（3

月3日～4日）でそれぞれ賃金権利にかかわる

学習を行った。

2012春闘の最大のとりくみは「原発ゼロ！震災

復興！」をメインスローガンとする「いのち守ろ

原
発
ゼ
ロ
の
人
文
字

３
・

和
歌
山
県
民
大
集
会

11

う！3.11和歌山県民大集会」の開催であった。

東日本大震災からちょうど1年を迎えた2012年

3月11日当日、和歌山城西の丸広場に県下各地

から30台を超えるバスで2500人の参加者（和

高教は家族等も含めて191名が参加）が集まり、

アピール行進・人文字・テント企画などを含め集

会は大成功のうちに終わり、翌日の新聞等で大

きく取り上げられた。

国家公務員の賃金を2011年人事院勧告にも

とづいて2011年4月までさかのぼって引き下

げ、さらに平均で7.8％削減する議員立法によ

る「公務員給与臨時特例法案」が2月29日に強

行採決された。また、人事院が「退職給付の引

き下げ見直し」の見解を表明するなど、公務員

総人件費削減の政府の方針に迎合した公務員

に対する攻撃が続き、厳しいたたかいが強いら

れることになった。

多忙化問題に関わって、10年目研修の校外

研修を1日、校内研修を5日削減させた。勤務時

間の割振り変更制度については、週休日・休日

の「部活動公式試合・大会への生徒引率」につ

いて日数制限（年度10日以内）を撤廃させ、週

休日・休日の「文化祭のリハーサル」、課業日の

「勤務時間を超える入試業務」について割振り

対象業務の拡大を実現させた。

2011年度の総括安全衛生委員会の新たなと

りくみとして行われた「超勤時間実態把握調査」

（6月）の結果、超勤時間が「過労死注意ライン」

である「1か月45時間」を超える教員が4人に1

人に上ることが明らかになった。2012年度に向

けては、「週休日・休日の勤務」「早朝勤務」「持

ち帰り仕事」等の業務を調査対象業務に加える

ことを強く要望した。

2011年11月15日、第324回本部委員会で201

1年度人事闘争方針を決定し、12月15日、県教

委との人事定数交渉を行った。2012年3月23

日、人事異動の内示が行われた。異動規模は県

立学校全体で607名で、県立学校再編にかか

わる異動もあり、前年度より規模は大きかった。

定数内講師が依然として多く、前年度と比較し

て27名増加したことに対し、3月27日に行われ

た対県教委交渉では、県教委から「課題である

と考えている。正規職員を配置することに最大

限の努力をする」との回答を引き出した。
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２０１２（平成２４）年度

第83回メーデーは「いのち守ろう！変える

のは私たち！笑顔のためにつながろう」をテ

ーマに掲げ、県下９カ所で開かれ和高教組合員

を含め約2,100名が参加した。

5月28日、教育三者共闘で夏期交渉を行っ

た。交渉では、確定交渉に向けて、国が国家公

務員の賃金カットを地方へ押しつけようとしてい

る問題や退職手当の大改悪問題に対して、「県

としては国に追随するな！」「任命権者として教

職員の生活を守る立場にたて！」と厳しく追及

した。また、多忙解消や権利拡充等を強く要求

するとともに、「校務支援システムの改善」「県

立学校の教育予算の拡大」「高校再編にかかわ

る教育条件整備」「防災対策の充実」など切実

な要求の実現を求めた。

人事院は、8月8日、国に対し「一般職国家公

務員の給与に関する勧告と報告」を行った。そ

の内容は、国家公務員は2012年4月から平均で

7.8％の賃金カットが強行されているにもかかわ

らず、カット前の金額で民間企業と比較し、本俸・

一時金ともに「改定なし」という不当なものであ

った。また、ベテラン層の賃金抑制として、従来

の「55歳以上かつ行政職6級以上の職員の賃

金1.5％カットの継続」に加え、新たに「55歳昇

給停止」「昇格時対応号給見直し」を勧告した。

県人事委員会勧告は10月11日に出され、そ

の内容は本俸・一時金については国準拠で「改

定なし」、55歳昇給停止や昇格対応号給の見直

しも「国に準じて」実施することが適当という不

当なものであった。住居手当（持ち家）について

は、国ではすでに廃止され、全国的にも多くの

都道府県で廃止されている状況であったが、私

たちのたたかいにより、現状維持を勝ち取るこ

とができたのは大きな成果であった。また、55

歳以上の職員に対する賃金カットについてもこ

れまで同様、勧告をさせなかった。

教育三者共闘は、11月15日の教育長交渉の

結果、最大の課題であった「退職手当大改悪」

「55歳昇給停止」は、今年度の実施を阻止する

ことができた。賃金カットについては、管理職手

当受給者に対する2％カットの継続は阻止でき

なかったが、国の賃金カットを理由とした新たな

カットの押しつけは阻止することができ、昨年度

に続き、昇給抑制の回復措置の実施（37歳未満

1号）を勝ち取ることができたのは大きな成果で

あった。

また権利・労働条件関係では、「夏休の拡大」

を勝ち取り、「病休補充の改善」や「病休復職支

援の拡充」等でも、貴重な成果を勝ち取った。臨

時教職員関係では「欠員補充（定数内講師等）

の任用期間の2日間延長」を実現することがで

きた。

2012年3月に人事院が退職手当の官民格差

（国家公務員の方が民間企業よりも約400万円

高いという調査結果）を発表し、それを受けて、

政府・総務省が6月に国家公務員の退職手当を

2013年1月より3段階で400万円削減するという

「逆提案」を行った。政府・総務省は8月に交渉

を一方的に打ち切り、退職手当大改悪のための

法案を閣議決定し、国会に提出した。その後約

3カ月の間、国会では法案審議はまったく行われ

ず放置されたままであった。しかし、衆議院解散

当日（11月16日）に、突然、数の力でわずか1日

（数時間）で衆参の委員会・本会議での採決を

強行するという前代未聞の暴挙を行い、大改悪

を強行した。

和高教では公務労組連絡会（全教・国公労連

・自治労連等で構成）の提起を受け、緊急に総

務省宛の怒りのジャンボハガキを全ての分会支

部から総務省に届けた。また県教委に対して

は、怒りのジャンボ短冊や署名（1006筆）にとりく

んだ。

教育三者では、退職手当大改悪阻止を10月

下旬から始まった確定交渉の最重点課題として

厳しく県教委を追及した。11月7日の局長交渉

で、国の動向が未確定の中で、「今年度は実施

しない」「今後については国の動向を見て、あら

ためて協議する」ことを確認した。その後、国で

の強行を受けて12月26日に交渉を行った。そ

の結果、実施日を2013年4月1日として、経過措

置も12月単位（国は9月単位）での実施となっ

た。改悪そのものは阻止できなかったが、全国

の多くの都道府県が国準拠で2013年度末退職

者から改悪を強行した状況で、県独自措置とし

て国より1年遅らせたことは大きな成果である。

2012年11月13日、第328回本部委員会で201

2年度人事闘争方針を決定した。12月13日、

県教委との人事定数交渉を行い、2000年度末

人事交渉の経緯をふまえることを再確認し

た。また、「再任用にあたって本人の希望を

尊重すること」、「新規採用者の配置のかた

よりの解消」、「再編統合当該校への十分な
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教職員の配置」、

「定 通併設校の

事務 職員の十分

な人 員配置」等

を強く要求した。

2013年3月 22日、

人事 異動の内示

が行 われた。異

動規 模は県立学

校全体で562名で、

前年度と比べて4

5人減となった。

定数内講師は 8 9

名で、昨年の128

「
公
務
・
民
間
も
賃
上
げ
」

共
闘
集
会

名と比べて大幅に減となった。3月26日に対

県教委交渉を行い、課題点を追及した。

和歌山市立和歌山高校の体育の授業におけ

る傷害に対する「公務外」認定について、「公務

上」認定を求め、職場と本部が連携してとりくん

だ結果、「公務外認定処分を取り消す」というこ

とが決定し、組合の主張が全面的に認められ

た。

２０１３（平成２５）年度

第84回メーデーは「変えるのは今！変える

のは私たち！憲法が光り輝く和歌山に」をテ

ーマに掲げ、県下９ヶ所で開かれ和高教組合員

を含め約2,100名が参加した。

2012年4月より国家公務員の月例給・一時金

を、2年間にわたり平均7.8％（一時金9.77％）

賃下げする「給与臨時特例法」の下、政府は、2

013年7月から地方公務員にも賃金カットを強制

するため地方交付税を削減した。

県教委は、4月15日、教育三者共闘会議議長

（和高教執行委員長）あてに教育長名で「協議

の申し入れについて」という文書を提示した。こ

のようなことは、いまだかつてなかった異例の

事態であった。5月9日第1回目の夏期交渉を行

った。「国の削減措置と同様の平均7.8％の賃金

カット」を逆提案する内容であった。交渉では、

「国家公務員の賃金カットを地方公務員に押し

つけるのは約束違反だ」「国の暴挙に追随、容

認するのか」「教育の向上というなら、任命権者

として教職員の生活を守る立場にたて！」と参

加者からの怒りが爆発した。国は、すでに教職

員賃金の「義務教育費国庫負担金」と「地方交

付税」を削減しており、これは地方自治体にとっ

ては「兵糧攻め」となり、地方自治体の判断を奪

う「禁じ手」である。これは憲法が保障する地方

自治、民主主義の原則に明確に反するものであ

る。公務員の賃金は、人事院が民間との均衡を

考えて勧告し決定されるものであり、今回の賃

金カットのやり方は、その原則を破る違法行為と

なり道理も大義もないものであった。

5月13日には、県地評・公務員共闘の共催で

「賃上げでこそ景気回復！地域を元気に和歌

山大集会」を公務労組だけでなく民間労組との

共同で開催した。5月20日には県知事への要請

行動を行い、民間労組も含めた「地方公務員の

賃金引き下げ反対」の団体署名135筆を提出し

た。

6月4日、第2回夏期交渉では、職種により9.7

7%～4.77%の本俸からの減額支給が7月からの

9ヶ月間強行されることとなった。しかし「一時金

のカット、超勤手当へのはね返りの阻止」など一

定押し返すことができた。ただ職種間のカット率

のバランスが悪く、教育職と行政職・現業職・栄

養職の間に分断を持ち込むものであり、教育三

者共闘としては、到底「合意」できず、さらなる

交渉の継続を求めたが、県教委は「知事部局の

交渉は妥結している。これ以上あらたな回答は

できない」と「交渉打ち切り」を宣言した。賃金カ

ットには大きな問題があり、納得できないもので

あるが、さらなる交渉継続は断念せざるを得な

かった。しかしこの間「全教職員署名」、「怒りの

抗議ＦＡＸ」にとりくみを通して、組織拡大が進

み団結の強さを確信することができた。

二
〇
一
三
年
度

夏
期
交
渉
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人事院は8月8日に、国に対して国家公務員

の給与等に関する「勧告」ではなく「報告」を行

った。月例給・一時金改定を見送り「人事院報

告」にとどめたのは、約60年ぶりのことである。

国家公務員の給与は「特例法」により2012年4

月から平均7.8％の賃下げにより民間給与よりも

月例給で平均2万9282円（7.78％）、一時金で

0.39月下回るとしながらも、勧告を見送るとい

うことは「情勢適応原則」にもとづく人勧制度が

全く機能していないことになる。

10月17日県人事委員会は、県職員の給与等

に関する勧告を行った。その内容は、月例給・一

時金は国の人事院報告に追随して「改定なし」、

住居手当（持ち家）については、今年度は「引き

下げ」、4月からは「廃止」という、極めて不当な

ものであった。また、一昨年度からの大きな課題

であった「現給保障制度」については、昨年同

様「国に準じたとりくみが適当」と再度報告した。

4回の確定交渉にのべ776人（和高教250名）

が参加した。困難な状況を打開し、要求実現を

県教委に迫るため、一人ひとりの教職員の思い

をメッセージに託した「私たちの要求」を各職場

から集約し、県教委に提出した。交渉の結果、最

大の課題であった「賃金カット問題」では2014年

3月に終了することを確認した。55歳昇給停止

については、西下教育長は「55歳昇給停止は人

勧どおり実施するが、賃金カットの不均衡問題も

含めて、教育独自の問題もあるので、今後給与

小委員会で協議していく」と回答した。55歳昇

給停止を強行したことは大いに不満であるが、

影響が出る職種や賃金カットの不均衡問題につ

いて、課題を認めさせたことは大きな成果であ

った。

現給保障制度については、国に準じて廃止と

なったが、経過措置として実施を5年間遅らせ

ることができたため、影響を受ける現給保障者

がほとんどいなくなり、大きな成果である。住居

二
〇
一
三
年
度

夏
期
労
働
講
座

手当（持ち家）についても2014年度から廃止が

強行されたが、年度内の減額は阻止することが

できた。また、2012年度に続き、昇給抑制の回

復措置の実施を勝ち取ることができた。全国的

には増加している「人事評価の本格実施」「新

たな職（副校長や主幹教諭、指導教諭）の設置」

のいずれも阻止することができた。

権利・労働条件について、臨時教職員関係で

は、「臨時教職員の社会保険の改善」という大き

な成果や「臨任事務・栄養職員の賃金改善」「毎

年異動になっていた臨任事務職員の任用条件

改善」の貴重な前進を勝ち取ることができた。

また「病気休暇・介護休暇の補充改善」や「免許

更新講習時の夏休振替」を実現することができ

た。

国による賃金大改悪攻撃というかつてない厳

しい情勢の下でも貴重な前進を勝ち取ることが

できたのは、教育三者共闘に結集する和高教

組合員の団結の力によるもので、今後の運動の

大きな確信となった。

勤務の割振り変更制度について、確定交渉

後の「教職員の勤務時間等にかかる協議会」

で、「きのくに科学オリンピック」「高校生ディべー

ト大会」「わかやま高校生クイズin English」の

生徒引率も対象業務に拡大されたことは成果

であった。

11月21日、第332回本部委員会で2013年度

人事闘争方針を決定し、12月19日、県教委と

の人事定数交渉を行った。職場からは「看護

・介護を要する職員の状況について最大限状

況を把握し、人事異動に反映してもらいたい」

と強く求める発言があった。事務職員の臨任

について、1校1年限りの制限をなくすことが

確認されたのは大きな成果であった。2014年

3月24日、人事異動の内示があった。異動規

模は県立学校全体で583名で、前年度と比べ

て21名増となった。例年はほとんどない県立

学校事務職員から知事部局への異動が3名あ

った。また学校籍のまま、県教委高校総体推

進課へ週3日勤務する教員が3校で3名あった。

3月27日、対県教委交渉を行い、県教委高校

総体推進課との兼務については、「厳しい中

でそうせざるを得ない状況であった」という

回答があった。

県内の高齢化率は高く、一人ぐらしの高齢者

の世帯は全世帯の12.8％、高齢者のみ世帯は1

0.9％で、４分の１の世帯が一人暮らしか高齢者

夫婦の世帯ということになる。子育て世代にとっ
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ては、所得税、住民税で年少扶養控除（１５歳以

下）廃止や特定扶養控除縮小（１６～１８歳を33

万円に）による増税が行われた。また、復興増

税として今年から所得税（２．１％付加）、来年は

住民税が増税されるなどどの世代にも負担増

が相次いでいる。

県内の生活保護状況は、消費税増税の1997

年以後、増加を続けている。景気悪化による増

加とともに、保護世帯のなかで高齢者の割合が

高まっており、社会保障の負担増が保護世帯を

増やしていると考えられる。2008年のリーマン

ショック後は、その伸びが顕著となった。

２０１４（平成２６）年度

第85回メーデーは「暴走ＳＴＯＰ!!メーデ

ー 」をテーマに掲げ、県下９ヶ所で開かれ和高

教組合員を含め約2,000名が参加した。

5月23日、教育三者共闘会議（和高教、和教

組、教育庁職組）は、夏期交渉を行った。交渉で

は、給与水準や地域手当を引き下げ、さらにベ

テラン層や現業職員の賃金を引き下げる、人事

院による「給与制度の総合的見直し」と称する

賃金大改悪攻撃について、国に追随する必要

はまったくないこと、県教委として、教職員を守

るための姿勢を示せ」と強く要求した。

人事院は、8月7日に、国に対して2014年度

の国家公務員の給与等に関する「勧告」を行っ

た。2014年4月に遡り月例給平均0.3％、ボーナ

ス0.15月をそれぞれ引き上げる勧告となり、プ

ラス改定は7年ぶりとなった。

一方で、2013年度の「人事院報告」で表明し

ていた「給与制度の総合的見直し」を強行した。

2015年度から平均で2％（高齢層は4％）月例

給引き下げと地域手当の見直しが行われた。地

域によっては、実質マイナス勧告と同じこととな

り、地域手当の支給地域と非支給地域の格差が

ますます広がることになった。政府･人事院が一

体となった「地域分断」「世代間分断」賃下げ攻

撃である。

和歌山県人事委員会の勧告もほぼ国準拠で

あり、地域手当についても和歌山市･橋本市が3

％から6％への引き上げ勧告であった。地方公

務員法改悪による「人事評価制度」が明記され

た。

確定交渉は4回にわたって行われ、のべ764

人が参加し「給与制度の総合的見直しは許せな

い」「人事評価制度は、職場の協働と教育を破

壊する」「臨時教職員の賃金・労働条件を改善

せよ」など、職場の怒り・要求を県教委にぶつけ

た。全教職員署名にとりくみ、教職員の声で県

教委を包囲した。

給料表・一時金などを4月に遡って改善させ、

昇給抑制の撤回や号給延長を実現させたこと

は、大きな前進であった。地域手当については、

「2015年度は、和歌山市･橋本市は3％から4％

に引き上げる」という回答にとどめさせたが、全

地域の一律支給には至らなかった。人事評価に

ついては、地公法が改悪されたが、2015年度も

試行を継続させた。臨時教職員の賃金･労働条

件改善、妊婦の労働軽減措置拡充、病休･介休

補充改善、多忙解消のための具体策の検討、管

理職手当受給者の2015年度の県独自カットの

廃止、現業職員の任用替えについては「県庁職

員と同様に実施するよう協議していく」と回答さ

せた。また、高校独自課題についても、就学支

援金･奨学給付金事務に関わる負担軽減、高校

での介助職員等の出張についてなど前進的な

回答を引きだした。これらの内容は厳しい情勢

の中での貴重な成果であった。また、勤務時間

の割振り変更制度の対象業務拡大（文化祭等の

準備に関わって対象教員が、正副担任に加え

分掌担当教員にも拡大）、就学支援金支給事務

の書類様式の簡素化･事務処理の改善、県教委

への報告書類削減、学びの丘の研修削減、201

5年度の教育課程協議会や教科等教育法事業

の中止など、多忙解消のための具体策について

大きな前進があった。

「給与制度の総合的見直し」については「201

5年度より給与水準を平均2％引き下げる」と回

答した。若年層にとっては、生涯賃金で約400

万円程度損失となるとんでもない内容であっ

た。

和高教・和教組両執行部は、9月に県教委が

実施している「校内人事の決定及び職員会議に

係る学校内の規程等の状況」調査をうけて、県

教委に対して要請行動を行った。「今回の調査

実施に関わって、各学校の民主的な学校運営

が損なわれることのないようにせよ」と強く要請

したことに対し、「校長も含め、職員全体で意思

疎通をはかることが大切だ。その環境を県教委

として整えたい」という県教委の立場を表明さ

せた。県内の多くの高校では、今回の調査をう
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ける形で、校内規程等の見直しが行われたが、

民主的な学校運営の構築に向けて、今一度職

場で論議するとともに、校長との交渉・懇談等の

場を持ち、憲法・子どもの権利条約が息づく学

校づくりをすすめることが大切である。

総括安全衛生委員会では、「勤務時間実態

把握調査」を行い、月80時間以上の教員への

校長面接を義務づけ、超勤縮減を指導していく

ことについて合意させたことは、大きな成果で

あった。

2014年9月11日、第335回本部委員会で2014

年度人事闘争方針を決定した。12月18日人事

･定数交渉を行った。再任用職員について、

年金支給開始年齢が延長される中で、生活が

かかっていることを訴え、本人の希望をかな

えるべく最大限努力するよう求めた。2015年

3月24日、人事異動の内示があった。異動規

模は、県立学校全体で539名、前年度と比べ

て44名減となった。定数内講師は68名で、前

年度に比べて28名減少した。学校籍のまま、

県教委高校総体推進課へ勤務する職員（5名）

については常勤的勤務となり、代わりに常勤

講師が配置されることになった。3月27日、2

014年度末人事異動に関わる対県教委交渉を

行い、さまざまな課題について追及した。。

県内の高齢化率は高く、一人暮らし高齢者や

高齢者世帯が多くなった。和歌山県では地方自

治体独自の上乗せの福祉制度が求められるが、

仁坂知事の基本的な姿勢は「福祉は国の仕事

であり国の制度をそのまま実施するだけ」と高

齢者に対して冷たい姿勢であった。また、病院

不足、医師不足（特に産婦人科医・小児科医）が

過疎地域を中心に大きな問題となってきた。子

どもの医療費無料制度では26市町村で県制度

に上乗せした無料化が広がっているが、県に無

料制度拡大を求めていくことが重要である。新

自由主義の推進と自助・自己責任の政策で、弱

肉強食の世の中をつくらせず、県民の命に関わ

る社会保障・福祉・医療制度の抜本的な改善を

求めた運動が重要である。

２０１５（平成２７）年度

第86回メーデーは「」をスローガンに掲げ、

「戦後70年なんたって平和メーデー」をテーマ

にしたとりくみが、県下９か所で開催され、和高

教組合員を含め約2,000名が参加した。

7月7日、教育三者共闘会議（和高教、和教

組、教育庁職組）は、夏期交渉を行った。交渉で

は、地域手当について近畿で0％地域があるの

は和歌山県だけであり、0％地域を解消し全県

一律6％支給、月例給・一時金の大幅賃上げを

強く要求した。

人事院は、8月7日に、国に対して2015年度の

国家公務員の給与等に関する「勧告」を行っ

た。その内容は、月例給平均0.4％、ボーナス0.

1月をそれぞれ引き上げる勧告であり、昨年に

引き続き2年連続のプラス改定であった。しかし

プラス勧告でありながら、昨年度の「給与制度の

総合的見直し」による現給保障額を下回るた

め、実際の支給額は上がらないベアゼロと同じ

になる。また、地域手当の見直しを早め、支給地

域と非支給地域の格差がますます広がることに

なる勧告であった。プラス勧告でありながら、支

給額は増えないという大きな矛盾があり、政府

がめざす景気回復や地域経済の活性化にも反

するものである。

10月7日和歌山県人事委員会勧告は、月例

給・一時金は、国同様の2年連続のプラス改定

であった。しかし地域手当は、国とは違った県独

自の「和歌山市・橋本市4％、他郡市は0.4％」

の内容であった。

教育三者共闘では、県人事委員会に向けた

交渉を強化してきた。和高教でも、例年より早く

人事委員会への地域手当改善の「全教職員署

名」にとりくんだ。このようなとりくみの結果、地

域手当の格差支給という課題は残るものの、勧

告段階において、国人勧とは違った不支給地域

の解消を勧告させたのは、私たちのたたかいの

成果である。

確定交渉は4回にわたって行われ、のべ770名
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が参加し「地域手当の格差解消」「多忙解消は

待ったなし」「臨時教職員の賃金・労働条件を改

善せよ」など、職場の怒り・要求を県教委にぶつ

けた。和高教独自で「2015確定交渉職場要求

ジャンボ寄せ書き」をすべての分会でとりくん

だ。職場からの切実な要求を「ジャンボ寄せ書

き」に託し、教育委員会に提出した。

月例給・一時金については、２年連続のベー

スアップを勝ちとり、地域手当について2015年

度は不支給地にも0.4％支給、2016年度につい

ては和歌山市・橋本市5％、他郡市1.5％に増額

させることができた。教育三者共闘に結集する

すべての組合員のとりくみの成果が実って勝ち

取った大きな成果であった。

権利労働条件では、昨年度の小学校に引き

続き、中・高教員の妊婦の体育実技の労働軽減

で、非常勤講師の配置を「3か月」から「4か月」

へと拡大させた。また、欠員補充者（定数内講

師等）の任用期間について、4月1日～3月30日

まで延長させ、空白を１日に短縮させることが

できた。臨時教職員の任用期間に、年度途中空

白が生じても、次の任用が見込まれる場合は社

会保険の継続が可能となった。非常勤講師の時

間数拡大について、「考査の巡回指導」が新た

に拡大され、2015年度から前倒しで適用させる

ことができた。

高校独自課題についても、事務職員採用試

験で「学校事務職員の専門性を重視し、学校事

務を希望する職員については、できる限り教育

委員会に配置して育成していきたい」という姿

勢を確認、「就学支援金・奨学給付金の事務の

軽減について現場の意見を聞きながら簡素化

に努める」、高校入試業務で「負担の現状は認

識している。負担軽減にむけ検討していく」こと

などを確認した。

2015確定交渉でも、勤務時間の割振り変更

制度の対象業務拡大（週休日における時間割

編成業務）、就学支援金支給事務の書類様式の

簡素化･事務処理の改善、就学支援金事務のた

めの短時間勤務職員の制度新設、県教委への

報告書類削減など、多忙解消のための具体策

について大きな前進があった。

総括安全衛生委員会では、県立学校におけ

る「勤務時間実態把握調査」が2015年度も、6

月の1か月間行われた。持ち帰り仕事が対象に

なっていない不十分さはあるが、回答率は、昨

年より若干下がったものの74％となっている。し

かし、2016年度の「勤務実態把握調査」につい

て、総括安全衛生委員会において労働者側は

「実施」を要求したにもかかわらず、県教委は実

施しない方向を提案し強行した。このことにつ

いては、非常に遺憾であり、教育長に対し両教

組として抗議の意を表明した。今後は、総括安

全衛生委員会の民主的な運営を求めてねばり

強くとりくんだ。

9月17日、第338回本部委員会で2015年度人

事闘争方針を決定した。12月17日人事･定数

交渉を行った。2016年3月24日、人事異動の

内示があった。異動規模は、県立学校全体で

590名で、前年度と比べて51名増となった。

継続再任用者の異動が、5校で5名あった。定

数内講師は49名で、前年度に比べて29名減少

した。3月28日の対県教委交渉で、支部役員

が異動した件にかかわって、県教委は「支部

役員の異動に関しては、やむをえずお願いし

た。組合役員に対するスタンスはこれまでと

変わっていない」と回答した。

病院・看護師・医師（特に産婦人科医・小児科

医）不足が過疎地域を中心に大きな問題となっ

た。このようななか、子どもの医療費無料制度

では30市町村で県制度に上乗せした無料化が

広がった。高校卒業まで無料が7町村、中学校

卒業まで無料が19市町が実施となった。
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２０１６（平成２８）年度

第87回メーデーは「戦争法廃止！立憲主義、

民主主義を取りもどせ！」をテーマにしたとりく

みが、県内9か所で開催され、和高教組合員を

含め約2200名が参加した。

5月25日、教育三者は、夏期交渉を行った。

交渉では、地域手当の格差解消とともに、月例

給・一時金の大幅賃上げを強く要求した。

また多忙解消、臨時的任用者の待遇改善、補充

者の配置の問題、子育て母性保護の権利拡充

などを確定交渉に向け要求した。総括安全衛

生委員会の民主的な運営についても強く要求し

た。

人事評価に関する個別交渉において、臨時

的任用教職員が原則として人事評価の対象外

であることも確認した。

人事院は、8月8日に、国に対して2016年度

の国家公務員の給与等に関する「勧告」を行っ

た。その内容は、月例給平均0.2％、一時金0.1

月をそれぞれ引き上げる勧告であり、3年連続

のプラス改定となった。しかしプラス勧告であり

ながら、一昨年度の「給与制度の総合的見直し」

による現給保障額を下回るため、実際の支給額

は上がらない人が多くなっている。プラス勧告に

もかかわらず、支給額は増えないという大きな

矛盾があり、政府がめざす景気回復や地域経

済の活性化にも反するものである。

10月17日和歌山県人事委員会勧告は、月例

給・一時金は、国同様の3年連続のプラス改定

であった。加えて、今回の勧告では初めて教職

員の多忙化についても触れており、そこは高く

評価することができる。

2016確定交渉は4回にわたって行われ、のべ

715名が参加し「地域手当の格差解消」「多忙解

消は待ったなし」「臨時教職員の賃金・労働条件

を改善せよ」など、職場の怒り・要求を県教委に
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ぶつけた。和高教独自で「全教職員署名」をす

べての分会でとりくみ、教育委員会に提出した。

地域手当の格差解消はならなかったが、月例

給・一時金については、3年連続のベースアップ

を勝ちとった。

長年の課題である退職手当調整額区分の改

善については「課題であることは認識している。

最重要課題として引き続きとりくみたい」と回答

させるにとどまり、引き続き今後の大きな課題と

なった。

権利労働条件では、昨年度の中・高体育科教

員に続き養護教員について妊婦の労働軽減

で、非常勤講師の配置を「3か月」から「4か月」

へと拡大させた。育児時間については、45分が

60分へと延長された。また、臨時教職員の年休

の繰越も可能となった。非常勤講師の交通費相

当額の距離区分も拡大された。また、賃金支弁

職員の報酬支弁化もすすみ、賃金・権利面での

改善がなされた。

労働者一人あたりの賃金総額はわずかでは

あるが増加し、物価の変動を反映させた実質賃

金も前年より0.7％増加し、5年ぶりにアップとな

ってはいる。しかし、10月以降は減少傾向にあ

る。安倍政権がアベノミクスの成果をどんなに

言い繕おうと、これが労働者・国民の厳しい生

活の実態、実感である。このような状況のなか

で2017春闘がたたかわれた。

和高教としては、2017年1月26日、第342回

本部委員会で春闘方針を決定した。それをもと

にして「春闘支部オルグ」を実施した。

2月には各分会で職場要求書を作成提出し、

3月16日の全国統一行動日にあわせて、職場要

求、人事を中心に校長交渉を行った。

各分会･支部･専門部でも、学習・討議、校長

交渉等に積極的にとりくんだ。年度末に実施す

る教文・教財アンケートや各種総括アンケートに

加えて、女性部では2月24日の女性部長会議

（27名参加）を開催し、女性部独自アンケートの

結果を分析討議した。

2016確定交渉では、多忙の問題で多くの参

加者からぎりぎりの状態で働いている状況の発

言があり、「部活動に関する有識者会議の提言

を実効あるものにせよ」「1つ増やすなら1つ減ら

せ」と強く迫った。宮下教育長が「多忙問題は極

めて大きな課題である。県教委として確実に成

果が上がるようとりくんでいきたい」と表明した。
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県立学校における「勤務時間実態把握調査」

が2016年度は、11月から12月にかけての1か月

間行われた。当初、県教委は今年度実施しない

方針であったが、総括安全衛生委員会でのね

ばり強い議論の結果、時期は遅れたものの実施

された。回答率は、2015年度より上がり79.9％

であった。教職員の勤務実態が一定正確に反

映されたものとなった。2017年度は2016年度と

同じ時期の実施となる予定で、持ち帰り仕事も

対象に入ることとなった。

2016年9月15日、第341回本部委員会で201

6年度人事闘争方針を決定した。12月15日人事

･定数交渉を行った。

2016年3月24日、人事異動の内示があった。

異動規模は、県立学校全体で603名、前年度

と比べて13名増となった。

2017年3月28日、2016年度末人事異動に関

わる対県教委交渉を行った。「校種の異なる異

動であっても県立学校間であれば通常の異動

である」、「採用間もない若手教員の知事部局

への異動に関しては、さまざまな経験を積むこ

とで当人の今後に大いに役立つと考えてい

る」、「再任用者の異動方針については、従来か

ら変わっていない」等の回答があった。

和歌山県の社会保障については特に、病院・

看護師・医師（特に産婦人科医・小児科医）不足

が過疎地域を中心に大きな問題となっている。

このようななか、子どもの医療費無料制度では

30市町村で県制度に上乗せした無料化が広が

っている。4月から、高校卒業まで無料が7町村、

中学校卒業まで無料が19市町で実施となった。

２０１７（平成２９）年度

第88回メーデーは「戦争法廃止!!共謀罪許

すな!!アベ暴走政治ストップ!!」をテーマに掲

げ、県内各所で開催され、和高教組合員を含め

1,600名が参加した。

６月２日、教育三者は、夏期交渉を行った。交

渉では、退職手当を引き下げないことや現給保

障の維持とともに、月例給・一時金の大幅賃上

げを強く要求した。

校務効率化指針については、周知徹底に努

め、多忙解消の具体策を講じるよう求めた。臨

時的任用者の待遇改善、補充者の配置の問題、

子育て母性保護の権利拡充などを確定交渉に

向け要求した。

人事院は、8月8日に、国に対して国家公務員

の給与等に関する「勧告」を行った。その内容

は、月例給平均0.2％、一時金0.1月をそれぞれ

引き上げる勧告であり、4年連続のプラス改定と

なった。しかしプラス勧告でありながら、2015年

度の「給与制度の総合的見直し」による現給保

障額を下回るため、実際の支給額は上がらない

人もいる。プラス勧告にもかかわらず、支給額は

増えないという大きな矛盾があり、政府がめざ

す景気回復や地域経済の活性化にも反するも

のである。

10月13日に出された和歌山県人事委員会勧

告は、月例給・一時金は、国同様の4年連続のプ

ラス改定であった。加えて、今回の勧告でも教

職員の多忙化についても言及しており、そこは

高く評価することができる。また、扶養手当の改

定について前年は見送ったが、今年度は国に準

じて見直すとした。

2017確定交渉は越年となり計5回にわたって

行われ、のべ約700名が参加し「退職手当を引

き下げるな」「多忙解消は待ったなし」「臨時教

職員の賃金・労働条件を改善せよ」など、職場

の怒り・要求を県教委にぶつけた。和高教独自

で「全教職員署名」をすべての分会でとりくみ、

教育委員会に提出した。

退職手当の引き下げそのものは阻止できな

かったが、実施を次年度とすることができた。月

例給・一時金についても、4年連続のベースアッ

プを勝ちとった。

長年の課題である退職手当調整額区分の改

善については「課題であることは認識している。

最重要課題として引き続きとりくみたい」と回答

させるにとどまり、引き続き今後の大きな課題と

なった。

権利労働条件では、妊婦の労働軽減で、農業

・工業科教員の実習科目も対象とすることがで

きた。また、臨時教職員の給与の上限も撤廃に

向けて検討するとの回答を引き出し、来年度に

ついては4号引き上げられることとなった。非常

勤講師の考査の巡回指導も年1回から3回へ拡

大することができた。また、賃金支弁職員の一

般職非常勤職員への切り替えも進み、賃金・権

利面での改善がなされた。

労働者一人あたりの賃金総額はわずかでは

あるが増加した。しかし物価の変動を反映させ
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た実質賃金は前年より0.2％下回り、2年ぶりに

ダウンとなった。安倍政権がアベノミクスの成果

をどんなに言い繕おうと、これが労働者・国民

の厳しい生活の実態、実感である。このような状

況の中で2018春闘がたたかわれた。

2018年1月25日、第345回本部委員会で春

闘方針を決定した。それをもとにして「春闘憲

法オルグ」を実施した。

2月には各分会で職場要求書を作成提出し、

3月15日の全国統一行動日にあわせて、職場要

求、人事を中心に校長交渉を行った。

年度末に実施する教文・教財アンケートや各

種総括アンケートに加えて、各専門部ではさま

ざまな研修を開催した。女性部では2月13日に

女性部長会議（20名参加）を開いた。和教組書

記次長の野口共氏を講師に招き「年金のしく

み」について学習し、その後女性部独自アンケ

ートの結果を分析討議した。公務員賃金への攻

撃が強まる中、今後も本部として、講師派遣も

含め学習活動への援助を強める必要がある。

青年部では、2月23日～24日、和歌山市内で

青年講座を開催した。初日は、高校会館におい

て、竹田茜教諭（南部分会）による『「福島を見

る・歩く ・考える行動」に参加して』という報告、

大野哲輝教諭（紀北農芸分会）による『「ゆいま

～る沖縄」に参加して』という報告があった。２

日目は、県民文化会館大会議室において、内田

良准教授（名古屋大学大学院）による『学校の

日常を「見える化」する－部活動改革から働き

方改革まで－』と題した講演があった。この講演

会には、青年部の枠を超えて51名が参加した。

2017確定交渉では、多忙の問題で多くの参加

者からぎりぎりの状態で働いている状況の発言

があり、「教職員の健康問題は喫緊の課題であ

内
田
樹
氏
を
迎
え
て

青
年
講
座

る」「勤務時間の把握も必要ではないか」「勤務

の割振り制度の拡充を」と強く迫った。宮下教育

長が「多忙問題は極めて大きな課題である。県

立学校での勤務時間を把握できる仕組みの導

入を検討したい。実施にあたっては組合と協議

する」と表明しており、今後、教職員の負担にな

らない形で導入が予定されている。

県立学校における総括安全衛生委員会にお

ける「勤務時間実態把握調査」が本年度は、11

月から12月にかけての1か月の内の1週間で行

われた。文科省の調査に合わせるという理由で

この形になった。そして、長年の要求であった持

ち帰り仕事も調査の対象となった。提出率は87.

7%となり、前年を上回った。県立学校の超過勤

務時間は月換算で平均44時間12分、持ち帰り

仕事は6時間24分であった。過労死危険ライン

と言われる月80時間以上の教職員は276人の1

3.9%であった。この調査により教職員の勤務実

態が一定正確に把握されたものとなった。

9月14日、第344回本部委員会で人事闘争方

針を決定した。

2018年3月23日、人事異動の内示があった。

異動規模は、県立学校全体で541名、前年度と

比べて62名減となった。

3月28日、2017年度末人事異動に関わる対

県教委交渉を行った。職場代表者会議にひき

つづき、多数の組合員が参加した。

県教委からは、定数内講師が大幅に増加した

ことについて、若年退職が非常に多かったこと

と、クラス減が予想より少なかったことに要因が

あるとの説明があった。

2016年安倍政権による社会保障の切りすて

が進んだ。12月14日参議院本会議で強行成立

された年金カット法案は、物価が上がっても賃金

が下がれば年金を削減するなど、際限ない年

金カットを国民に押しつけるものである。 「社

会保障改革プログラム法」のもとで、医療介護

の改悪も続いた。

社会保障に関して和歌山県では、病院・看護

師・医師不足が過疎地域を中心に大きな問題と

なっている。このようななか、子どもの医療費無

料制度では4月から、高校卒業まで無料が9町

村、中学校卒業まで無料が19市町で実施となっ

た。
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２０１８（平成３０）年度

第89回メーデーは「政治の私物化許すな！」

をテーマに掲げ、「安倍9条改憲反対! 政治の

私物化・独裁を許さない。教育への介入、地方

自治破壊を許さない市民と野党の共闘で安倍

政権退陣を!」をメインスローガンにしたとりくみ

が、県下9か所で開催され、和高教組合員を含

め約1,900名が参加した。

人事院は、8月10日に、国に対して国家公務

員の給与等に関する「勧告」を行った。その内

容は、月例給平均0.2％、一時金0.05月（再任

用者も）をそれぞれ引き上げる勧告であり、5年

連続のプラス改定となった。また、定年年齢を

段階的に延長し、最終的に65歳にする「意見の

申し出」を行った。年金との接続や生活保障を

考えれば、この措置を講じることは必要とは言

えるが、給与が60歳時の7割に抑制されるなど

問題が多い内容であった。10月15日には和歌

山県人事委員会勧告が出された。月例給・一時

金は国同様の5年連続プラス改定であった。ま

た超勤問題にも触れ、「より実効性のある超勤

対策」「年休を取得しやすい環境作り」について

触れた。定年延長については、「国や他の都道

府県の動向等を注視しつつ、検討していくこと

が必要」とした。

確定交渉は計4回にわたって行われ、和高教

よりのべ約220名が参加した。多忙化が進む中、

県教委より2019年度より小・中学校への「新たな

職」導入の逆提案がなされた。交渉で「新たな

職」の導入は、教職員間の分断を生み、多忙化

解消には全くつながらないことを指摘した。さら

に和高教では、緊急の「新たな職導入反対全教

職員署名」と、「非正規職員待遇改善署名」をと

ることを提起した。短期間ながら前者約700筆、

後者約550筆の署名を集約し県教委に提出し

た。結果、「新たな職」は、来年度の導入を見送

り、2020年度から導入されることになった。

賃金関係については、月例給及び一時金につ

いて、5年連続のベースアップを勝ちとった。ま

た、長年の要求であった、教育職1級（実習教員

・学校司書・寄宿舎指導員）の昇級基準改善や、

宿日直手当の改善も勝ちとることができた。し

かし、週休日部活動の特殊業務手当について

は、「国の動向を見て、今後あらためて協議す

る」ということになり、3月に交渉を持った。県教

委は「国に準拠して、3時間程度2700円とした

い」と実質の手当単価切り下げを強行した。

権利労働条件では、勤務の割り振り変更制度

の対象業務の拡大や、妊娠障害休暇の日数改

善、非常勤講師の交通費相当額の拡大、長年の

課題であった欠員補充講師等の「空白の一日」

解消などの改善がなされた。

春闘については、安倍首相が「名目賃金は今

世紀に入って最も高い水準の賃上げ」と、「アベ

ノミクスの成果」を自画自賛したが、裁量労働制

の拡大などの労働法制改悪や、消費税の10％

増税の動きとそこから派生した様々な「景気対

策」案、厚生労働省の「毎月勤労統計調査」の

データ偽造発覚などで、国民生活に混乱が生じ

た。このような状況の中で2019春闘がたたかわ

れた。和高教としては、2019年1月9日より「春闘

支部オルグ」を実施した。また1月31日に、第34

8回本部委員会で春闘方針を決定した。

学校現場での長時間過密労働が深刻化して

きた中、和高教も長時間過密労働解消の施策

の一つとして、勤務時間の割振り変更制度を確

立させ、対象業務のさらなる拡大や運用の改善

を求めて運動をすすめてきた。2018確定交渉

では、多忙の問題で多くの参加者からぎりぎりの

状態で働いている状況の発言があり、「教職員

の健康問題は喫緊の課題である」「より実効性

のある多忙対策の確立を」「勤務の割振り制度

の拡充を」と強く迫った。第4回確定交渉で、宮

下教育長は、勤務時間把握システムや校務支

援システムの導入などの超勤縮減のとりくみを

説明し、いっそう超勤縮減をすすめていく決意

を表明した。

また、県立学校における総括安全衛生委員

会における「勤務時間実態把握調査」が2018

年度も、11月から12月にかけての1か月の内の1

週間で行われた。文科省の調査に合わせるとい

う理由でこの形になった。調査人数（有効回答

二
〇
一
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年
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者数）が2015名と、前年を上回った。県立学校

の「一人当たり一週間の学内総勤務時間」は48

時間57分、「一人当たり一週間の持ち帰り業務

時間」は1時間19分であった。また、学内総勤務

時間が週60時間以上の者が240名(11.6%）いる

ことも明らかとなった。

3月27日、2018年度末人事異動に関わる対

県教委交渉を行った。職場代表者会議にひき

つづき、多数の組合員が参加した。今までの粘

り強い交渉の結果、懸案事項のいくつかは解消

させた。しかし、今年度も定数内講師が多く配置

されたことを指摘した。県教委からは、定数内

講師の増加に関しては、若年退職が昨年度に

比べて少ないものの一定数出たこと、先を見越

した施策の一つであること、などの説明があっ

た。この件については、定数内講師を減らして

いくよう強く要望した。職場の代表者からも定数

内講師の減少を求める強い要望が出た。特に、

小規模の職場では、教員数の半分近くが常勤講

師となり、学校運営がままならないという実態が

報告された。

また社会保障関連では、病院・看護師・医師

（特に産婦人科医・小児科医）不足が過疎地域

を中心に大きな問題となってきた中で、子ども

の医療費無料制度が30市町村で広がった。高

校卒業まで無料が9町村、中学校卒業までが、1

9市町で実施となった。また学校給食費への市

町村の助成も広がった。2町1村で小中学生無

料、2市6町で一部助成となった。一方で国が押

しつける公共施設等総合管理計画のもと、公立

保育所の民営化や保育所・幼稚園の統廃合、学

校給食の民間委託センター化がすすめられて

おり、総合的に子育て支援予算は削減された。

２０１９（平成３１・令和１）年度

第90回メーデーは「９条改憲ＮＯ!!市民と

野党の共闘で安倍政権の退陣を！」をテーマ

に掲げたとりくみが、県下9か所で開催され、和

高教組合員を含め約1600名が参加した。

人事院は、8月7日に、国に対して国家公務員

の給与等に関する「勧告」を行った。その内容

は、月例給については、①行政職1級の初任給

を大卒1,500円、高卒2,000円引き上げ、②30

歳台半ばまで、平均0.1%引き上げのみにとどま

り、6年連続のプラス改定となったとはいえ、30

歳台半ば以降は、改定されなかった。また、一

時金（ボーナス）についても、勤勉手当0.05月

増となり（年間支給割合4.5月）、月例給同様6

年連続のプラス勧告となったが、再任用者の改

定は見送られた。また、借家に対する住居手当

について、①支給対象の家賃額を12,000円か

ら16,000円へ引き上げ、②それによって生じる

原資を活用して、支給限度額を27,000円から2

8,000円に増額するという勧告を出した。しか

し、住居手当算出方法も変更することになり、こ

れにより家賃59,000円未満は全て「減額」とな

り、実質的な「改悪」といえる内容となった。

10月10日には和歌山県人事委員会勧告が出

された。月例給・一時金は国同様の6年連続プラ

ス改定であった。さらに、2回にわたる人事委員

会交渉で追及した結果、住居手当の「見直し」

については触れなかった。また「新たな職」に適

用される給与の改定が行われ、教育職給与表

に「特2級」が新設された。さらに、教職員の超

勤問題にも触れ、「超過勤務の縮減等と、年次

有給休暇の取得促進」について触れた。定年延

長については、「国や他の都道府県の動向等を

注視しつつ、検討していくことが必要」とした。

確定交渉は計4回にわたって行われ、和高教

よりのべ180名が参加した。多忙化が進む中、和

高教では、「多忙解消のためには、業務削減と

大幅な教職員定数の増員が必要」という立場か

ら、緊急の「全教職員ひとこと署名」にとりくみ、

県教委に提出した。結果、多忙解消のための計

画について既存の会でも広く意見を聞く、県立

学校での行政パソコンを2020年度中に追加配

置する、病休・介護休暇の補充者に関し「冬期

休業中」も継続任用する、などが確認された。

賃金関係については、月例給及び一時金につ

いて、6年連続のベースアップを勝ちとった。ま

た、長年の要求であった、教育職1級（実習教員

・学校司書）の昇級基準改善の協議を具体的に

前進させることなどを確認した。権利労働条件

では、臨時的任用職員の前歴換算上限の撤廃

や、結婚休暇の取得可能期間の拡大、不妊検

査の病休適用、臨時的任用職員の公立学校共

済への加入、一般職非常勤の感染症に関わる

無給休暇の診断書提出の撤廃などを、勝ち取

ることができた。

一方「桜を見る会」「東京高検検事長定年延

長」などの問題をめぐって、政権与党は国民を
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愚弄した。一人ひとりが労働者としての矜持を

いかに保つかが今強く問われた中で2020春闘

がたたかわれた。和高教としては、2020年1月3

0日に、第351回本部委員会で春闘方針を決定

した。2月には各分会で職場要求書を作成提出

し、3月12日の全国統一行動日にあわせて、職

場要求、人事、変形労働時間制の導入反対を

中心に校長交渉を行った。

地方公務員法改正にともない、2020年度より

公務の非正規職員が「会計年度任用職員」に移

行することになった。非正規職員の賃金権利の

拡充のために、複数回の折衝と交渉を行った。

主に、①六ヶ月以上任用で週あたり15時間30

分以上の者に期末手当を支給、②地域手当相

当額を報酬に加算、③直接勤務に役立つもの

の前歴換算、④三年間の賃金水準経過措置、な

どが確認された。

2019年も学校現場での長時間過密労働の実

態が問題化した。そのようななか、和高教も長

時間過密労働解消の施策の一つとして、勤務時

間の割振り変更制度を確立させ、対象業務のさ

らなる拡大や運用の改善を求めて運動をすす

めてきた。2019確定交渉でも、多忙問題での発

言が相次いだ。「教職員の健康問題は喫緊の課

題である」「より実効性のある多忙対策の確立

を」「勤務の割振り制度の拡充を」「大幅な定数

法の見直しで、人員の増員を」と強く迫った。4

回にわたる確定交渉で、当局は、「勤務時間協

議会や労働安全衛生委員会などの既存の会議

や、関係者の意見を聞きながら、計画を進めて

いく」、「研修等の見直しを進め、廃止できるもの

は廃止する」と回答し、いっそうの超勤縮減をす

すめていく決意を表明した。

2019年度も県立学校の総括安全衛生委員会

における「勤務時間実態把握調査」が行われ

た。2019年から、11月から12月にかけての期間

で、3つの指定週に加え、期間内の任意の週で

の集計も可能となった。調査人数（有効回答者

数）も2,614名と増加した。県立学校の「一人当

たり一週間の学内総勤務時間」は47時間43分、

「一人当たり一週間の持ち帰り業務時間」は1時

間5分であった。また、学内総勤務時間が週60

時間以上（いわゆる過労死ライン）の者が246名

(9.4%）いることも明らかとなった。いずれも前年

度と比べて減少したとはいえ、いまだに根強い

教職員の超勤実態があることが証明された。ま

た2019年度より、各職場で「３６協定」を締結す

ることになった。和高教では「３６協定には組合

が積極的に関わろう」と提起し、多くの職場で分

会長や分会員が職場代表となり、職場の長時間

労働解消のためにとりくんだ。

2019年12月4日に、教職員の働き方を改革

し、労働時間を減らすという目的で、都道府県・

政令都市の条例により公立学校に「１年単位の

変形労動時間制」を導入するための法案が可

決した。和高教では、「変形労働時間制」は見か

けの時間外労働を減らすだけのもので本質は

ますます多忙につながるもの、「夏休みのまとめ

取り」というが休める保障が全くないこと、教職

員大幅増こそが本当の多忙解消につながるな

ど、この制度の問題点を指摘した。2月13日の

支部長・分会長会議で、学習資料「多忙だから

こそ、『１年単位の変形労働時間制』ではなく、

みんなの力で、教職員をふやそう！」を提起し

た。この資料で分会での学習はもとより、管理職

も含めた全教職員との対話を呼びかけた。ま

た、3月12日の春闘統一行動日では、「変形労

働時間制」の職場への導入反対を中心として、

校長交渉を持つことを合わせて呼びかけた。

3月27日、2019年度末人事異動に関わる対

県教委交渉を行った。職場代表者会議にひき

つづき、多数の組合員が参加した。今までの粘

り強い交渉の結果、懸案事項の一つであった、

多数の定数内講師の配置はかなり解消された。

しかし、小規模の職場では、教員数の半分近く

が常勤講師となり、学校運営がままならないと

いう実態が報告された。また一部の本部役員に

異動があった。さらに、和歌山北分会をはじめと

して、任期途中の部長の転勤が相次いで起こり

学校運営に混乱が起きているという、職場の声

が報告された。組合として撤回を強く求めるとと

もに、校長が現場の教職員と丁寧なヒアリング

を行うよう指導するよう、強く要求した。

10月に消費税が10％に増税した。政府は「全

世代型社会保障制度へと大きく転換し、同時に

財政健全化も確実に進める」とした。しかし財政

「
一
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
」

導
入
反
対
国
会
行
動
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の実態は、社会保障日の財源を消費税に変え

て、社会保障の相当額は法人税減税や防衛費、

大型公共事業の財源となっただけである。その

結果、社会保障の負担は増えるが、給付は減る

という状況が生まれた。

２０２０（令和２）年度

第91回メーデーはコロナ禍のなか、「自粛要

請と補償は一体で すべての国民に迅速な対

応を」をスローガンに掲げ、和歌山市では参加

人数を制限してプラザホープで開催された。（プ

ラザホープには約30名、県下全体で約60名が

参加）

2019年12月に中国湖北省武漢市でおこった

新型コロナウイルス感染が、世界全体に広がり、

20年3月にＷＨＯ（世界保健機関）は「パンデミ

ック」を宣言した。4月7日、安倍首相は7都府県

に緊急事態宣言を発出したが、事態がさらに深

刻化する状況をふまえ、全国に緊急事態宣言

を発した。こうしたなか、政府や自治体からは、

外出自粛・休業要請、休校措置などが要請され

た。

コロナ禍で、人事院勧告も大幅な影響が出た。

例年8月の上旬に出される人事院勧告が、「民

間給与調査」が遅れたため、10月7日と10月28

日の二回に分けられて出された。10月7日は一

時金の勤勉手当0.05月引き下げの勧告が出さ

れた。再任用者については減額は見送られた。

10月28日は月例給に関して「改定なし」と「報

告」された。

和歌山県人事委員会勧告も、10月23日と11

月12日の二回に分けて出され、国同様、勤勉手

当0.054月引き下げ、月例給改定なし、という内

容であった。

確定交渉も異例の状況で行われた。別途交

渉も含む5回にわたり行われた。新型コロナウイ

ルス感染予防の観点から、交渉参加人数を絞っ

た上で、オンライン配信と並行した。和高教では

全教職員署名「少人数学級を実現し、教職員の

数を増やしてください」にとりくみ、多忙化解消・

一年単位の変形労働時間制反対・教職員数の

大幅増員の実現をめざし、972筆を県教委に提

出した。結果、一時金については、一時金期末

手当の0.05月減額は押し切られたが、臨時的

任用教職員の任期満了時退職手当の支給割合

改善、県立学校の勤務時間公表についての検

討、勤務の割り振り対象業務の拡大、コロナ関係

の特例による永年勤続休暇・結婚休暇の取得可

能期間延長などを勝ちとった。また、別途交渉

として確定交渉での積み残し部分の交渉を行っ

た。月例給が人事委員会報告通り「改定なし」と

なったが、小学校1年生から3年生までを対象と

する「育児のための部分休業」を勝ちとることが

できた。

「会計年度任用職員」制度が本格的に始まっ

た。制度の新設時期と新型コロナウイルス問題

が重なり、学校現場で混乱が生じた。特に夏休

み短縮にかかわり、非常勤講師についての懸念

される点が学校現場から出された。和高教は県

教委と折衝や交渉を行った。その結果、2020年

に限り夏休み中も含めて任期を継続、授業数が

増加しても補正予算で対応、時間割変更による

勤務時間の取り扱い、考査の巡回指導（一人教

科以外は年三回まで）や教科会議（年三回ま

で）は昨年度までの通り、非常勤講師の年休カ

ウントは昨年度までの通り等のことを確認した。

2019年12月の「給特法の一部改正」により、2

020年度から時間外労働が月45時間、年360時

間を超えないようにする「上限指針」が適用さ

れ、在校等時間の把握が始まった。また、「上限

指針」内に収まっていることを前提として、「1年

単位の変形労働時間制」導入が狙われる中、「1

年単位の変形労働時間制」は学校現場になじ

まないのは明らかで、導入を許さないとりくみが

重要となる。

新型コロナウイルス感染が広がるなか、「自

助・共助・公助」をうたって発足した菅政権であ

るが、第３波のコロナ禍に対し、後手後手にまわ

った対応で感染者が急増するなど事態が深刻

になり、国民的批判が続出した。こうしたなか、１

月に緊急事態宣言が１１都府県に発出され、社

会的な混乱を招いた。。医療現場では、医師・看

護師不足、医療物品・設備不足、検査態勢の遅

れ等の脆弱な体制が「医療崩壊」といえる状況

を引き起こした。引き続く学校運営の混乱、休

廃業・倒産が広がる中小企業など、特に、経済

的弱者に悪影響が重くのしかかっており、現状

を打開すべく抜本的対策が強く望まれた。
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第二章 教育闘争

第一節 教育研究集会

２０１１（平成２３）年度

2011年度は約４分の3の分会で教研が実施

され、のべ40回開催された。新翔分会は９月

の紀伊半島豪雨直後に学校の状況と対応につ

いて、問題点や課題を論議する分会教研を開

催、その後も昼食会とあわせて開催するなど

の工夫をして通算４回の分会教研を実施して

いる。また、和西分会では原水爆禁止世界大

会参加や水害ボランティアのとりくみなど生

徒の活動が報告された。

支部教研では、2011年3月に発生した東日

本大震災に関連して、ボランティアの参加報

告（第一支部・第三支部）、宮城高教組役員

を招いての講演（第二支部）が取り組まれた

ことが特筆される。

第40回目となる高校教育研究集会では（参

加者109名）全体会で佐古田博氏（日高教副

委員長・教文部長）から「『高校教育再生の

道』を模索する」をテーマに、日高教が提起

した「高校生・青年の未来をきりひらくため

の第1次提言」をもとに、提言の趣旨や学力

問題について講演、分科会では教科別・課題

別合わせて32本の報告があった。

2011年度「未来をひらく教育のつどい」（和

歌山県教育研究集会）は、全体会（きびドー

ム）で作家・社会運動家の雨宮処凛氏による

記念講演「生きづらさからみえてきたもの～

学校って何だ!?」がインタビュー形式で行わ

れた。分科会は有田中央高校で行われた。

8月に千葉県で開催された「みんなで21世

紀の未来をひらく教育のつどい－教育研究全

国集会2011－」は3日間でのべ6000名の教職

員・研究者・保護者・地域住民・子どもたち

が集会に参加した。和高教からは8名の参加

であった。

専門部では、「原子力に代わる発電方法は

あるのか？」（青年部）や「東日本大震災の

被災地に行って」（事務職員部）の講演など

それぞれの課題や情勢に対応した学習会や実

践交流会が精力的にとりくまれた。また、近

畿ブロックや全国組織で開催された催しにも

積極的に参加した。

２０１２（平成２４）年度

2012年度は約3分の２の分会で教研が実施

され、のべ39回開催された。編統合がすすむ

和西・和北では、和北分会の教研に和西の分

会員が参加し協議を行っている。また学校評

議員を招いて意見交流（和歌山）、橋下『教

育改革』パンフを用いた学習会（貴志川･那

賀など）などのとりくみもあった。

各支部で工夫を凝らした支部教研が開催さ

れた。第一支部では、伊都地方の高校再編整

備問題に関わり、特別報告とともに第二支部

から講演者を招いている。また、第二支部や

第三支部では大阪府での橋下『教育改革』に

関する講演を行った。

第41回高校教育研究集会は（参加者105名）

全体会で広木克行氏（大阪千代田短期大学教

授・神戸大学名誉教授）に「子どもの願い・

叫びに“向き合う”ために」をテーマとする

講演をいただいた。午後の分科会では課題別

・教科別合わせて29本のレポートが報告され

た。特設分科会として「三部制高校の現状と

課題－大阪からの報告－」が開かれ、前野博

氏（大阪府高教）の報告をもとに質疑討論を

行った。

「未来をひらく教育のつどい」（和歌山県

教育研究集会）では、全体会（橋本市産業文

化会館アザレア）で熊丸みつ子氏（子育てア

ドバイザー）による記念講演「うちの子 最

高！ 子どもたちに伝えたい～親として お

となとして 地域として～」が行われた。分

科会（橋本市立隅田小学校）には和高教から

20本のレポート（教科別9本・課題別11本）

が発表された。

8月に神戸市で開催された「みんなで21世

紀の未来をひらく教育のつどい－教育研究全

国集会2012－」には3日間でのべ7000名が参

加した。全体会では脱原発アイドルで高校生



- 40 -

の藤波心さんのトーク、脚本家・渡辺あやさ

んによる記念講演「作ること学ぶこと」が行

われた。分科会では和高教からレポート8本、

司会者2名参加した。

専門部では、それぞれの分野での課題や原発

問題や大阪教育2条例、学校徴収金といった

情勢に対応した学習会や実践交流会が精力的

にとりくまれた。また、近畿ブロックや全国

組織で開催された催しにも積極的に参加し

た。

２０１３（平成２５）年度

分会教研の開催数は３０回にとどまり、前

年度（３９回）と比較して大きく減少した。

恒常化する職場の多忙がその背景にある。レ

ポート形式での発表に加えて、「新転任の方

の声を聞く」（粉河・和西）、「新採教員への

質問形式ですすめる」（星林）などさまざま

なスタイルが試みられた。また、憲法をテー

マにとりいれたところ（貴志川・和西・和工

定・箕島・耐久・新翔）もあった。

各支部では、娘さんをいじめによる自殺で

亡くされたお母さんの講演（第二支部）、憲

法問題について弁護士の講演（第三支部）な

ど各支部で工夫を凝らした支部教研が開催さ

れた。

第42回高校教育研究集会は全体会では勝野

正章氏（東京大学教授）から「安倍政権で教

育はどう変わるか：真の共同・信頼・責任と

は？」をテーマに講演があった。分科会では

課題別・教科別合わせて30本のレポートが報

告された。

「未来をひらく教育のつどい」（和歌山県

教育研究集会）は、全体会（御坊市民文化会

館）に315名（うち和高教62名）、分科会（紀

央館高校）には380名（うち和高教69名）が

参加した。

８月に名古屋市で開催された「みんなで21

世紀の未来をひらく教育のつどい－教育研究

全国集会2013－」には、3日間でのべ6000名

以上の教職員・研究者・保護者・地域住民・

子どもたちが集会に参加した（和高教からは

12名参加）。全体会では作家・椎名誠氏によ

る記念講演「風の中の子どもたち」が行われ

た。分科会では349本のレポートが発表され

た（和高教からレポート6本、司会者2名参

加）。

専門部では、それぞれの課題や情勢に対応

した学習会や実践交流会が精力的にとりくま

れた。また、県内で開催された近畿ブロック

等の催しにも積極的に参加した。

２０１４（平成２６）年度

分会教研は25分会で31回行われた。支部教

研も各支部で工夫を凝らして開催された。支

部教研は教育的力量の向上、地域の教育課題

の共有、分会間の教育実践の交流、さらに高

校教研の成功に向けて重要な役割を果たして

いる。

第43回高校教育研究集会は平日１日開催

で行われた。全体会では講師の中田康彦氏（一

橋大学大学院教授）による「安倍『教育再生』

下での教職員人事評価制度」と題した講演が

行われた。分科会では課題別・教科別を合わ

せて27本の報告があった。

2014年度「未来をひらく教育のつどい」（和

歌山県教育研究集会）は、全体会を貴志川生

涯学習センター、分科会を那賀高校で行った。

全体会では、経済アナリストの森永卓郎氏に

よる「経済と戦争はつながっている」と題す

る講演が行われた。

８月に高松市で開催された「みんなで21世

紀の未来をひらく教育のつどい－教育研究全

国集会2014－」には、3日間でのべ5000名以

上の教職員・研究者・保護者・地域住民・子

どもたちが参加した。和高教からは１４名の

参加であった。

専門部では、それぞれの課題や情勢に対応

した学習会や実践交流会が精力的にとりくま

れた。また、県内で開催された近畿ブロック

等の催しにも積極的に参加した。

２０１５（平成２７）年度

分会教研は23分会で32回開催された。教育

実践や教育課題を語り合う場を持つ意義をあ

らためて確認した。支部教研も各支部で工夫

を凝らして行われた。分会間の教育実践の交
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流、地域の教育課題の共有、さらに高校教研

の成功に向けて大きな役割を果たした。高校

教研は平日1日開催であった。全体会では三

上昭彦氏の講演「18歳選挙権と主権者教育の

課題」が行われた。分科会では課題別、教科

別のあわせて28本の報告があった。8月に仙

台市で開催された「みんなで21世紀の未来を

ひらく教育のつどい－教育研究全国集会2015

－」には、3日間でのべ5000名以上の教職員

・研究者・保護者・地域住民・子どもたちが

集会に参加した。

全体会は、金平茂紀氏による記念講演が行

われた。2日目・3日目には30の分科会が開催

され、全国から358本のレポートが発表され

た。

２０１６（平成２８）年度

分会教研の開催数は22回であった。レポー

ト形式のほか、「昼食会を兼ねる」「新転任

の方の声を聞く」「合同で教研」「他の分会

の実践に学ぶ」「退職される先生のお話を聞

く」「宿泊で行う」などさまざまなスタイル

が試みられた。

支部教研も各支部で工夫を凝らした支部教

研が開催された。今後も充実した教研の開催

が各支部で続けられること、また、青年層を

中心とした参加者増を図ることが重要であ

る。

第45回高校教育研究集会は2016年10月22

日、前日の「労働講座」に続いて行われた。

全体会では講師の植田健男氏（名古屋大大学

院教授）より「『高校教育改革』と次期学習

指導要領の改訂～教育課程づくりを軸とした

学校づくりをどうすすめるか」と題した講演

があった。分科会では課題別、教科別をあわ

せて24本のレポートが報告された。論議する

時間をどう確保していくかなど企画・運営面

で工夫していく必要がある。

「未来をひらく教育のつどい」（和歌山県

教育研究集会）は、全体会では、記念公演と

してザ・ニュースペーパー番外編「社会風刺

コントで情勢を見抜く」が行われた。分科会

は和歌山北高校西校舎で行われた。

8月に静岡市で開催された「みんなで21世

紀の未来をひらく教育のつどい－教育研究全

国集会2016－」には、3日間でのべ5000名以

上の教職員・研究者・保護者・地域住民・子

どもたちが集会に参加した。全体会は、シン

ポジウム「憲法と教育を語る～立憲主義、民

主主義、平和主義を尊重する社会と教育を」、

現地企画「しぞーか、まんさい」等が行われ

た。28の分科会と2つの特設分科会が開催さ

れ、全国から344本のレポートが発表された。

第

回

高
校
教
育
研
究
集
会

45

２０１７（平成２９）年度

各分会において、「教育実習生と語る会」

「未組の教員をゲストにHR運営について語る」

「退職される先生のお話を聞く」などさまざ

まなスタイルでの分会教研が試みられた。

また、各支部では、工夫を凝らした支部教

研が開催された。課題別、教科別のレポート

発表に加えて様々な取り組みが行われた。具

体的には、第一支部での「麦の郷」野中康宏

氏による講演、第二支部でのSSWやSCをゲス

トによんだ講演会、第三支部での働き方につ

いてのパネルディスカッションなどである。

第46回高校教育研究集会は2017年10月22日

に行われた。参加者は70名であった。全体会

では講師の久田敏彦氏（大阪青山大学教授）

より「『高校教育改革』と次期学習指導要領

の改訂～教育課程づくりを軸とした学校づく

りをどうすすめるか」と題した講演があった。

午後の分科会では前半の課題別、後半の教科
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別、あわせて24本のレポートが報告された。

2017年度「未来をひらく教育のつどい」（和

歌山県教育研究集会）は、1日目の全体会に6

66名（うち和高教66名）、2日目の分科会（熊

野高校）には358名（うち和高教59名）が参

加した。

1日目の全体会では、文化行事として、す

さみ町のダンスグループDance Pacific Blue

によるダンスの上演に続き、教育評論家で著

名な尾木直樹氏の講演が行われた。なかなか

聞くことができないマスコミの裏話なども交

えながら、日本の教育行政が他国から見て遅

れていることや子供達の成長のために何が必

要なのかなどを指摘され、会場は大きく盛り

上がった。2日目、各分科会において、活発

な議論が交わされた。

8月に岡山県で開催された「みんなで21世

紀の未来をひらく教育のつどい－教育研究全

第

回

高
校
教
育
研
究
集
会

46

二
〇
一
七
年
度

和
歌
山
県
教
育
研
究
集
会

国集会2017－」には、3日間でのべ5000名以

上の教職員・研究者・保護者・地域住民・子

どもたちが集会に参加した（和高教からは12

名参加）。初日の全体会は、神戸女学院大学

教授石川康宏氏による「社会のしくみとこど

もの育ち」という講演が行われ、貧困連鎖を

断ち切るとりくみやデンマークの教育無償志

度などが紹介された。2日目･3日目には分科

会が開催され、和高教からレポート6本、司

会者3名が参加した。

高校民研は、2017年5月14日に書道資料館

において、和歌山県国民教育研究所と共催で

「研究集会2017・和歌山の教育」を開催した。

和歌山大学の2名の先生を迎え講演会を行っ

た。二宮衆一氏は、「『資質・能力』の育成

とアクティブ・ラーニングの眩惑を超えて」

というテーマで講演された。二人目は、江利

川春雄氏。講演のタイトルは「新学習指導要

領で激変する英語教育」だった。48名が参加

し、時機学習指導要領の問題点や、これから

目指すべき方向について深く学習することが

出来た。

2018年2月22日、第6回高大教育懇談会が開

かれた。和歌山大学教職員組合役員と和高教

役員と高校民研で計12名の参加であった。和

工分会中西毅氏による「学びの基礎診断の導

入は高校教育にどんな影響をあたえるか？-

高校現場からの危惧-」というレポート発表

と、名古屋大学阿部英之助氏執筆による「高

大接続改革の動向と多様化する大学入試」と

いう資料をもとに懇談がもたれた。

また、10月20日に行われた第50回教育要求

県民集会には、47名が参加（うち和高教12名）

した。高校関係では、「不登校生の問題」「課

題を抱えた子供の地域での居場所作り」「有

田中央清水分校の存続問題」などについて発

言があった。

２０１８（平成３０）年度

各分会で分会教研が実施された。未組合員

の先生方をレポーターにした西校舎と北校舎

合同教研や、多くの未組合員の参加のもと開

催された新翔分会など、各分会で工夫を凝ら

した分会教研が行われた。

支部教研においては、第1支部では和歌山

大学二宮衆一先生による講演、第3支部では

「教育活動と部活動－多忙解消に向けて」と

いうタイトルのシンポジウムが実施されるな

ど、分科会のレポート発表以外にも、工夫を

凝らした催しが開催された。

第47回高校教育研究集会は10月13日に行わ
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れた。参加者は63名であった。全体会の講師

は、名古屋大学大学院教授中嶋哲彦氏であっ

た。講演の中で、中嶋氏は、新学習指導要領

は、個人の人格形成まで踏み込んだ内容で戦

後最悪のものだと断罪された。講演後の質疑

応答では、アクティブラーニングのあり方や、

生徒の主権者教育などについて熱い議論が交

わされた。

午後の分科会では課題別、教科別、そして

クラブ活動を考える特別分科会、あわせて23

本のレポートが報告され、各分科会で大いに

議論が盛り上がった。

「未来をひらく教育のつどい」（和歌山県

教育研究集会）は、11月30日～12月1日に行

われた。1日目の全体会には229名（うち和高

教49名）、2日目の分科会（海南高校海南校

舎）にはのべ580名（うち和高教49名）が参

加した。1日目の全体会では、文化行事とし

て、りら創造芸術高等学校の生徒によるタッ

プダンス、歌、踊りの上演に続き、弁護士の

伊藤誠氏の講演が行われた。伊藤氏は、戦争

の悲惨さ、憲法9条の先見性、国民投票の危

険性をわかりやすく解説され、改憲発議を許

さないたたかいの大切さを強く感じさせられ

た。2日目、各分科会において、活発な議論

が交わされた。

8月17日～19日に、長野県で開催された「み

んなで21世紀の未来をひらく教育のつどい－

教育研究全国集会2018－」には、3日間での

べ4200名以上の教職員・研究者・保護者・地

域住民・子どもたちが参加した。和高教から

は、分科会においてレポートが5本、司会者

として2名が参加した。

高校民研は、5月12日に書道資料館におい

て、和歌山県国民教育研究所と共催で「研究

集会2018・和歌山の教育」を開催した。参加

者は40名（うち和高教は11名）であった。小

中高の現場から多くの提案がなされ熱い議論

が交わされた。学テ体制や学びの基礎診断導

入などの管理的で競争的な教育施策に流され

ず、「真に公教育で身につけるべき学力とは

何か」をともに考えるよい機会となった。

また、10月26日に行われた第51回教育要求

県民集会には、33名が参加（うち和高教11名）

した。高校関係では、KOKO塾の取り組みや高

校全県一区の弊害、生徒寮のエアコン設置問

題などについて、地域の方々2名から発言が

あった。

２０１９（平成３１・令和１）年度

① 分会教研

統合を機に始まった合同教研（和北分会・

和西分会）や、教育実習生と語り合う会（和

工分会）など、各分会で工夫を凝らした分会

教研が行われた。

② 支部教研

各支部で支部教研が開催された。多忙化が

進行する中で、各分会とも参加者の確保に奮

闘している状況である。

③ 高校教研

近畿地方に上陸した台風19号による影響を

鑑み、10月12日に予定していた第49回高校教

育研究集会について開催中止を決定した。当

日、各分科会で発表を予定していたレポート

は、続く「未来をひらく教育のつどい（県教

研）」にて報告されることとなった。

④「未来をひらく教育のつどい」
（和歌山県教育研究集会）
「未来をひらく教育のつどい」（和歌山県

教育研究集会）は、11月29日・30日に行われ

た。1日目の全体会（きびドーム）には279名

（うち和高教46名）、2日目の分科会（有田

中央高校）にはのべ341名（うち和高教60名）

が参加し、和高教からも多くのレポートが発

表された（レポート数28本）。

一日目の全体会では、「かなや伝々」によ

る演奏の後、法学者の谷口真由美さんによる

記念講演が行われた。2日目は、各分科会に

おいて、さまざまな立場（小・中・高・大、

一般）の参加者が、レポートをもとに活発な

議論を交わし合った。

2日間を通じて、寒さの中、駐車場や会場準備

などの要員参加には、第三支部各分会、特に会場

となった有田中央分会の多大なる協力をえた。

⑤「みんなで21世紀の未来をひらく教育のつ
どい2019」（全国教研）
8月16日～18日に、滋賀県で開催された「み

んなで21世紀の未来をひらく教育のつどい－

教育研究全国集会2019」には、3日間でのべ5

000名以上の教職員・研究者・保護者・地域

住民等が参加した。和高教からは、分科会に

おいてレポートが6本が発表され、司会者と

して2名が参加した。

⑥ 専門部教研
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専門部では、それぞれの課題や情勢に対応

した学習会や実践交流会が精力的にとりくま

れた。従来の専門部教研や学習会に加え、養

護教員部会も2020年2月に学習会を企画し、

多くの未組合員が参加した。また、実習教員

部は、県内で開催された近畿ブロックの催し

にも積極的に参加した。

２０２０（令和２）年度

① 分会教研

コロナ禍で開催が困難な状況である中、和

北・和西合同教研をはじめ、複数の分会で創

意工夫を凝らした教研が実施された。

② 支部教研

各支部で支部教研が開催された。多忙化の

進行に加え、コロナ禍のもと「集まること」

が困難な状況下にあったが、各分会とも参加

者の確保に奮闘し、「きのくに教育審議会答

申」についても議論を深めた。

③ 高校教研

近畿地方に上陸した台風14号による影響を

鑑み、10月10日に予定していた第49回高校教

育研究集会について開催中止を決定した。当

日、各分科会で予定していたレポーターは、

続く「未来をひらく教育のつどい（県教研）」

にて発表することとなった。

④「未来をひらく教育のつどい」（和歌山
県教育研究集会）
2020年度「未来をひらく教育のつどい」（和

歌山県教育研究集会）は、11月27日・28日に

ZOOM配信を中心に行われた。1日目の全体会

（会場：アゼレアホール）には217名（うち

和高教44名）、2日目の分科会には155名（う

ち和高教28名）が参加し、和高教からも多く

のレポートが発表された（レポート数13本）。

1日目の全体会では、元文科省事務次官の

前川喜平さんによる記念講演が行われた。2

日目は、各分科会において、レポートをもと

に活発な議論を交わし合った。特に現地特設

分科会では、さまざまな立場の方（幼、小、

中、高、学童、地域など）から、コロナ禍に

おける子どもたちの状況について報告があっ

た。

2日間を通じて、寒さの中、駐車場や会場準備

などの要員参加には、第一支部各分会の多大なる

協力をえた。

⑤「みんなで21世紀の未来をひらく教育の
つどい2020」（全国教研）

山口県を会場に開催予定であった「みんな

で21世紀の未来をひらく教育のつどい-教育

研究全国集会2020-」は、コロナ禍により、8

月23日のみWEBにて開催されることになった。

分科会についてはレポート報告集としてまと

められ、和高教からも2本のレポートが掲載

された。

⑥ 専門部教研

各専門部では、それぞれの課題や情勢に対

応した学習会や実践交流会が精力的にとりく

まれた。従来の専門部教研や学習会に加え、

養護教員部会も、昨年度に引き続き12月に学

習会を企画し、未組合員も多く参加した。

第二節 人権・平和教育

和人教加入問題については、2007年度以降、

県教委とも交渉を重ね、「職員会議等での十

分な議論が必要。強制はなじまない」「独断

ではなく、よく話し合って、結論を出すべき」

「学校加入については、より慎重であるべき」

「（賛成少数での加入決定について）やり方

としてふさわしいとは思わない」などの確認

をとっている。2010年代は大きな動きはなか

ったが、和人教への学校強制加入を許さない

とりくみや脱会に向けたとりくみを継続する

ことを、毎年度の定期大会の方針で確認した。

2016年度末に、和歌山県は2016年に施行さ

れた「部落差別の解消の推進に関する法律」

を受け、県内の公立学校に生徒配布パンフレ

ットを送付した。和高教は和教組と連名で、

「行き過ぎた指導は差別を助長する」旨の要

求書を県教委に提出した。

さらに10月、和高教では「『部落差別の解

消の推進に関する法律』と同和（責善）教育

について」という討議資料を作成し、職場討

議を呼びかけた。また、2017年7月には和教

組と連名で「『部落差別の解消に関する法律』

を根拠にした行政や運動団体等による同和教

育の押しつけや学校教育への介入を行わない
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ことを求める要請書」を県教委に提出し、交

渉を行った。県教委は「研修等を強制するこ

とは考えていない。同和問題に特化した研修

については現時点では考えていない」と回答

したが、2019年10月、通知「同和問題に対す

る校内研修の実施」を県立高校に下ろし、20

19年度中に同和問題に関する校内研修を実施

するよう指示した。

11月、和高教は和教組と連名で「『部落差

別の解消の推進に関する法律』を根拠にした

同和問題に関する校内研修の押しつけを行わ

ないことを求める要請書」を県教委に提出し、

交渉を行った。交渉で、「同和問題に内容を

特化した校内研修を強制することは許されな

い。『強制』は学校現場の主体性・子どもの

学習権をないがしろにするもので、民主主義

の根幹にも関わる大きな問題だ」と強く申し

入れ、「各学校の実情を考慮し、実施につい

ても学校の判断を尊重する」ことを確認した。

和歌山県では、2020年3月に「和歌山県部

落差別の解消の推進に関する条例」が成立し

（和高教は条例骨子案に反対するパブリック

コメントを提出）、以降新たに「啓発」パン

フレットを学校現場で配布したり、校内研修

の実施をすすめるなど、運動の歴史に逆行し、

教育現場の実態に合わない「人権教育」が押

しつけられる傾向が強まっている。あらため

て日本国憲法の趣旨に基づいた人権教育のと

りくみが求められている。

平和学習については、修学旅行にからんだ

平和学習や夏休みの登校日に行う平和学習

等、各校でさまざまにとりくまれている。主

任手当拠出金で、平和に関する映画鑑賞会の

生徒鑑賞費を補助したり、和高教の平和のと

りくみの蓄積を活用した講師選定等、和高教

運動が各校の平和学習の展開に結びついてい

る面も多くある。コロナ禍の前の2019年度末

の教文・教財アンケートによれば、12校が沖

縄修学旅行を実施し、また10校あまりの高校

が夏休み登校日に平和学習を実施している。

第三節 教育基本法・教育内容改悪反対のたたかい

①教育制度
＜人事評価＞

和歌山県では、2006年度から臨時的任用教

職員を除いて「人事評価制度」の試行が始ま

り、2009年度には「業績評価」の対象が一般

教職員に広がったが、2014年度までの確定交

渉において2015年度まで試行とさせ、賃金や

処遇に反映しないことを確認してきた。また、

各職場では、教育三者共闘と県教委の確認事

項を遵守するように校長交渉を行うととも

に、評価の開示を求めるとりくみを行った。

2014年6月、地方公務員法の改定で人事評価

制度が法制化されたことにともない、2016年

度から本格実施されることとなったが、職場

に混乱をもたらさないことを県教委との間で

確認した。

＜施設・設備＞

和高教は、県教委が7月下旬から実施する

各高校との施設・設備ヒアリングの前に、各

職場で要求アンケート・校長交渉にとりく

み、7月上旬に各職場代表による施設・設備

交渉を実施し、職場の要求実現にとりくんで

きた。

2011年度の交渉の共通要求は、「普通教室

以外の部屋へのエアコン設置」「老朽化した

建築物・施設のすみやかな改善」「職員用男

女別休養室の設置」「職員用・生徒用トイレ

の設置および改修」「高校再編当該校におい

て、生徒の成長と十分な教育条件を保障する

ため、施設・設備の改善・拡充をすみやかに

はかること」の5項目であった。

いわゆる特別教室へのエアコン設置は、毎

年のように多くの職場から要求が出される切

実な要求であり、毎年の交渉で粘り強く訴え

ることで、１年度に数教室ずつではあるが、

計画的な設置を実現させている。

また、授業に関わる教育環境と職場のニー

ズの変化に合わせて、「普通教室棟への視聴

覚機器の設置」（2016年度～）「WiFi環境の

整備について」（2017年度～）も共通要求と

して掲げ交渉に臨み、2020年度から３か年で

すべての県立高校で全学年のホームルーム教

室にプロジェクター・スクリーンが整備さ
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れ、WiFi環境についても2020年度末時点で全

学年のホームルーム教室で整備されることに

なった。

＜定数＞

和高教は、秋の確定闘争に合わせて、各職

場で教職員定数調査を実施し、要求書を提出

し、12月の対県交渉で教育環境を充実させる

ための定数改善を求めてきた。生徒数の減少、

再編・統合の実施等により、各学校で教職員

数の減少が進み、定数改善の要求の切実度は

は年々高まってきた。

2010年代は、主な要求として「定数内講師

の解消（採用試験募集枠の拡大）」「再編・

統合校（閉校・閉課予定校、新設課程校、定

通拠点校等）での十分な教職員数の維持・拡

充」「大規模校における養護教員の複数配置」

「併設定時制課程や分校・分校舎へのすべて

の職種の教職員の配置」「再任用職員の定数

外化」「県教委の責任による補充（育休・介

休・病休等）職員の配置」等を掲げてとりく

んできた。

定数内講師については、粘り強い要求運動

が実を結び、年度による増減の揺れはあるが、

総じて減少に転じさせてきた（11年度94名→

12年度128名→13年度89名→14年度86名→15

年度68名→16年度49名→17年度59名→18年度

100名→19年度101名 →20年度55名）。しか

し、地域・学校における偏在の傾向は続いて

おり、定数内講師解消に向けたとりくみは引

き続き求められている。

職場を中心とした粘り強いたたかいによ

り、さまざまな厳しい条件のなかで、「前進」

とまではいかないが、「後退」への一定の歯

止めはかけている。しかし、一方で現行の高

校標準法そのものが、今の高校現場の実態に

まったく対応できない不十分なものであるこ

とがますます明らかになってきている。実習

教員・学校司書・校務員等の定数上の法制化

を求める運動と合わせて、国や県に対する今

後のさらなる運動が求められている。

＜高校入試＞

2003年度に導入された高校入試全県一学区

制については、分会からの「教文・教財アン

ケート」でも、通学の長距離長時間化、学校

間格差の拡大、地元校意識の希薄化などの問

題点が指摘されており、その課題は2010年代

においても未解決であり、和歌山の高校教育

に大きな影響をもたらしている。

また、採点・資料作成など高校入試業務に

要する時間が増加し、職員の大きな負担にな

っている。

多くの県立高校で定員割れの状況となって

おり、入試制度のあり方・その意義や必要性

については、根本的な議論が求められる状況

となっている。

＜学校徴収金＞

2012年３月の新聞報道によって、和歌山県

の学校徴収金の使途をめぐる問題が明らかに

なった。本来公費で負担するべきものが長年

の慣例でＰＴＡ会費等学校徴収金から支出さ

れてきたことは、県・県教委が教育財政確保

にとりくんでこなかったことも要因の一つで

ある。８月に県教委は学校徴収金の使途基準

を各校に示すとともに、公費負担増に見合う

約１億円を補正予算として計上し９月県議会

で了承された。ただ、学校現場では「100円

ショップで買えるようなものでも手続きに非

常に手間がかかる」「教科研究会の会計業務

に事務局校の事務室が携わらなければならな

くなった」など新たな課題が生まれた。和高

教は、学校現場の実態に応じた制度づくりを

めざして、要求を積み重ねた。

＜教育委員会制度＞

2014年度は教育委員会制度の改悪を中心

とする安倍「教育再生」攻撃とのたたかいが

展開された。６月、改悪地方教育行政法が参

議院で強行可決され、2015年４月、施行され

た。 和高教は、全教が提起した国会行動へ

の参加、署名「地方教育行政法の『改正』に

反対する請願署名」の集約等のたたかいを展

開した。

新教育委員会制度は、首長による「大綱」
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の策定、首長と教育委員で構成する「総合教

育会議」の新設、首長が任命する任期3年の

「新教育長」の制度（教育委員長は廃止）が

その内容であり、首長による教育行政介入の

しくみをつくり、国による地方教育行政への

介入を強化するものであった。

しかし、ア）教育委員会の意思決定に反す

る事務執行を行うことはできない イ）会議

の透明化を図る、ウ）総合教育会議では、教

科書採択、教職員人事など、政治的中立性の

要請が高い事項については、協議題とするべ

きではないとしたことなどは、全教・和高教

の運動の一定の反映でもあった。

和歌山県では2010年代の後半からの知事に

よる教育現場へのトップダウンの増加という

形で、教育委員会制度の改悪の影響が生まれ

ている。今後も首長の教育介入を許さない粘

り強いたたかいが求められている。

＜高大接続改革＞

2015年1月に文部科学大臣決定「高大接続

改革実行プラン」が出され、「高等学校基礎

学力テスト」（2019年実施予定）と現在のセ

ンター試験に代わる「大学入学希望者学力評

価テスト」（2020年実施予定）の導入が提起

された。文科省はこれまでの政策を反省する

ことなく、「アクティブラーニングの充実」

と「２つの新テスト」に解決策を見つけよう

とした。「少人数学級の実現」など国民的要

求を置き去りにしたものであった。

文科省は「高等学校基礎学力テスト」（201

9年実施予定）と現在のセンター試験に代わ

る「大学入学希望者学力評価テスト」（2020

年実施予定）の導入を提起したが、２つの新

テストの作問や評価については、具体像は明

らかにしなかった。

「高大接続改革」は「グローバル化の荒波」

を勝ち抜く一部のエリートと「国家と社会の

形成者として十分な素養と行動規範」を持っ

た国民を育成するための「教育改革」をすす

めるという政府や財界の意向に沿ったもので

ある。

文科省は、2020年度にセンター入試を廃止

し「大学入学共通テスト」に変更することを

発表した。また、従来のAO入試を「総合型選

抜」、推薦入試を「学校推薦型選抜」と名称

変更し、合否判定に使われる資料も変更する

方向性が出された。これにあわせて、高校が

各大学に送る調査書の記載内容も大幅に変更

する方向性も出された。さらに、高等学校に

おける多様な学習成果を測定するツールの一

つとして活用できるよう「高校生のための学

びの基礎診断」というテストを新設すること

も発表した。

和高教では、第6回高大教育懇談会で和歌

山大学の先生方も招き、この問題について話

し合うなど、学習を深めた。

また2019年2月に、和高教は和教組ととも

に、県教委・教育センター「学びの丘」との

交渉を行った。その際和高教は、高大接続改

革のひとつとして導入される「高校生のため

の学びの基礎診断」について、集中的に追及

した。そして、「学びの基礎診断のどのツー

ルを利用するか、またしないかは各校の決定

を重視すること」や「点数や順位を本来の目

的である生徒の学力向上や教員の指導方法の

振り返り以外に使用しないこと」などを確認

した。

安倍政権は、学習指導要領改訂に合わせる形

で、「高校生のための学びの基礎診断」「大学入

学共通テスト」（以下、共通テスト）「調査書改

革」等、高大接続改革を強引におしすすめた。

これを受け、和高教は、「学びの基礎診断」

が「高校版学テ」とならないよう県教委と交渉

し、「ツールは一律に強制をせず、各現場の判

断を尊重する」「データは本来の目的（生徒の

学力向上や教員の指導方法の振り返り）以外に

使用しない」等の回答を得た。

共通テストにおける英語民間試験導入や国語

・数学記述式導入においては、受験にとって最

も大切な公平性・公正性確保の観点で大いに問

題があることに加え、萩生田文科大臣の「身の

丈発言」もあり、全国の受験生や保護者、学者

・教職員、予備校関係者等から怒りや反対・撤

回の声が高まった。和高教も文科省宛てに、撤

回を求める緊急個人署名にとりくんだ。このよ

うな運動の成果により、政府・文科省は英語民

間試験導入については「延期」、国語・数学記

述式導入については「見送り」を表明せざるを

得なくなった。
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この運動は、高校生を中心とした教育の当事

者が声を上げることの重要性をあらためて教訓

として示すこととなった。

＜教育振興基本計画＞

改悪教育基本法によって教育振興基本計画

の策定が制度化された。政府は2013年６月に

第２期教育振興基本計画（2013年度から５年

間）を閣議決定した。

その内容は、管理と競争の教育をいっそう

押しすすめ、教育の無償化の流れを後退させ

るものである。また、和歌山県でも第２期教

育振興基本計画の策定について「きのくに教

育審議会」（「きのくに教育協議会」から改

組）での討議をへて2013年11月に報告が出さ

れたが、教育現場での課題のとらえ方や教育

目標を数値化する点など問題点がみられる。

国・県ともに教育内容の統制をねらう計画の

具体化については反対していく必要がある。

和歌山県では、2018年2月に「第3期教育振

興基本計画」の案が提示された。行政は、本

来、教育の条件整備を計画すべきであるのに

もかかわらず、「県立高校の入学式や卒業式

で県民歌の斉唱を行う学校を5年後に100％に

する」「高校卒業時に、英検準2級レベルの

英語力をもっている生徒を50%にする」など

教育内容そのものに土足で踏み込み、数値目

標で教育現場を締め付けようとする姿勢が顕

著である。和高教では県が募集したパブリック

・オピニオンに意見を掲載するなど、その方向

に対して強い抗議の意を表した。

＜校務支援システム＞

「和歌山県立学校校務支援システム」（略

称：Ｗｉｎｄ／旧：和歌山県統一学事システ

ム）は2010年度の試行を経て2011年度から本

格実施された。和高教ではこれまでの交渉で

「データそのものは学校のものである」「県

教委がデータを縦覧できるものではない」「管

理強化には使わない」「セキュリティには万

全を期す」「特定の教職員の加重負担になら

ないようにする」との回答を引き出している。

「和歌山県立学校校務支援システム」につ

いて2013年確定交渉では、生徒の利用が多い

保健室で来室状況などの入力に多大な時間を

費やしている現状を訴え、更なるシステム改

善を求めた。

コロナ禍を経て、県内でも教育活動・業務

のＩＣＴ化が急速に進んでいる。校務支援シ

ステムに関わってもも、パソコンの更新時等、

担当教員への負担増が懸念される。和高教は

システムが教職員の業務負担の軽減、豊かな

教育活動に資するものとなるよう、交渉でも

粘り強く訴えてきた。今後ＩＣＴ化が進んで

も、先述した県教委との確認事項が揺らぐこ

とのないよう、対応を求めていかなければな

らない。

②教育内容
＜指導要領・教科書＞

2011年夏に行われた中学校教科書採択で、

和高教は和教組に協力して各地区教科書採択

協議会への要請ハガキ送付にとりくみ、和歌

山県内で「つくる会」系教科書の採択をゆる

さなかった。

2012日3月27日に文部科学省が公表した201

3年度から主に高校１年生が使う教科書検定

結果によると、学習指導要領の改訂で学習内

容が増えたことを反映して現行の教科書より

ページ数が全教科平均11.9％増加したことが

明らかになった。特に新指導要領で「授業は

英語で行うのが基本」と明記された英語や20

12年度から新指導要領が実施される数学や理

科で大きく増加している。また、詳細な内容

まで扱わないと定めた「歯止め規定」が撤廃

され、現行では必修にしていない内容が新教

科書では学習内容とされている。

2013年度から高校における学習指導要領（2

008・2009年度改訂）が全面実施となった。

つめ込み主義や道徳教育の強化など小中や高

校の一部での先行実施で明らかになった問題

点も多い。日高教の提起で2012年7月に行っ

た「高等学校新学習指導要領実施にともなう

実態調査」で、県内での調査対象となった24
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「校」（普通科と職業科等併設校はそれぞれ

を1校にカウント）のうち19「校」で2012年

度１年生の週あたり時間数が30時間を超えて

おり、最大の35時間も４「校」を数えること

が明らかになった。「授業時間の確保や補習

などにより、個別に生徒と対話する時間が少

なくなっているように思う」という声は多忙

化が生徒を中心にした教育の営みを困難にし

ていることを表している。

2013日3月26日に文科省が公表した2014年

度より主に高校２年生が使う教科書検定結果

によると、学習指導要領の改訂で学習内容が

増えたことを反映して現行の教科書よりペー

ジ数が10教科平均で約15％増加している。

2014年4月に文科省が公表した小学校と主

に高校３年生で2015年春から使われる教科書

の検定結果によると、学習指導要領改訂に伴

うページ増や、領土問題について政府見解通

りの記述に変更させる検定意見が目立った。

2013年６月、東京都教育委員会は実教出版

の日本史教科書の記述が「都教育委員会の考

え方と異なる」「都立高等学校等において使

用することは適切ではないと考える」とする

見解を議決し、都立高校に通知した。東京の

他にも実教出版の日本史教科書排除の動き

は、神奈川、大阪、埼玉でみられる。また、

国の教科用図書検定調査審議会は2013年12

月、「近現代史で通説的見解がない場合はそ

れを明示」「閣議決定などの政府統一見解や

最高裁判例にもとづいた記述」「特定の事項

を強調しすぎない」の３点を検定基準に追加

した。

県内では、学校で採択を決定したすべての

教科書について、管理職が教育委員会（会議）

で説明を求められたという事例もおこってい

る。

このような教科書・教育への統制強化の危

険性を学校外の人たちに広く知らせ、教育の

自主性と学校現場での教科書採択権を守ると

りくみが求められている。

2017年２月、文科省は小中学校の学習指導

要領の改訂案を公表し、2018年3月に高校の

新指導要領を公示した。個人の人格形成にま

で踏み込む非常に危険な内容であり、和高教

では、2018年度12月に「新学習指導要領の批

判的検討～すべての高校生の学び、成長を保

障する高校教育を」という討議資料を発行し、

職場での批判的議論を呼びかけた。

2014年10月21日、中教審答申「道徳教育に

おける教育課程等の改善について」が出され

た。答申は、ア）道徳の時間を「特別の教科」

と位置づける、イ）検定教科書の導入 ウ）

評価については、指導要録に記述式の欄を設

けて評価を行う、エ）高等学校でも「道徳教

育を充実する」としている。目標については

「正直・誠実」などの特定の価値観を例示し

た。特定の価値観を例示したことは、国家に

よる特定の価値観の押しつけでもあり、日本

国憲法にも違反するものである。

2021年1月26日、中教審答申「「令和の日

本型学校教育」の構築を目指して～全ての子

供たちの可能性を引き出す，個別最適な学び

と，協働的な学びの実現～（答申）」が出さ

れた。高校教育に関わっては「適格者主義」

「競争主義」を助長する高校教育「特色化・

魅力化」「普通科改革」等が全面に打ち出さ

れた極めて危険な内容である。この内容は、

県教委が2022年3月に策定した「県立高等学

校教育の充実と再編整備に係る原則と指針」

の内容にも大きな影響を与えている。和高教

は、機関会議や定期大会等で「これからの高

校教育」についての職場での議論や、校種や

学校を超えた積極的な議論を呼びかけた。

〈憲法改悪と一体の安倍「教育再生」〉

安倍政権は「教育の再生」を成長戦略のひ

とつに位置づけ、政府与党内の一組織に過ぎ

ない「教育再生実行本部」で決定した教育政

策を、次々に文科省の教育政策としてトップ

ダウンで下ろし続けてきた

2015年9月に安保関連法案（戦争法案）を

強行可決した安倍政権は、「戦争をする国づ

くり」のための人材育成につながる「教育再

生」への動きをいっそう強めた。その本質は

短期間の「成果」を測定して予算配分の根拠

とするもので、人間を規格に沿って生産され

る商品（「人材」）のように扱うものであり、

「物言わぬ教員・生徒」の育成である。。

このような教育政策がすすめられるなか

で、2018年3月に改訂された学習指導要領に

も、安倍「教育再生」のねらいが色濃く反映

されている。

和高教は、教研・集会・会議等、さまざま



- 50 -

な場面を通じて安倍「教育再生」がはらむ危

険性を明らかにし、対抗するたたかいを教組

の枠を超えて学校現場の内外で繰り広げた。

③修学保障・就職保障
＜修学保障＞

2010年度から公立高校の授業料不徴収、私

立高校などへの就学支援金支給が始まった

が、2012年12月の総選挙で復活した自公政権

は。2014年度から、高校授業料無償化制度に

高所得世帯から徴収した授業料を活用した所

得制限を導入し、実質的に授業料負担を復活

させた。このことにより、授業料を負担する

生徒と負担しない生徒とを区別する格差の問

題、単位制課程における単位申請と授業料負

担の問題、授業料・就学支援金担当者過重労

働問題とそれに伴うマイナンバー処理の問題

等、さまざまな混乱が学校現場に持ち込まれ

ることになった

この間、和高教は、日高教の提起を受けた

和歌山県内30市町村の高校生に対する奨学金

制度調査の実施とその結果をもとにした要請

・懇談行動、授業料無償化制度への所得制限

導入に反対する、教育連合に結集した文科省

への抗議ハガキや地域・街頭での宣伝署名行

動を行った

また、2014年1月には高等学校就学支援金

にかかわる要請行動として、県教委への要望

書提出と申し入れを行った。

2012年９月、日本政府は中等及び高等教育

への無償教育の漸進的な導入を規定している

「国際人権規約第13条第２項（ｂ）・（ｃ）」

の留保撤回を国連に通告した。このことは長

年にわたる運動の成果である。そして、これ

らの運動の延長線上に、先述した高校授業料

をめぐる国会審議での下村文科大臣の「財源

があれば無償化を続けたい」という答弁や、

文科省からの「国際人権規約の趣旨をいかす」

や「低所得者世帯への支援」「公私間格差の

是正」を行うとの回答がある。高校授業料の

完全無償化はまだ実現していないが、「教育

費の負担は社会の責任で」というコンセンサ

スは確実に広まってきている。

2012年３月の新聞報道を契機に、和歌山県

の学校徴収金について使途をめぐる問題とと

もに全国的に見て高額な保護者負担が明らか

になった。８月には県教委が学校徴収金の使

途基準を示し、公費による支出が大きく拡大

した。

また、長年の要求であった給付制奨学金制

度がようやく2014年度より創設された。これ

以後、いわゆる「奨学給付金」や大学等への

進学予定者への給付金制度は、年を追って制

度が拡充されてきているが、厳しい支給要件

や財源（消費前増税分）の問題など、解決す

べき課題はなお多く存在する。引き続き、修

学保障を和高教の主要な要求と位置づけたた

たかいが求められている。

＜就職保障＞

1990年代前半のバブル崩壊や2000年代後半

のリーマンショックを背景として、高校卒業

生の就職をめぐっては、2000年代に引き続き、

2010年代も厳しい状況がしばらく厳しい状況

がつづくこととなった。そんななか、和高教

は、日高教・近高連・全教と一体となって、

高校生の就職保障を求める運動を広げてき

た。

毎年7月には県内経済団体（商工会議所連

絡会・経済同友会・経営者協会・商工会連合

会・中小企業団体中央会・中小企業家同友会

[2013年度～]）への要請行動（要求書提出・

懇談等）を行った。また、県労働政策課や県

教委担当課への要請行動も随時行い、就職保

障につながるさまざまな支援策を講じるよう

求めてきた。

県・県教委は、国からの緊急雇用対策基金

対
県

就
職
保
障
要
請
行
動
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を活用した臨時雇用制度（～2013年度。県・

県教委事務職員として最長１年間雇用→2014

年度・2015年度は「高卒者地域人づくり事業」

として実施）や、就職指導員の配置（2013年

度までは国の緊急雇用対策として「就職支援

相談員」、2014年度からは県単独事業として

「就職指導員」、2020年度からは会計年度任

用職員としての任用に）、ジョブサポートテ

ィーチャー（常勤講師）の配置、応募前サマ

ー企業ガイダンス（2015年度～、2018年度か

らは2会場で実施）等の施策を実施した。和

高教はこれらの施策に対し、年3回の就職指

導担当者へのアンケートを通じて寄せられた

声を集約して制度の拡充・改善を求め、実効

ある就職支援制度へと転換させてきた。

毎年9月に開催される近高連主催の高校生

就職保障統一行動では、関西経済団体を訪問

し要請書を提出して、高校生の就職保障を求

めた。また、同日に開催される「高校生の就

職をめざすシンポジウム」への教職員・保護

者・企業関係者の参加を追求し、就職保障を

求める運動がより広範なものになるようとり

くんだ。

2015年3月には和歌山県中小企業家同友会

会員との懇談を行った（同友会3名・和高教3

名）。「企業から見た高校生」「企業が求める

高校生像」「高校生の実態」等のテーマで広

く意見交流を行い、立場を超えた運動の足が

かりをつくった。

2020年度後半、県教委は、県立学校長会に

て、これまで県高等学校就職問題検討会議で

合意していた「1人1社制」の見直しを検討し

たいと表明した。これを受け、和高教は就職

ルールの維持を求める要請書を作成し、2021

年2月に県教委、県労働政策課、県労働局、

経済団体に申し入れを行った。複数応募制の

拙速な導入は、高校現場や企業にさまざまな

混乱や負担増をもたらし、生徒達をより競争

的なシステムに投げ出してしまうことにもつ

ながる。県教委は、教育現場や各団体の意見

を聴き取った上で修正案を提示していたが、

2021年4月になって突然、学校現場の就職指

導担当者の懸念を無視して、「1人1社制」の

見直しを強行した。この強行の背景には、知

事の意向が大きく働いていた。2021年度以降、

複数応募制の導入は高校現場に混乱をもたら

している。

また、2020年1月より「新たな求人票」が

解禁されたが、手取額がわからない点や「指

定校」記入欄がないといった問題が生じてい

る。

和歌山県内の高校生の就職率は、2017年3

月卒業生の年度以降、や上昇に転じている。

しかし、コロナ禍の影響や就職ルールの変更

等、予測が難しい状況が続く情勢のなかで、

今後も、希望するすべての高校生が就職でき

る社会をめざして、現場の担当者の意見を軸

に、より広範な運動の強化が求められている。

④主権者教育
2015年6月、選挙権年齢を18歳以上に引き

下げる公職選挙法改正案が衆参とも全会一致

で可決・成立し、6～7月の参議院選挙から適

用された。

文科省は、2015年10月に通知を出し、生徒

による校内での政治活動の禁止するなど、基

本的人権である高校生の政治活動を不当に狭

めた。和高教は12月、県教委に対し「憲法が

保障する基本的人権としての高校生の政治参

加と豊かな主権者教育の保障を求める」要請

を行った。その中で「政治動や選挙活動は校

内で行えないということではない」こと、「政

治的中立の確保とは、あくまでも特定の立場

を押しつけないということであり、教員が自

分の考えを生徒に表明すること自体に問題は

ない」ことなど重要な確認をした。

選挙権年齢を「18歳以上」に引き下げる改

正公職選挙法が、2016年７月の参議院選挙か

ら適用された。

2016年６月、夏の参院選挙に向けて、粉河

高校の卒業生らが、立候補予定者を招いた公

開討論会を実施した。当日は高校生50人を含

む200人が参加した。若者の声を政治に届け

るとりくみは、画期的なものであった。
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第四節 管理強化反対・民主的学校づくりのたたかい

＜新たな職＞

「新たな職」（副校長・主幹教諭・指導教

諭）について、全国的な導入が進むなか、和

高教は和教組と共同したたたかいによって、

「学校職場の協力協同を破壊する」として導

入を許してこなかった。

しかし、2019年確定交渉において、県教委

は2020年度からの「新たな職」の導入を強行

した。高校では、和歌山北高校西校舎に副校

長が配置されることとなった。2020年度末現

在では、職場から大きな混乱は報告されてい

ないが、今後は導入の拡大を許さないために

民主的職場づくりをいっそうすすめていかな

ければならない。

＜免許更新制度＞

和高教では2011年度に全教からの提起を受

け「教員免許更新制の即時廃止を求める請願

署名」と「教員免許更新制にかかわるアンケ

ート」にとりくんだ。和高教内でのアンケー

トの集計では、約8割が教員免許更新制度を

「廃止すべき」、約７割が教員免許更新制度

で「教育はよくならない」と回答し、「この

まま続けるべき」「教育はよくなる」との回

答はなかった。また、不満や問題だと思った

点では「受講料などの費用負担」「申し込み

手続き」「開講講座の内容」を上げる人が多

かった。

教員免許更新制度の改善にかかわる検討会

議は2013年12月に中間とりまとめを発表、10

年経験者研修との重複の問題について「任命

権者が、十年経験者研修の実施時期を免許状

更新講習の受講時期と重ならないよう、計画

することが適当」など一定の方向性を示した。

和高教は、教員免許更新制度が教職員の多

忙化の大きな要因になっているとして、その

廃止を求めて、確定交渉等で要求を掲げてた

たかってきた。

2018年、中教審初等中等教育分科会教員養

成部会では、「『教員不足』の要因として、『採

用候補者が免許状の未更新等により採用でき

なかった』を挙げる自治体が一定数存在」す

ることを背景に、「免許状更新講習を修了し

ていない者に対する臨時免許状の授与」に関

する検討がすすめられた。この時期を境に、

教員免許更新制が教職員不足問題の要因とな

っているという声が急速に高まっていった。

文科省は、免許更新を免除する対象者を、

65歳に達する定年退職者の再任用者に限定す

る等、免許更新制度の廃止についてはなかな

か踏み出そうとしなかったが、教職員組合の

署名等の圧倒的な運動の力と世論の力に押さ

れ、2022年5月に国会で「教育公務員特例法

及び教員免許法の一部を改正する法律案」が

成立し、免許更新制度は実質的に廃止された。

＜研修＞

2011年末確定交渉で県教委は10年研修を１

日削減することを明らかにした。前年度の初

任研に引き続き国の制度である研修を県独自

で削減させたことは大きな成果である。

2012年度からすべての高校で週１回英語で

のディベート・ディスカッション学習を行う

などの「国際人育成プロジェクト」が実施さ

れるのに伴い、2011年度には英語科教員に対

して３回（8～9月、10月、12月）研修が実施

された。しかし、実施時期の連絡が研修の直

前であったことや次年度教職に就くか未定の

常勤講師に研修を課すなどの問題があった。

特に、多くの学校で勤務時間を超える設定に

なっていたことは決して許されるものでな

く、年末確定交渉で追及した結果、県教委は

確定交渉後の研修について勤務時間内におさ

める一定の改善を行った。

教員の研修問題について、和高教は和教組

と合同で年度末に交渉を行ってきた（2019年

度は実施せず）。この間、「国際人育成プロ

ジェクトにおける勤務時間外の研修の是正」

「英語科教員のＴＯＥＩＣ受験強制とペナル

ティー研修撤回」「県教委主催の和歌山教育

実践研究大会における研究発表の押しつけ・

参加の強制反対」「教科等教育法研究事業に

おける研究委員会の設置の強制反対」「初任
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研の日数削減」「教育課程協議会への出席強

制反対」「長期休暇中の自宅研修権の確認」

「県教委の指導訪問における研究授業の押し

つけ反対」等の要求を掲げ、教員の主体的な

研修権を保障するよう強く求めてきた。交渉

での追及もあり、初任研・経験年数対応研修

の日数削減等を実現させてきた。

＜高等学校教科等教育法研究事業＞

2012年3月に行われた研修問題に関する対

県交渉で、09年度に導入された「和歌山県高

等学校教科等教育法研究事業」について、学

校現場への負担、多忙につながるものとなら

ないよう管理職への指導を徹底するよう要求

し、09年度夏期交渉での学校指導課長回答「研

究委員会は既存の教科会議等で対応し、研究

主任については教科主任等で対応してくれて

もよい」ことを引き続き確認した。

また、「このような事業は上から押しつけ

るのではなく、職場の実態に合わせた形にす

るべき。いつまで継続するのか」と追及する

と「いつまでも実施するつもりはない。継続

するのかどうかについては年度ごとに判断し

必要性を感じなくなれば打ち切る」と回答し

た。

この回答にのっとって、各職場では機械的

な研究授業の押しつけを許さず、主体的なと

りくみを追求した結果、職場では以後大きな

混乱につながることはなかった。現在は、こ

の事業は実施されていない。

＜聴講生制度＞

和歌山県教委は2018年度末、2019年1月に

は、「県立高校における聴講生の受け入れに

ついて」を高校現場に突然指示した。様々な

懸念が予想されることや、働き方改革に逆行

しているなど、学校現場では大きな困惑を招

いた。県教委の論理は、「社会に開かれた教

育課程の実現をめざし」というものであった

が、あまりにも拙速すぎる押しつけは、混乱

をまねくだけである。教育課程の編成権は学

校にあり、導入するかしないかは、最終的に

は各学校の判断に任せるべきである。以降、

県教委が一律に各学校に実施を押しつける手

法が多くなり、そのたびに学校現場の反発と

混乱を招くことになる。

なお、聴講生制度については強行されたも

のの、ほとんどの学校で聴講申込者はなく、

制度設計の不備を印象づけることとなった。

（2022年度からは、実施の判断は各学校に任

されることになった。）

＜教育委員会制度＞

中央教育審議会は2013年12月「今後の地方

教育行政の在り方にあたって（答申）」とし

て、首長を教育行政の責任者である執行機関

とする「改革案」と、権限を縮小しながらも

教育委員会を執行機関とする「別案」が併記

された答申を文科大臣に行った。その後の自

公政権内での協議によって、教育委員会を執

行機関として残す一方で首長が任免する教育

長（任期３年）を代表者とするなどとした案

が2014年３月にまとめ、４月から国会審議を

経て、2014年6月、改悪地方教育行政法が参

議院で強行可決され、2015年4月から本格的

に施行された。

和高教は第334回本部委員会で「教育委員

会制度の改悪を許さず、教育の自由と自主性

を守る教育行政の確立とともに、憲法と子ど

もの権利条約の理念を生かした学校づくりを

めざす決議」を採択し、全教が提起した国会

行動への参加、署名「地方教育行政法の『改

正』に反対する請願署名」の集約等のたたか

いを展開した。署名では、職場の奮闘で、組

合員数を上回る筆数を積み上げた。また、和

高教が参加する「民主教育をすすめる和歌山

県民連合」（教育連合）主催の宣伝行動（20

14年5月13日）や講演会（2014年5月15日 講

師・山下晃一氏［神戸大学準教授］）にも積

極的に参加し、改悪法の問題点について学習

を深め、地域に訴えた。

新教育委員会制度は、首長による「大綱」

の策定、首長と教育委員で構成する「総合教

育会議」の新設、首長が任命する任期3年の

「新教育長」の制度（教育委員長は廃止）が

その内容であり、首長による教育行政介入の

しくみをつくり、国による地方教育行政への
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介入を強化する内容となっている。2014年7

月に出された文科省通知には「大綱」の記載

事項に「学校の統廃合、少人数教育の推進」

などが例示され、学力テストの結果公表につ

いても「市町村教育委員会が当該市町村の大

綱に記載してもよいと判断した場合には、大

綱に記載することもありうると考えられる。」

と記述するなど、安倍「教育再生」を具体化

する意図を持った内容をふくんでいる。

しかし、全教・和高教などの運動が反映さ

れた側面もある。先の文科省通知によると、

ア）教育長は教育委員会の意思決定にもとづ

き、事務をつかさどる立場にあることに変わ

りはなく、教育委員会の意思決定に反する事

務執行を行うことはできないとしたこと、イ）

住民に対して開かれた教育行政を推進する観

点から、会議の透明化を図ることにしたこと、

ウ）総合教育会議では、教科書採択、個別の

教職員人事など、特に政治的中立性の要請が

高い事項については、協議題とするべきでは

ないとしたことなどである。

こうした「歯止め」は、すぐ発動されるわ

けではない。地域住民や教職員の運動があっ

て生かされるものである。首長の教育への政

治的介入を許さず、生徒、保護者、地域住民、

教職員の願いを聞き取り、その実現に向けた

教育行政をすすめることを求めるとりくみが

重要である。

和高教では、2015年2月に討議資料『「新

教育委員会制度」について考える～参加と共

同の学校づくりで教育行政の民主化を～』を

作成し、全組合員に配布した。

和高教では、２月の教育連合学習会への参

加や３月に実施した一斉職場集会で教育委員

会制度「改革」の問題点を指摘した資料を配

付するなど学習活動にとりくんだ。

また2014年3月29日に東京で約2700名が集

まって開かれた「安倍『教育再生』ストップ！

憲法を守り、いかそう３・２９全国学習決起

集会」に和高教からも43名が参加し、集会・

パレードを成功させた。

＜英語科教員へのTOEIC受験強制問題＞

2015年１月、県教委は英語を担当する公

立中学・高校の55歳未満の教諭全員への研修

と英語能力試験「TOEIC」の受験義務づけな

どについて記者発表した。

和高教と和教組が行った交渉では、TOEIC

受験強制には何の法的根拠もなく大きな混乱

をもたらすだけであり、英語教育そのものを

歪める恐れがあると訴え、撤回を要求した。

TOEICの受験は強制されたが、交渉では県教

委が説明する導入の根拠の矛盾点を明らかに

した。

＜校内人事の決定方法への介入＞

2014年4月、文科省は校内人事の決定に関

わる全国調査を実施した。調査の内容は校内

人事委員会の有無・校内人事の決定方法・職

員会議での挙手や投票での議決の有無」等を

問うもので、民主的な学校運営を否定するも

のであった。

和高教、和教組は県教委に対して「民主的

な校内人事・学校運営を求める」要請行動を

行った。県教委は「校長も含め、職員全体で

意志疎通をはかることが大切だ。校長の独断

で学校運営が行われるようなことはあっては

ならず、校長が丁寧に思いを説明し、校長・

職員が一丸となってあたってほしい」と回答

した。

2017年12月の県議会において、某高等学校

での校内人事の決定方法が、2014年の文科省

通知「校内人事の決定及び職員会議に係る学

校内の規定等の状況について」に違反してい

るのではないかという質問が、ある県会議員

から出された。発言は学校現場への政治権力

の介入と取られかねない内容であった。しか

し、その発言をうけて県教委は、2014年の文

科省通知の際の組合との確認事項を軽視し、

通知の一面的な解釈に基づく指導を各校校長

に行った。

和高教は、和教組と連名で、これまでの組

合との確認事項を無視した、行き過ぎた指導

に対して、県教委に抗議書を提出した。

2017年度末、校内人事の決定方法が、2014

年の文科省通知「校内人事の決定及び職員会

議に係る学校内の規定等の状況について」に

違反していると、県議会で指摘された。さら

に、6月の県議会でも「職員会議の議決方法」

について同様の指摘がなされた。これをきっ
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かけに、県教委は各学校に強い指導を行い、

大きな混乱を招いた。

和高教は、校長の裁量権を尊重し、教員の

自主的教育権限を尊重すること、民主的な学

校運営を行うこと、学校運営が混乱しないよ

うにすることなどを強く要請した。

＜部活動の在り方＞

2018年3月、文科省は「運動部活動の在り

方に関する総合的なガイドライン」を出した。

これにさきがけ和歌山県では2018年1月に「和

歌山県中学校運動部活動指針」を出し、高等

学校の部活動もこれに準じるとした。

部活動に関しては、「専門外の協議の顧問

をもつのが大変」「生徒数が減っているのに、

クラブの数は変わらず、複数のクラブを掛け

持ちで顧問をしている」など、とくに青年層

からのクラブ指導の負担軽減を訴える声が大

きくなっていた。和高教では、まずは、教職

員の方々の実態を明らかにしようと、2018年

1月から3月にかけて、各校でのクラブ指導に

ついてのアンケート調査を実施した。また、

2018年2月に行われた青年部講座では、「ブ

ラック部活動」の著者として著名な名古屋大

学の内田良先生を講師に招き、クラブ活動の

在り方について考える機会を持ったところ、

未組合員を含む多くの参加者があり、この問

題に対する関心の高さがあらためて明らかに

なった。

2017年度にひきつづき、和高教では部活動

についての学習を深め、2018年9月にアンケ

ート調査をもとにした討議資料「クラブ指導

に関するアンケート『分析と提言』」を高校

民研と合同で作成した。また高校教研におい

て部活動について考える特別分科会を設置

し、学習を深めた。

第五節 「参加と共同の学校づくり」

保護者・地域・他校種との連帯

＜参加と共同の学校づくり＞

2010年代、多忙化や全県一学区の影響もあ

り、「参加と共同の学校づくり」にとりくむ

学校が減ってきた。

2011年度は粉河・和歌山・和歌山東・和歌

山西・陵雲・神島の６校で三者協議会やフォ

ーラムなど「参加と共同の学校づくり」のと

りくみについて、和高教年度末アンケートで

報告があったが、2016年度については、粉河

高校・和歌山高校・きのくに青雲高校の3校

からの報告があったのみである。

そんな「逆風」のなかで、粉河高校は三者

協議会・「ＫＯＫＯ塾」のとりくみを豊かに

発展させている。2016年7月の参議院選挙時

には、「ＫＯＫＯ塾」が呼びかけ団体となっ

て高校生が参加する「和歌山選挙区公開討論

会」を開催し、大きな注目を浴びた。（「Ｋ

ＯＫＯ塾」のとりくみは2021年度で20年目を

迎えた）。

高校と地域との結びつきが希薄になってき

た現在、地域に根ざした「参加と共同の学校

づくり」のとりくみの意義はますます高まっ

ている。国や県も、地域との連携を呼びかけ

るまでになった。新たな高校再編が模索され

ている今、全国の「参加と共同の学校づくり」

の豊かなとりくみ一翼を担った和歌山のとり

くみにあらためて学ぶ機が熟している。

＜コミュニティ・スクール＞

2018年度から和歌山県では、全ての県立学

校にコミュニティ・スクール（学校運営協議

会）が設置されることになった。コミュニテ

ィ・スクールは、外部による学校支配や校長

の意向を受けた学校運営の道具になりかねな

い危険な側面を持っている。和歌山県では、

粉河高校などを中心に「参加と共同の学校作

り」を模索してきた歴史がある。和高教では、

「コミュニティ・スクール設置」を、生徒・

地域・保護者・学校が結びつくチャンスとな

るよう広く呼びかけた。

2017年7月には、和高教は討議資料「『コ

ミュニティ・スクール』と参加と共同の学校

づくり」を作成し、職場からの議論を呼びか

けた。

2020年2月6日には、和高教と県教委で「高
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校教育懇談会」を初めて実施し、「全県一学

区制」および「地域との連携」について、立

場の違いを超えて懇談した。懇談を通じても、

中学校やPTA等と交流し、合意できた部分か

らすすめていくことが、地域に根ざした学校

づくりへの第一歩となることが明らかとなっ

た。

＜教育要求県民集会＞

「民主教育をすすめる和歌山県民連合」（教

育連合）が主催する教育要求県民集会は、毎

年10月に開催され、県民の声を直接県教委に

届ける集会として定着している。

以下、高校関係の発言について記載する。

発言者は教員・保護者・地域関係者などさま

ざまである。2011年は「入寮希望が多い寮の

増築」「高校再編に伴う施設設備の充実」「津

波対策として高台への避難路設置」「就職支

援相談員の配置継続」「高校分校への通学費

補助」。

2012年は「伊都地方の高校再編」「高校生

の就職保障」「定時制高校の補食給食」。

2013年は、「伊都地域の高校再編」「授業料

無償化への所得制限」「定通教育の環境整備」

「高校生の就職保障」。

2014年は「通学費補助制度」「授業料無償

化への所得制限」「定時制補食給食制度」。

回答の中で、自衛隊問題について、県教委が

「国家公務員として高校生の就職先の一つと

考えている」という認識を示したことは重大

な問題である。

2015年は「南部高校龍神分校の寮の問題」

「授業料無償化への所得制限」「定通教育の

環境整備」「高校生の就職保障」について発

言があった。

2016年は「南部高校龍神分校の寮の問題」

「自衛隊への勧誘」「高校の教育費」「全県

一学区制の問題と通学費」について発言があ

った。

2017年は「不登校生徒の問題」「課題を抱

えた子どもの地域での居場所つくり」「全県

一学区制の問題」「有田中央清水分会の存続

の問題」。

2018年は「生徒寮のエアコン等の環境整備」

「高校の全県一区制の弊害について」「KOKO

塾について」。

2019年は、粉河高校定時制課程の閉課が発

表されたこともあり、定時制の必要性を訴え

る発言が多数あった。2019年度から、事前に

提出している要求項目について県教委から文

書回答があったため、発言者からの訴えが十

分に確保できる形となった。ただ、教育長が

出席せず、課題を残すこととなった。このこ

とについては、和高教・和教組の両教組の執

行委員長から教育長に対して、申し入れを行

った。

2020年度は、就職指導環境の改善や定時制

・通信制課程修学奨励金返還免除条件の緩和

を訴えた。また、高校再編に関わって、海南

高校大成校舎PTA役員や粉河高校関係者が「機

械的な統廃合をしないでほしい」「少人数学

級の良さを見直し、個性に合った手厚い学び

の保障を」と発言した。コロナ禍の中での初

めての集会となったが、参加規模を減らしな

がらも、発言の機会を確保することができた。

なお、主催する教育連合については、第2

次安倍政権の発足に伴い、「安倍教育再生」

等、苛烈化する教育への攻撃に対して幅広く

連帯の力で対抗するために、教育基本法連絡

会を発展的に解消し、教育連合に教育闘争を

一本化するべく、2014年4月にあらためて総

会を開催し、組織強化をはかった。これ以後、

学習会や宣伝行動の開催、教育要求県民集会

の要求書論議等について、両教組だけにとど

まらない広範な個人・団体を母体として行う

こととなった。

＜教育・文化のつどい＞

民主的な校内人事に対する攻撃が強まるな

か（第四節 管理強化反対・民主的学校づく

りのたたかい 「校内人事の決定方法への介

入」参照」、主任手当拠出運動にとりくむ意

義は高まっている。和高教は、2010年代も各

支部から選出された主任手当管理委員で構成

する管理委員会の答申に基づき、主任手当拠

出運動にとりくみ、各支部で教育・文化のつ

どいを開催してきた。

2015年度の各支部教育・文化のつどいは、

第76回定期大会における主任手当管理委員会

からの答申にもとづいて、いずれも平和をテ
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ーマにして開催され、県下全体でのべ800名

以上の参加者を集めた。

2017年度からは、つどいをより充実したと

りくみにするために、つどいを開催するため

の支部への還元金を次年度に繰り越し、2年

に1回の開催が可能になった。すべての支部

が開催を予定していた2020年度は、コロナ禍

のため、つどいを開催できなかった。コロナ

禍のなかでのつどいをどのような形で開催す

るか、各支部での議論が続けられている。

〈高大教育懇談会〉

文科省主導の「高大接続改革」（第三節

教育基本法・教育内容改悪反対のたたかい

①教育制度〈高大接続改革〉参照）が進めら

れようとするなか、大学入試制度に矮小化さ

れない高校と大学の連携のあり方を探ること

を期して、和高教が和大職組（和歌山大学教

職員組合）に呼びかけて、「和歌山県高大教

育懇談会」が開催されることになった。

懇談会は計5回開催され、高校教育と大学

教育の実践を交流する貴重な機会となった。

コロナ禍もあり、2020年度末現在は開催さ

れていないが、懇談会で育まれた問題意識を

もとに、教職員組合として高大連携を考える

意義は高まっている。以下に、懇談会での報

告」内容を記す。

第1回（2013年10月31日）

「粉河高校『ＫＯＫＯ塾のとりくみにつ

いて』」

村田和子氏（和歌山大学）

加藤ともこ氏（粉河高校）

第2回（2014年5月22日）

「中高大から見た教育の現状と若者の眼

差し」

阿部英之助氏（和歌山大学）

第3回（2015年2月5日）

「和歌山大学教育学部改革の現在」

越野章史氏（和歌山大学）

「今、なぜ教職大学院が設置されようと

しているのか」

二宮衆一氏（和歌山大学）

第4回（2016年1月21日）

「投票する？しない？－18歳選挙権を」

受けて－」

山入桂吾氏（和歌山北高校）

「大学生の政治的関心を高めるゼミ活動

の試み」

越野章史氏（和歌山大学）

第5回（2017年2月16日）

「2016衆議院和歌山選挙区公開討論会」

わかやま夢スクールのとりくみ

横出加津彦氏（粉河高校）

「主権者教育プログラム『18歳からの一

票』」和大と岸和田市の高校との高大

連携の取り組み

西田喜一氏

（和歌山大学岸和田サテライト

地域連携コーディネーター）

第六節 定通教育
2012年度から、青陵高校と陵雲高校が統合

され、「きのくに青雲高校」が発足した。紀

の川高校、南紀高校とあわせて県内に3つの

拠点校ができた。

2012年8月24日県教委から「海南高校下津

分校と南紀高校すさみ分校の平成２５年度募

集停止」が発表された。両校とも２年続けて

入学者数が募集定員の２０％を下回ったため

であるが、南紀すさみ分校については、８月

２０日県教委と交渉を持った。募集停止を覆

すことはできなかったが、在校生が卒業する

までの教育条件保障を強く要求した

また、伊都高校と紀の川高校の統合準備が

進められている中、紀の川高校では2012年８

月から月１回ペースで県教委と職員、保護者

も含めた話し合いを４回持った。伊都高校と

紀の川高校の両校協議会も１２月に発足し、

両校の代表者と県教委が月１回ペースで話し

合いを持った。

南紀高校通信制の職員数が少なく、学校運

営上支障をきたしていた問題については、県

教委と交渉を重ね、2013年度末人事において

一定の前進は見られたものの、定時制の職員

数の問題も含め、まだまだ課題を残している。

2014年度入学生が最後の生徒になった全日

制の伊都高校と定時制・通信制の紀の川高校

では、在校生の教育条件を守るとともに、20

15年度伊都校地に開校予定の新しい学校（定
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時制・通信制）づくりが大きな課題となり、

統廃合によって生徒の学びにマイナス面が出

たり、教育環境が後退することのないように

とりくんだ。。

定時制・通信制高校には、「働きながら学

ぶ」生徒をはじめ、不登校の経験を持つ、経

済的困窮やDV被害など家庭環境にハンディを

抱えている、発達障害がある、など多様な生

徒が学んでいる。定通部では、数年にわたり

県教委との交渉においてスクールソーシャル

ワーカー（SSW)の配置を求めてきた。その結

果、2013年度、県立学校で初めて紀の川高校

にSSWが配置され、翌2014年には、きのくに

青雲高校と南紀高校に配置された。その後、

全日制の学校にも配置が進んだ。

高校再編では、紀の川高校と全日制の伊都

高校が2015年度から募集停止となり、伊都校

地に伊都中央高校が開校した。

2019年8月30日、県教委は粉河高校定時制

について、2020年3月の生徒募集を最後に以

降は募集を停止、2023年度末に課程を閉じる

と発表した。保護者からは、「少人数の、そ

して夜間の学びの場だからこそ、我が子が不

登校から立ち直れた。同様の課題を抱えた子

どもたちのために、この課程を維持して欲し

い」との意見が出された。和高教本部、第一

支部はそれぞれ、柔軟な学びの場を維持する

こと、関係者・保護者・地域との意見交流を

行うことなどを訴えたが、県教委は募集停止

を決定した。計画の策定後、職場からの強い

要請を受け、担当者が説明のために学校を訪

れた。

2019年9月1日、定通三拠点校（南紀の新宮

学級も含めて４か所）で「社会人を対象とし

た学び直し講座（学びのセーフネット事業）」

が開設された。既存の施設を利用するもので

あったため、和高教は拠点校の教育条件低下

につながることのないよう、専門部交渉等を

通じて県教委に要望を伝えた。

第７節 高校教育研究所の活動
①研究記録・討議資料

2011年8月

『修学旅行ガイド 和歌山から沖縄へ』（1

997年初版を発刊）の改訂版を発行

2012年2月 「本当の学びとは何か」をテ

ーマに授業や特別活動での実践を収録した

『わかやまの高校教育』第20号を発行。

2013年3月

「続『学び』について考える」をテーマに

青年教職員が参加した座談会や高校教研での

レポートを収録した『わかやまの高校教育』

第21号を発行。

2017年7月

討議資料「『コミュニティ・スクール』と

参加と共同の学校づくり」作成

2018年6月

討議資料「クラブ指導に関するアンケート

『分析と提言』～部活動のルールと合意づく

りのため生徒や地域･保護者･関係機関との十

分な論議を！」作成

2018年12月

討議資料「新学習指導要領の批判的検討

～すべての高校生の学び、成長を保障する

高校教育を」作成

②「研究集会・わかやまの教育」でのとりくみ

2011年

横出加津彦氏（粉河分会）による報告「地

域を通して社会を見つめる授業をめざして」

2012年

岡本絵里氏（南部分会） シンポジウム「新

学習指導要領のもとで私たちのめざす学力・

授業づくり」

2013年

有本和夫氏（市海南下津分会）パネラー参

加 シンポジウム「いじめのない安心、安全

な学校・学級づくり」

2014年

岩本茉莉氏（那賀分会）パネラー参加 シ

ンポジウム「青年教師からみた教育、子ども、

教職員」
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2015年

山田和将氏（和歌山東分会）リレートーク

「学力テスト体制を考えよう～学校で子ども

につけるべき力とは何か」

2016年

横出加津彦氏（粉河分会）報告 「高･大･

地域連携のとりくみ～ほんまもんの学びを地

域とともに～」

2017年 講演会参加

二宮衆一氏（和歌山大学）「「資質・能力」

の育成とアクティブ・ラーニングの眩惑を超

えて」

江利川春雄氏（和歌山大学）「新学習指導

要領で激変する英語教育」

2018年

自由討議「真に公教育で身につけるべき学

力とは何か」

2019年

西田博昭氏（海南高校大成校舎育友会[大

成会]元会長）報告「地域に根ざした学校づ

くり」

2020年 コロナ禍で中止

第８節 高校再編問題
2010年代は、生徒数の減少にともない、各

地域で高校再編が実施された。和高教は、「県

立学校の再編については、教育の機会均等や

教育条件整備の観点にもとづき、十分な時間

をかけ、生徒・保護者・教職員・学校関係者

・地域住民との話し合いの場を持ち、意見等

を聞くこと。再編にあたっては、生徒の成長

を保障できるよう教職員数を減らすことな

く、教育条件を低下させないものとすること」

という基本的な立場に立ち、学校現場や地域

・保護者の声を集約しながら、県教委に対し

ては拙速な実施をしないよう、さまざまな機

会を通じて要求し続けた。

「和歌山県立高等学校再編整備第2期（前

期）実施プログラム」にもとづいて、和歌山

北高校と和歌山西高校との統合および和歌山

西高校敷地への特別支援学校新設、青陵高校

と陵雲高校の統合が2012年度から年次進行で

実施された。

2011年5月の夏期交渉では、再編統合当該

校からの教育条件整備を行う決意を示せとの

強い要求に対し、「これからも意見を聞きな

がらやっていきたい」と県教委から回答があ

った。また、年末確定交渉では和歌山北高校

西校舎の施設設備について、「寄宿舎と生徒

ホールについては平成25年度中に完成させ、

順次、格技場・プール・グラウンドの整備を

進める」「すべてのHR教室と特別支援学校と

の共用が見込まれる特別教室等へのエアコン

設置を学校と協議の上検討する」との確認を

得た。以降、夏期交渉・確定交渉の機会を通

じ、確認事項の実施を強く訴え続けた。

2012年8月、南紀高校周参見分校の2013年

度からの募集停止の発表（7月）を受け、県

教委と交渉を行った。交渉では、当該分校の

教職員が直接発言し、生徒数は少ないながら

も、地域の教育ニーズに十分応えている分校

の存続を強く訴えた。募集停止は強行された

が、交渉を通じて、閉校にあたって最後の卒

業生が卒業するまで、教育条件を低下させる

ことのないようにすることを県教委に表明さ

せることにつながった。

2013年10月、県教委は「和歌山県立高等学

校再編整備第2期（後期）実施プログラム」

を発表し、「平成27年度（2015年度）に、伊

都高等学校と紀の川高等学校の生徒の募集を

停止し、生徒一人一人の『夢が実現できる』、

従来の全日制・定時制・通信制高校の概念に

とらわれない、全く新しいタイプの学校を、

伊都高等学校の校地に開校」するとした。

2014年１月21日に高校再編問題に関わる県

教委交渉が行われた（参加者24名）。2013年

度から募集停止となった南紀高校周参見分校

や海南高校下津分校では、県教委の責任にお

いて非常勤講師の確保に努めてほしいとの要

求があった。また、最後まで今の校舎で学び

たいという生徒の意志を尊重して学習環境を

整えてほしいとの要求に、県教委から「学習
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権を最後まで保障する」との回答があった。

古座分会からは、学年１クラスの募集が２年

連続し古座キャンパス（校舎）存続が懸念さ

れることや教員減による持ち時間数増、校舎

修繕の遅れなど厳しい現状について発言があ

った。串本分会からは、古座キャンパスのク

ラス減による教員数減で週20時間の授業を担

当する教員が出ていることや津波対策につい

ての要望が出された。青陵・陵雲両分会から

は、スクールソーシャルワーカーの配置やカ

ウンセリングの充実、定時制通信制それぞれ

への養護教員配置について要望があった。伊

都高校・紀の川高校の再編計画については、

新設校を伊都校地で開始することは移行期に

全日制・定時制・通信制の生徒が入り交じる

ことで混乱が生じる懸念や施設・人員配置な

どについて情報を早くほしいという要求がだ

された。この件について県教委からは「公開

できる情報については積極的に提供していき

たい」との回答を得た。いずれの分会におい

ても切実な課題を抱えており、生徒の学習権

保障のために定数法にとらわれない教職員数

の充実を求める声が強く出された。

「県立高等学校再編整備計画第２期（後期）

実施プログラム」により、紀の川高校と全日

制の伊都高校が2015年度より募集停止とな

り、新たに「伊都中央高校」が伊都校地に開

校した。統合対象校が確定されて以降4年間

にわたり、県教委、紀の川・伊都両校で新校

についての協議を重ねてきたが、定通に通う

生徒の状況や学び直しに向かう気持ちに寄り

添った環境整備や教育課程、そして二つの学

校が併存する移行期に関して、通学する校地

の問題、保健室・図書室の設置および各教諭

の配置などについての措置は不十分なままで

のスタートとなった。

2016年3月に県教委は、「県立高等学校再

高
校
再
編
問
題
交
渉

編整備基本方針（案）」を発表した。その内

容は基本的には、適正規模を示しそれに満た

ない場合は、募集停止や統廃合の対象とする

ものである。和高教は「県立学校の再編につ

いては、教育の機会均等や教育条件整備の観

点にもとづき、十分な時間をかけ、生徒・保

護者・教職員・学校関係者・地域住民との話

し合いの場を持ち、意見等を聞くこと」「再

編にあたっては、生徒の成長を保障できるよ

う教職員数を減らすことなく、教育条件を低

下させないものとすること」を要求し、４月、

県教育委員会へ意見（パブリックコメント）

を提出した。

2016年５月、県教委は2017年度から串本古

座高校古座校舎を募集停止にするとともに、

統合後の串本校舎に普通科３コース（進学コ

ース、グローカルコース、総合コース）を設

け、県内だけでなく全国募集を行うという高

校再編計画を発表した。

地域のセンター的役割を担う古座校舎が2

年後に生徒がいなくなることは、生徒・保護

者・同窓会・地域にとって重大な問題であ

り、この発表が生徒に与えた影響は重大であ

る。子どもの権利条約や主権者教育の観点か

らも、生徒に率直な意見や質問を述べる機会

を保障するとともに、ていねいな説明が必要

であった。また串本校舎の新たなコース制や

教育課程、生徒募集のあり方についても拙速

で、もっと議論が必要であった。

2019年、県教委は、県立粉河高校定時制（以

下、粉河定）の2021年度以降の募集停止およ

び2023年度末の廃課程を9月末に決定した。

また、海南市議会は、6月議会にて、市立海

南下津高校（以下、市海南下津）の2022年度

以降の募集停止および2023年度末の廃校を決

定した。

これらを受け、和高教は、当該支部・分会

と連携をはかりながら、粉河定では、県教委

による説明会を実施させ、市海南下津におい

ては、対海南市教委交渉を行った。双方の場

において、廃止に反対の立場を堅持しつつ、

在籍する生徒達への教育権保障を求めた。

きのくに教育審議会は2020年8月、答申「こ

れからの県立高等学校の在り方について」を

県教委に提出した。県民人口が将来的に大き

く減少し、地域の活力が低下する可能性をふ

まえ、現在29校ある県立全日制高校を20校程

度にし、県内進学・就職の促進（公務・教育
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・医療をはじめとした次世代の地域産業を担

う人材の育成）、一定規模の拠点校における

専門性の高い指導（大学進学・スポーツ・文

化芸術で核となる高校生の育成）を重点的に

行うとしている。また、障害等で支援を必要

とする生徒への適切な教育保障として、高等

特別支援学校新設や「学び直し」に特化した

学級の設置等を挙げている。

この答申をもとに、県教委は今後15年間の

「再編整備実施プログラム（仮称）」を年内

に作成するとした。しかしながら、地方別懇

談会や県議会文教委員会において、答申内容

にたいする懸念や不安・批判が数多く出され

た。和高教もこの間、見解の発表をはじめ、

県議会文教委員会傍聴、和教組と連名での要

求書提出・申し入れ、県教委との懇談、討議

資料作成、地方別懇談会への参加、「『和歌

山の高校教育を考える』全教職員アンケー

ト」、骨子案再考を求める要請署名等にとり

くんだ。また、第354回本部委員会にて「高

校を削減する高校再編計画骨子（案）を撤回

し、地域に根ざした豊かな高校教育の保障を

求める」を決議した。12月9日には教育シン

ポジウム「和歌山の高校教育を考える」（教

育連合主催）に参加し、2021年3月13日には

「『これからの和歌山の高校教育を考える』

意見交流集会」を開催した。

さらに、2021年3月18日には、県教委と意見

交換会も行った。各支部においても、教研で

議論を深め、和教組各支部との懇談にもとり

くんだ。また、那賀地方や日高地方でなどで、

地域住民が連携して「教育を考える会」の発

足につながる動きもあった。

このようなとりくみを続ける中で、県教委

は、根本的な姿勢を変えないながらも、当初

予定していたプログラム案の2020年内の公表

を見送り、「現存32校をできるかぎり存続」

と柔軟な姿勢も見せるにいたった。

教
育
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
和
歌
山
の
高
校
教
育
を
考
え
る
」

第三章 平和・教育・統一戦線

第一節 共同闘争

1989年11月26日、県地評は再生大会を開催

し、闘うローカルセンターとして再生した。

2000年代に入り、新自由主義的「構造改革」

路線がすすめられた。県地評はその中で、「国

民要求実現和歌山県大運動実行委員会」をは

じめ、「消費税反対和歌山県各会連絡会議」、

「和歌山県国民春闘共闘会議」、「和歌山県

社会保障推進協議会」、「安保条約をなくし

平和・民主主義・生活向上をめざす和歌山県

民会議」、「憲法九条を守るわかやま県民の

会」「食料と健康を守り日本農業再建をすす

める和歌山県民会議」、「働くもののいのち

と健康を守る和歌山県センター」等々、様々

な組織の中心的役割を果たした。和高教もそ

の中で大きな役割を果たした。県中央の役員

は勿論、県下8地域でも議長や書記長の任を

担った。

また、2011年3月11日には、未曾有の大地

震「東北大震災」が日本中を震撼させた。大

地震・津波・原発・風評・二次災害と多くの

被害をもたらし、2021年現在でも避難生活を

余儀なくされている。和歌山では2012年から

「福島っ子」として被災に遭った福島の子ど

もたちを招待する取り組みがおこなわれ、和

高教もボランティアとして県内の高校生に参

加を呼びかけた。

県地評・地区労

2020年1月10日「全労連結成・和歌山県地

評再生大会30周年記念 旗開き」が行われた。

全労連結成、また県地評が再生して30周年を

迎えたのである。この30年間、県地評は労働
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者・地域の要求実現のため幅広い団体・市民

との共同、政党支持の自由を踏まえつつ、国

民・住民が主人公の政治を実現するための運

動など様々な奮闘を続けてきた。和高教から

はその運動を支えるために県地評・地区労に

多数の役員を輩出してきた。2020年代に入り

新自由主義を推し進める政治がはびこり、特

に安倍政権が発足してから「大企業優遇」「対

米従属」「9条改憲策動」などがさらに強ま

る中、「戦争法反対」「原発ゼロ」などの集

会運営、署名・宣伝行動、学習会の開催など

様々な活動で共同を強めてきた。その力もあ

り、2020年夏、安倍首相が辞任した。しかし、

後を継いだ管政権は「安倍政権の路線」を継

承するどころか新型コロナ感染拡大への対策

もきわめて不十分で、「国民いじめ」の政治

をさらに強めるものとなっている。和高教は

今後も県地評・地区労へ結集し、幅広い労働

者・市民と共同し、我々の要求を実現する運

動を続けなければならない。

国民要求実現県大運動実行委員会

「いのちとくらしを守る県民会議」を受け

継いだ「軍事費を削って、くらしと福祉・教

育の充実を」国民大運動実行委員会が1980年

に結成され、各地でも大運動地域組織がつく

られ、活動は今日に至っている。

大運動実行委員会は、毎年春に要求を集約

し、9月に対県交渉を実施し、県当局に要求

の実現を迫っている。各地域大運動とともに

県の共通項目と地域の要求を掲げて、県下各

市町村に交渉や要求行動を行った。

2011年は台風12号被災の訴えと、中学校卒

業まで医療費無料や、国民健康保険料の引き

下げ、中小零細企業の振興、農業支援、高校

生の就職保障など。2012年、米軍機オスプレ

イが、沖縄普天間基地に強行配備され、さら

に2013年、当初飛行ルートの予定になかった

「オレンジルート」への飛行が強行された。

国民要求実現和歌山県大運動実行委員会、安

保をなくす県民会議・県地評とともに、県知

事に対し、政府向けに抗議するよう要請した。

2014年は原発をなくし再生可能エネルギー中

心の社会の実現、ＴＰＰ参加反対、中小零細

企業の振興、高校生の就職保障、同和対策事

業の終結、自衛隊の高校生勧誘反対、オスプ

レイの低空飛行禁止等の対県交渉、なおこの

交渉で、これまでの課題となっていた紀北農

芸高校前の通学の迂回路が改修された。

以下が2015年以降のテーマである。

2015年…「『戦争準備』よりもくらし・福

祉の充実を」

2016年…「戦争法廃止、立憲主義・民主主

義を取りもどす」「原発をなく

し再生可能エネルギー中心の社

会の実現」「ＴＰＰ参加反対」

「子どもの医療費の無料化拡大」

「住宅リフォーム助成制度を広

げる」

2017年…「憲法9条を守り、戦争準備に加

担しないこと」「地震・津波対

策、洪水対策の抜本的強化」「原

発をなくし再生可能エネルギー

への転換」「カジノ誘致反対」

「子どもの医療費無料化の拡大」

「ゆきとどいた教育の実現」

2018年…「憲法9条を守り、戦争準備に加

担しないこと」、「地震・津波

対策、洪水対策の抜本的強化」、

「原発をなくし再生可能エネル

ギーへの転換」、「カジノ誘致

反対」、「子どもの医療費無料

化の拡大」、「ゆきとどいた教

育の実現」

2019年…「消費税増税反対」、「社会保障

制度の充実」、「安心して子育

てできる環境整備」、「原発を

なくし再生可能エネルギーへの

転換」、「カジノ誘致反対」等

で対県交渉をおこなった。

2020年…、

和高教は、大運動実行委員会の中心的構成

組織として、各種交渉や要請、労組オルグや

宣伝行動などに積極的にとりくむとともに、

実行委員長をはじめとした役員を派遣して貢

献した。各地実行委員会でも支部・分会が役

員を担い積極的に行動に参加した。
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平和・民主・革新の日本をめざす和歌山県の会（略称・和歌山県革新懇）

この会は、

①日本の経済を国民本位に転換し、暮らしが

豊かになる日本をめざします。

②日本国憲法を生かし、自由と人権、民主主

義が発展する日本をめざします。

③日米安保条約をなくし、非核・非同盟・中

立の日本をめざします。

の３目標を掲げ、革新統一と政治の革新をめ

ざしてひろく懇談の場を持ち、必要な活動を

行うことを目的とする組織で、１９８０年５

月２５日に結成されました。さまざまな思想

・信条・宗教その他の社会的立場の違いをこ

えて、この会の目的に賛同するすべての団体

・個人がひろく参加する自主的で恒常的な懇

談会です。和高教は加盟団体として常任世話

人を出し、会の運営と活動に貢献しています。

年１回例年５月に総会が開催され、取り組

みの総括と運動方針が確認されます。常任世

話人会議は年５回奇数月に開催され、県下各

地での共同の取り組みと時々の情勢の報告、

地域・団体の取り組みの交流が行われます。

この１０年は、２０１１年の東日本大震災

と原子力安全神話の崩壊で始まり、２０１２

年安倍自公政権誕生による改憲策動の強ま

り、社会保障の改悪、消費税増税等により国

民生活との矛盾がいっそう激しくなった時代

でした。革新懇は、進まない震災復興と原発

事故処理、日米軍事同盟強化、憲法改悪等の

課題にたいして解決を追求する学習と活動に

取り組んできました。また、カジノ誘致、メ

ガソーラー、巨大風力発電の問題にも積極的

に取り組んでいます。ゆたかで住みよい和歌

山県をつくる会・大運動実行委員会・自治体

問題研究所と県革新懇が実行委員会を結成し

て２０１１年に初めて開催されたわかやま住

民要求研究集会は、以来年１回開催され、地

域・団体の要求を持ち寄り意見交流が続けら

れています。

このような革新懇の活動は、弛緩し劣化し

た政治と新自由主義で露呈した深刻な問題を

解決する手段としての市民と野党の共闘の大

きな力となっています。

和歌山県県公務員共闘会議

2011年～2020年の10年間は、震災復興財源

確保のための公務員賃金削減、「公務員給与

制度の総合的見直し」、退職金の引き下げ等、

公務員賃金削減攻撃が行われた。「給与制度

の総合的見直し」は、公務員の給与を軒並み

引き下げ、その原資を使って、地域手当の差

別支給や勤務業績に応じた昇給制度（人事評

価制度）を導入するもので、政府主導で各自

治体でも強行された。和高教は、県公務員共

闘会議に結集し、総力をあげてたたかった。

交流集会を開催し人事評価制度の学習会を行

ったり、県庁・市役所前での宣伝行動や県庁

周辺での集会・デモ行進等も行った。また、

毎年、人事院勧告にむけては、近畿公務共闘

に集結し人事院近畿事務局長交渉を行い、県

人事委員会勧告にむけては、県人事委員会と

の課長・局長交渉を行うなど、重層的なとり

くみを展開した。

和高教は、90年の県公務員共闘会議の再生

以来、歴代書記長が公務員共闘の事務局長を

担い、公務労組連絡会が提起する全国的な課

題にとりくみとともに、県内の公務員の労働

条件改善・要求の実現を前進させてきた。

和歌山県高等学校退職教職員協議会（高退協）

高退協としてのこの一〇年間の概略は、次

のとおりであった。

①組織は、現在会員約四百十名。

②高齢者運動・環境問題・社会保障問題な

どへの取り組み。

高齢者運動連絡協議会諸団体ととも

に、活発に取り組んだ。

③親睦活動

＊海外旅行は、旅クラブとして年一回実

施。（韓国・スリランカ・スペイン・

ポルトガルなど）

＊国内旅行は、近畿、四国、中国、北陸、

中部など一泊旅行を実施。（2013年の

東北は2泊）

＊各支部では、新会員歓迎花見会・散策

・ハイキング・ビヤガーデン・忘年会

・新年会など実施。

（注）2020年度は、新型コロナウィルス

感染症拡大のため、支部の一部の

取り組みを除いてすべてが中止に
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なった。

④全国退職者教職員協議会は、年一回の学

習交流集会を開催した。また、その近畿

ブロックでも年一回の学習交流集会を開

催した。

しかし、2020年、本県で行われる予定で

あった近畿ブロック学習交流会は、新型

コロナウィルス感染症危機のため延期と

なった。

ゆたかで住みよい和歌山県をつくる会

「ゆたかで住みよい和歌山県をつくる会（県

つくる会）」では、これまで9回の県知事選

挙をたたかってきた。この間の知事選挙では

残念ながら当選にはいたらなかったが、雑賀

崎沖埋め立てや紀伊丹生川ダム建設中止、子

どもの医療費の小学校入学前までの無料化、

官製談合との決別のための入札制度の改定、

福祉医療制度の存続など、その時々の県政の

問題点を指摘し、直面する県民要求の前進に

大きな成果をあげてきた。

2014年と2018年は、畑中正好氏を推薦して

県知事選をたたかった。県民のいのちとくら

しを守り、医療・福祉・社会保障・教育の充

実をはかる県政の実現と、カジノ誘致反対な

どを訴えたが、当選にはいたらなかった。

和高教は、定期大会・本部委員会決定に基

づき、和高教が加入する「ゆたかで住みよい

和歌山県をつくる会」（県つくる会）と「活

気ある住みよい和歌山市をつくる会」（市つ

くる会）に結集し、教職員や県民の要求実現

をすすめる「要求実現選挙」としてとりくん

だ。結果として、県・市つくる会の擁立した

候補者は敗れはしたが、課題や要求に基づく

一点共闘を政治革新につなげる運動としてす

すめることができた。

第二節 平和・憲法をまもるたたかい

2010年代は、憲法改悪の策動が加速度を増

し、「戦争できる国づくり」が進行する中、

憲法9条を守るわかやま県民の会を中心に「九

条の会」が草の根的に発展した。和高教でも

多くの職場で「職場九条の会」が結成された。

北朝鮮のミサイル発射、中国の度重なる領

海侵犯、中東の緊迫した情勢等を理由に、日

本の軍事費は年々増え続けた。

政府は、2013年に特定秘密保護法、2014年

に集団的自衛権行使容認の閣議決定、2015年

に安保関連法（戦争法）、そして2017年に組

織犯罪処罰法（共謀罪法）を強行採決した。

立憲主義、民主主義、平和主義を蔑ろにする

暴挙である。2017年に安倍首相が憲法9条に

自衛隊を明記したいという発言をして、憲法

改正への策動が続いている。しかし、多くの

改憲反対の国民世論をうけ、国政選挙や地方

選挙では市民と野党の共闘が生まれ、改憲阻

止の運動へと発展してきた。

2017年、国連の核兵器禁止条約交渉会議で

「核兵器禁止条約」が採択され、世界は核兵

器廃絶に向けて大きな一歩を踏み出した。核

兵器禁止条約は、50か国以上が批准したため、

2021年1月22日に発効した。日本政府は条約

に背を向けているが、日本国内の560自治体

（2021年4月14日現在）で「核兵器禁止条約

の調印・批准を日本政府に求める意見書」が

採択されている。2016年から始まった「ヒバ

クシャ国際署名」は2020年末で1370万筆を超

え、2020年からは新たな署名「唯一の戦争被

爆国日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准

を求める署名」が呼びかけられスタートした。

2019年から2020年にわたり、新型コロナウ

イルス感染症が世界的に拡大し、各国とも感

染予防のため出入国禁止等の措置がとられ、

自国優先主義をとる国が多くなった。

２０１１（平成２３）年度

2015年５月21日、憲法を守るわかやま県民の会は、

沖縄の前宜野湾市長伊波洋一氏を招き、「We Love

憲法～五月の風に～」集会を開催、250人の参加

で成功させた。また、毎月九日には「９の日宣伝」

がおこなわれ、共同センターがそれぞれの地域に組

織され、多彩な宣伝活動をおこなっている。この年

での県下の「九条の会」は82、共同センターは県、

地域で9となっている。
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2011年国民平和大行進は東日本大震災支援、原発

ゼロ・自然エネルギーへの転換をアピールする行進

となった。原水爆菌世界大会は長崎で行われ、高校

生も５名参加した。西牟婁では「ピースフェスタ」

が開催され、和高教も中心的役割を担った。日本平

和大会in沖縄には、和高教は山本副委員長を団長と

して派遣した。

２０１２（平成２４）年度

5月19日に「We Love 憲法～五月の風に～」

集会が開催され、200名が参加した。名古屋

大学名誉教授の森秀樹氏が「憲法を巡る新段

階―橋下・維新の会と財界・米国の思惑」と

題して講演を行った。

９月８･９日には九条の会を中心に、全県

地域署名統一行動が行われ、７郡市で252名

が参加、1355筆の署名を集めた。

平和行進は５月８日新宮を出発し、６月４

日の橋本まで県内二八市町村で取り組まれ、

一三八九名が参加した。

原水爆菌世界大会は広島で行われ、高校生

も４名参加した。

また、「戦争展わかやま」（和歌山市）「ピ

ースフェスタ」（西牟婁）「原爆と人間」写

真展（県内七市町二十四カ所）が開催され、

和高教も実行委員団体としてその責を果たし

た。

「福島っ子、和歌山のびのび体験」が開催

され、高校生もボランティアとしてその任を

果たした。

原発関連では、いますぐ「原発ゼロ、11・

11統一行動」（県下７地域、620名参加）「福

島を忘れない、原発ゼロ、和歌山フェスティ

バル」（3月10日、県下各地、一1800名、和

高教60名）、「原発ゼロ・アピールウオーク」

（湯浅）、「原発いらん3･10日高アクション」

（御坊・日高）、「映画バベルの塔」上映（田

辺）、「しんぐう集会としゃぼん玉パレード」

（新宮）など各地で工夫を凝らした多彩な取

り組みがおこなわれ、和高教も大きな役割を

担った。

２０１３（平成２５）年度

2012年末の衆議院議員総選挙における自民

党の単独過半数獲得に続き、7月21日の参院

選の結果、与党に維新の会などの改憲勢力を

加え、改憲議席が2/3を超え、9条改悪に向け

た動きが強まった。和高教は改憲闘争委員会

を組織し、新聞号外「県中央特集号」を発行

するなどの取り組みを展開した。12月6日に

は、特定秘密保護法が国会において強行採決

された。同月２０日には、県の防災訓練への

オスプレイの参加が発表された。防衛省から

の打診に知事が快諾を表明して決定したもの

である。安保をなくす県民会議、県大運動実

特
定
秘
密
保
護
法
反
対

昼
休
み
デ
モ

行委員会、県地評、県原水協等民主団体は、

連名で「南海トラフ地震を想定した防災訓練

にＭＶオスプレイの参加中止を求める申し入

れ」を26日に行った。

9条改悪、戦争ができる国への動きが強ま

る中、様々なとりくみが行われた。5月11日

には、「We Love 憲法～五月の風に～」集会

が孫崎享氏を迎えプラザホープで行われた。

「領土問題と憲法9条―国際紛争の平和的解

決のために」と題した講演に275名が参加し

た。孫崎氏は、日本が集団的自衛権でアメリ

カの戦争に参戦し、防衛費をさらに増額して

ほしいという米国の期待が尖閣における日中

間の緊張の背景であると指摘した。毎月9日

には和歌山市を中心に「9の日宣伝」が行わ

れた。6月の全県一斉署名行動では、県下15

か所で177名が参加し、1074筆が集められた。

原水爆禁止平和行進は、5月8日に北山村を出

発し6月3日の橋本市まで、県下26市町村で行

われ1334名が参加した。8月2日、3日の2日間、

和歌山市民生協組合員ホールにおいて、「戦
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争展わかやま」が開かれ、和高教は実行委員

会団体として役割を担った。8月7日～9日の

長崎での原水爆禁止世界大会には県内より40

名が参加した。10月21日には、国際反戦デー

の流れを受け継ぐ10.21集会が和歌山城西の

丸広場で行われ、200名が参加した。集会で

は、原発ゼロ、消費税増税ストップ、TPP反

対などについての決意表明が行われた。

反原発関連では、震災から3年目を迎えた3

月11日を中心に、原発ゼロ集会が県下各地で

約2500名の参加で行われた。

福
島
を
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い
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２０１４（平成２６）年度

7月1日、安倍内閣により集団的自衛権行使

容認が閣議決定された。和高教本部は緊急ア

ピールを発表し、各支部大会や職場では抗議

集会や抗議打電を行った。10月19日には、前

年末に発表された通り県実施の防災訓練にオ

スプレイが参加した。これに対して、白浜町

平草原公園において反対抗議集会とアピール

行進が行われ約700名が参加した。同日、串

本町潮ノ岬でのオスプレイ離発着訓練抗議行

動にも約90名が参加した。

このような9条改悪、9条無効化に向かう大

きな動きの中、2014年度も様々な取り組みが

行われた。5月17日、「We Love 憲法～五月

の風に～」集会が開かれた。集会では元内閣

官房副長官補佐・柳沢協二氏による「海外で

戦争する国にしない 安倍首相の集団的自衛

権行使容認に異議あり」と題した講演が行わ

れ、387名が参加した。柳沢氏は、憲法違反

の集団的自衛権は必要ないとして「海外で戦

争する国づくり」に向けて動く安倍政権を痛

烈に批判した。10月21日には10.21集会が和

歌山城西の丸広場において「Stop暴走政治！

安倍政権打倒の共同！」を掲げ、約200名の

参加で行われた。御坊市ではオスプレイ飛行

やオレンジルートなどについての学習会が開

催された。「9の日宣伝」も和歌山市を中心

に毎月9日に行われた。11月は署名宣伝行動

が県内11か所で取り組まれた。和高教で新た

に海南、大成高校で9条の会が結成され、合

計13の職場に9条の会が存在することとなっ

た。

原水爆禁止平和行進は5月8日に新宮市を出

発、6月4日のかつらぎ町まで県内26市町村で

行われ1438名が参加した。和高教は実行委員

会団体として積極的に参加した。原水爆禁止

世界大会は8月4日～6日の3日間広島で開催さ

れ、県内より34名が参加した。県下から高校

生5名が全国高校生平和集会に参加し交流し

た。戦争展和歌山は、8月2日～3日にプラザ

ホープで開催された。和高教は実行委員会団

体として役割を担った。

原発をゼロにする県民の会は、毎月11日に

ＪＲ和歌山駅前で行う「イレブン行動」をは

じめ、学習会、映画上映会、自然エネルギー

視察など再生可能エネルギー中心社会を目指

し運動を継続した。東日本大震災から4年目
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を迎え、3月8日を中心に県内各地で原発ゼロ

集会が開かれた。和歌山城西の丸広場会場に

は約1000名が参加した。

国民要求実現県大運動実行委員会は、9月4

日、原発なくし再生可能エネルギー中心の社

会実現、自衛隊の高校生勧誘反対、オスプレ

イの低空飛行禁止等の県民要求を掲げて対県

交渉を行った。和高教の4名を含む125名が参

加した。

オ
ス
プ
レ
イ
飛
行

反
対
集
会

串
本
町

２０１５（平成２７）年度

5月14日、安倍政権は集団的自衛権の行使

を可能にし、海外で戦争する道を開く憲法違

反の「戦争法案」を閣議決定し、翌日5月15

日に国会に提出した。和高教は「戦争立法に

反対する共同闘争本部」に結集し、抗議はが

き・賛同ポスター・ステッカー・プラスター

街頭宣伝・宣伝カー運行・駅頭宣伝などのさ

まざまな運動にとりくんだ。

7月12日には、和歌山弁護士会主催で「憲

法違反の『安保法制』に反対する和歌山大集

会＆パレード」が和歌山市で開催され、県下

全域から2500人の参加者が和歌山城西の丸広

場に集まった（和高教から家族も含め100名

が参加）。

7月15日、衆議院平和安全法制特別委員会

において、「戦争法案」の採決が強行された。

和高教は7月16日に抗議声明を出して、たた

かいの意志を表明した。

9月19日、参議院本会議で「戦争法案」が

強行「採決」された。この強行「採決」後に

和歌山城西の丸広場で開催された「戦争法絶

対許さないぞ！9･23集会」に参加し、県内か

ら集まった参加者とともに戦争法に反対して

たたかう決意をかためあった。

「戦争法」成立以降も、「憲法9条を守る

和歌山県民の会」（「県民の会」）の第9回全

県一斉署名宣伝行動（11月）・「9の日宣伝」

（毎月9日）・「戦争法廃止19行動」（毎月19

日）のとりくみ、弁護士9条の会の「ランチ

タイムデモ」、「県民の会」等による毎週金

曜日の「プラスター宣伝」などの共同の行動

に積極的にとりくんだ。「戦後７０年平和の

とりくみ」の一つとして「全教職員平和アン

ケート」を実施した。アンケート結果からは、

戦後の日本の平和を支えてきた憲法への強い

信頼や、多忙化・管理強化がすすむ教育現場

への切実な危機感も明らかになり、今後の運

動を進めていくうえで大きな確信となった。

また、「戦争法反対」の運動の中で、高校職

場での「9条の会」は、14職場となった。20

16年3月3日には「和高教『３・３平和の日』交流

集会～戦後70年から憲法制定70年へと引き継

ぐとりくみ～」を開催し、約５０名の参加者を集め

た。

全教が主催した「『オール沖縄』闘争への

連帯・支援・学習ツアー」（7月25日～27日

・全国で65人が参加）に、和高教から青年部

1名を含む3名が参加した。その後、２月に行

われた和高教春闘討論集会のシンポジウムで

パネラーとして現地沖縄の実態を訴えるな

ど、沖縄の問題を共有した。

和
高
教
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流
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4月25日、NPT再検討会議和歌山代表派遣団

11名が「核兵器の全面禁止アピール署名」を

携えてニューヨークにむけて出発し、5月1日

に帰国するまで、現地での署名・アピール行

動等にとりくんだ。

原水爆禁止平和行進が、5月6日の新宮市

を出発点にして、6月6日の九度山町・高野町

二
〇
一
五
年
度
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まで県内すべての30市町村で行われた。県下

で1531名が参加し、和高教も実行委員団体と

して積極的に参加した。

また、原発ゼロのとりくみとして、和高教

は「原発をゼロにする和歌山県民の会」に結

集し、毎月11日のＪＲ和歌山駅前宣伝行動（イ

レブン行動）、学習会、映画上映会、自然エ

ネルギー視察など、原発をなくし、再生可能

エネルギー中心の社会をめざした運動を継続

的に行っている。

東日本大震災から5年目となる2016年3月13

日、県内各地で原発ゼロ集会が行われ、和高

教からも多数参加した。和歌山城西の丸広場

では、「フクシマを忘れない！ 原発ゼロへ

和歌山アクションが催され約600名が参加し

た。集会では、福島県浪江町で牛を育てる「希

望の牧場・ふくしま」代表の吉沢正巳氏が福

島の現状を訴えた。

２０１６（平成２８）年度

2016年安保法制（戦争法）が施行された。

そして11月15日、安倍内閣は南スーダンの国

連平和維持活動（PKO）に派遣する陸上自衛

隊の部隊に、安全保障関連法にもとづく新任

務「駆けつけ警護」を付与することなどを盛

り込んだ実施計画を閣議決定し、命令を出し

たが、現地南スーダンの治安の悪化により自

衛隊の部隊を5月末で撤退せざるをえない状

況となった。

「戦争法」が強行可決されて以降も、改憲

反対の世論はさらに高まった。 和高教は、

「HAPPY BIRTHDAY憲法in Wakayama」（5月3

日、和歌山城西の丸広場）、安保関連法（戦

争法）成立１年後の9月19日、和歌山城西の

丸広場で「採決強行から１年 違憲立法・安

全保障法制（戦争法）ただちに廃止！和歌山

アピール行動」など、戦争法廃止・改憲阻止

の運動に積極的に参加した。また、「19行動」

・「9の日宣伝」などの継続的な宣伝行動に

も参加した。

11月5日には全教主催の「子どもたち、若

者を戦場に送るな！憲法改悪阻止 国民の思

想・信条の自由、言論・表現の自由、子ども

と教育を守る11.5大集会」へ和高教から25名

が参加した。

核兵器廃絶に向けて毎年行われている原水

爆禁止平和行進が、5月9日の新宮市を出発点

にして、6月6日のかつらぎ町まで県内すべて

の30市町村で行われた。県内で1370名が参加

し、和高教も実行委員団体として積極的に参

加した。

12月、米海兵隊のオスプレイが名護市の海

岸に墜落した。米軍は、事故後わずか６日で

オスプレイの訓練を再開し、3週間余りで空

中給油の訓練も再開したが､政府はいずれも

「理解する」と表明した。住民の安全よりも

米軍の都合を優先させるという、民主主義を

否定した新基地建設に反対し、米軍基地撤去

をめざすたたかいに和高教も全教や「安保県

民会議」に結集してとりくんだ。

2016年10月16日、刈羽崎原発の再稼働が争

点となった新潟県知事選挙において、「現状

での再稼働は認められない」と主張する米山

隆一氏が当選。安倍政権の原発政策を疑問視

する世論を反映した結果となった。

大震災から6年目となる2017年3月11日を中

心に、県内各地で原発ゼロ集会が行われ、約

1000名が参加した。和歌山城西の丸広場では

「フクシマを忘れない！原発ゼロへ和歌山ア

クション2017」が開催された。3･11原発事故

の時、双葉高校に勤務していた松本佳充氏に

よる「福島からの報告」のあと、パレード行

動に移った。
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２０１７（平成２９）年度

2017年5月3日の憲法記念日に安倍首相が、

2020年度までに憲法9条に自衛隊を明記した

いと発言した。国民世論をうけ、全国で「安

倍9条改憲NO！全国市民アクション」が発足

し、有権者過半数をめざす「安倍9条改憲NO！

憲法を生かす全国統一署名」（3000万人署名）

が提起され、全国で旺盛な署名運動が開始さ

れた。

和歌山では、2017年6月30日に「戦争を許

さない・9条壊すな！総がかり行動実行委員

会学習会」が県民文化会館で行われ、総がか

り行動実行委員会共同代表の福山真劫氏が講

演をした。また、憲法会議代表幹事の川村俊

夫氏を招いての「アベ改憲阻止チューター養

成講座」が7月15日に西牟婁教育会館、7月16

日に和歌山市勤労者総合センターで行われ

た。9月17日には和歌山市中央コミュニティ

センターに各地域の九条の会・市民団体・労

働組合の代表者等が集まり「全国意思統一集

会」が開かれ、全労連議長の小田川義和氏の

話の後、改憲阻止に向けたとりくみをすすめ

ることが確認された。11月3日には汀公園で

「安倍9条改憲NO!わかやまアクション」が行

われ、集会後デモ行進を行った。

和高教は「19行動」・「9の日宣伝」などの

継続的な宣伝行動をはじめ戦争法廃止・改憲

阻止の運動に積極的に参加してきた。2018年

1月の第345回本部委員会では「『安倍9条改

憲NO！憲法を生かす全国統一署名』（3000万

人署名）に取り組む決議」を行い、各分会に

対しては春闘憲法オルグを実施して、憲法を

まもり・いかすことの大切さを訴えた。

2017年5月3日に和歌山城西の丸広場で「Ha

ppyBirthday憲法in Wakayama」が開催された。

5月13日にはプラザホープで「We Love 憲法

～五月の風に～」集会が開催され、元朝日新

聞記者の伊藤千尋氏の講演「憲法を生かす世

界の人々」があった。

2017年7月29日、30日には「2017平和のた

めの戦争展わかやま」がプラザホープで開催

された。奇跡的に残された日本軍の資料をも

とにした調査で発見された和歌山市内にある

迫撃砲の陣地跡や御坊市のトーチカなど、県

内に残る戦跡の資料が展示されたほか、終戦

間際の和歌山大空襲、串本町で建造され米国

の水爆実験で被ばくした第五福竜丸の資料、

沖縄県の戦争の歴史や基地問題を巡り政府と

対立する現状などを紹介した展示も行われ

た。また、元沖縄平和ネットワーク代表の村

上有慶氏の講演「沖縄から日本をみよう」が

あり、基地問題に揺れる沖縄県の様子が詳し

く説明された。

原水爆禁止平和行進は、2017年5月8日に新

宮市を出発し、6月5日のかつらぎ町まで県内

すべての30市町村で行われた。県内で1342名

が行進に参加した。

原発については、電力不足でない状況のもと、

川内原発、伊方原発、高浜原発が相次いで再

稼働した。住民の原発再稼働に対する不安は

大きく、各地で原発反対運動が盛り上がって

いる。2017年12月13日、広島高裁は、四国電

力に伊方原発の運転差し止めを命じる判決を

出した。

また、関西電力によると原発がこのまま稼

働した場合、発生する使用済み核燃料で、高

浜・大飯原発の核燃料プールは約7年で満杯

になる見通しである。福井県の西川知事は、

大飯原発の再稼働を認める際に、中間貯蔵施

設の県外立地の具体化を条件にあげた。和歌

山県でも御坊市や白浜町日置川が中間貯蔵施

設の候補地にあげられている。

大震災から7年目となる3月11日を中心に、

県内各地で原発ゼロ集会が行われた。和歌山

市勤労者総合センターでは「フクシマを忘れ

ない！原発ゼロへ和歌山アクション2018」が

開催された。フリーライターの吉田千亜氏の

講演「その後の福島～なぜ原発事故は終わら

ないのか」の後、サウンドデモが行われた。
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沖縄では、名護市辺野古における海兵隊の

新基地建設をはじめ、東村高江ではオスプレ

イ着陸帯、伊江島でもF35戦闘機着陸帯の建

設が、住民の声を無視してすすめられている。

12月23日、第7回わかやま住民要求研究集

会がプラザホープで開催された。立教大学名

誉教授の浅井春夫氏の講演「こども・若者の

貧困 解決への道」があり、その後4つの分

科会に分かれてレポートにもとづく討論が行

われた。

2017年10月22日の衆議院選挙では、自民党

が得た得票数は、小選挙区で全有権者の25%、

比例代表では17.5%にすぎないが、全議席の6

1%を獲得した。これは民意を反映しない選挙

制度である。また小池都知事は、選挙前に「希

望の党」を立ち上げ、それに民進党が合流し、

市民と野党が作り上げてきた共闘を分断しよ

うとした。これに対して市民と野党の共闘を

継続・発展させる努力が粘り強く続き、共闘

勢力が改選前を大きく上回る議席を確保し、

その後の闘いに展望を示した。

２０１８（平成３０）年度

2018年5月3日には和歌山城西の丸広場で「H

appyBirthday憲法in Wakayama」が開催され

た。5月19日にはプラザホープで「We Love

憲法～五月の風に～」集会が開催され、一橋

大学名誉教授の渡辺治氏の講演「かつてない

市民と野党の共同で安倍改憲にNOを!!」があ

り、集会後JR和歌山駅までデモ行進を行った。

11月30日、海南市で開催された「未来をひ

らく教育のつどい（県教研）」の全体会では

弁護士・伊藤真氏の記念講演「今、知ってお

きたい日本国憲法～特に教育関係者に必要な

視点～」が行われた。

2019年1月19日「危ないぞ！みんなで止め

よう安倍改憲1･19和歌山県民のつどい」が和

歌山県民文化会館大ホールで開催され、「芸

人９条の会」の桂文福さんの落語と慶応大学

名誉教授の小林節氏の講演「安倍壊憲をなぜ

阻止しなければならないか」が行われた。

原水爆禁止平和行進が、2018年5月8日に新

宮市を出発し、6月5日のかつらぎ町まで県内

すべての30市町村で行われた。県内で1219名

が行進に参加した。和高教も各市町村の平和

行進に積極的に参加した。また、「ヒバクシ

ャ国際署名」を推進し、日本政府が核兵器禁

止条約に調印・批准するよう求める運動に粘

り強くまれた。

7月28日、29日には「2018平和のための戦

争展わかやま」がプラザホープで開催され、

柳澤協二氏（元内閣官房副長官補）の講演「戦

争危機の時に考える平和の道筋」が行われた。

11月3日、4日の全教主催「被災地を見る・

歩く・考える」行動に2名の組合員が参加し、

青年講座や和高教新聞で被災地の現状を報告

した。

3月10日和歌山市南コミュニティセンター

で「フクシマを忘れない！原発ゼロへ和歌山

アクション2019」が開催された。福島原発事

故で避難を余儀なくされた青田勝彦・青田惠

子夫妻の講演「故郷、フクシマに想いを寄せ

て」が行われた。

全教の呼びかけに応じて9月の沖縄県知事

選挙の支援にも参加し、9月12日に行われた

「沖縄連帯集会」で報告し、辺野古新基地建

設に反対する玉城デニー氏の当選に貢献し

た。

9月24日には、沖縄に連帯するため「沖縄

フェスタ」がビッグ愛にて開催された。850

名という参加者で盛大に盛り上がった。和高

教も出店し「沖縄ガイドブック」などを販売

した。10月6日には「米軍が最も恐れた男

～その名はカメジロー～」の上映が行われた。

また、2月24日の沖縄県民投票では、名護

市辺野古の新基地建設に反対の声が投票総数

の7割を超えた。県知事選、県民投票の2度に

わたる沖縄県民の意思を無視して辺野古埋め

立てを強行している。

10月7日、第8回わかやま住民要求研究集会

がプラザホープで開催された。京都大学大学

院教授の岡田知弘氏の講演「いま自治体に求

められること－地方自治と地域経済の発達の

ために」が行われた。

2018年、和歌山県政に大きな影響を及ぼす

和歌山県知事・和歌山市長選挙がおこなわれ

た。和高教は、「ゆたかで住みよい和歌山県

をつくる会」（県つくる会）と「活気ある住

みよい和歌山市をつくる会」（市つくる会）

に結集し、教職員や県民の要求実現をすすめ

る「要求実現選挙」としてとりくんだ。結果

として、県・市つくる会の擁立した候補者は

敗れはしたが、課題や要求に基づく一点共闘
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を政治革新につなげる運動としてすすめるこ とができた。

２０１９（平成３１・令和１）年度

全教の呼びかけに応じて、改憲阻止のため

の中央行動、学習交流集会等に積極的に参加

した。また、「憲法9条を守るわかやま県民

の会」に結集し、「9の日宣伝」などの継続

的な宣伝行動をはじめ、戦争法廃止・改憲阻

止の運動に積極的に参加した。5月3日には和

歌山城西の丸広場で「HappyBirthDay憲法in

Wakayama2019」、9月18日にはわかちか広場

で「戦争法施行4年怒りの19行動」、9月20日

にはプラザホープで石川康宏氏（神戸女学院

大学教授）の講演「憲法どおりの日本を作ろ

う」、10月15日には県民文化会館で飯田光徳

氏（日本コリア協会大阪理事長）を招いての

憲法学習会「日韓問題の本質とは！～安倍政

権の日韓対応のねらいは何か～」が行われる

等、県内各地で改憲阻止に向けた行動や学習

会が行われた。3月1日には「安倍9条改憲NO！

の大きなうねりを！地域・団体 学習交流集

会」が和歌山市中央コミュニティセンターで

開催された。憲法会議代表幹事の川村俊夫氏

の講演「安倍9条改憲阻止に向け、新署名の

とりくみを」が行われ、新署名「安倍9条改

憲NO！改憲発議に反対する全国緊急署名」に

とりくむ方針が確認された。

原水爆禁止平和行進は、5月7日に橋本市を

出発し、6月6日の新宮市まで県内すべての30

市町村で行われた。県内での行進参加者数は

1236名で、和高教も各市町村の平和行進に積

極的に参加した。また、「ヒバクシャ国際署

名」に引き続きとりくんだ。8月に広島で開

催された原水爆禁止世界大会には西牟婁から

2名の高校生が校内で集めた署名800筆を携え

参加した。

「原発をゼロにする和歌山県民の会」が行

うJR和歌山駅前宣伝行動（イレブン行動）な

どに積極的に参加し、原発をなくし、再生可

能エネルギー中心の社会をめざす運動を継続

的に行った。11月2日、3日の全教主催「被災

地を見る・歩く・考える」行動には2名の組

合員が参加しフクシマの現状を学習してき

た。また、11月27日には高校会館で学習会が

あり、和田武氏（元日本環境学会会長）の講

演「原発ゼロ・再生可能エネルギー100％の

社会をめざして！」が行われた。3月には「福

島を忘れない！原発ゼロへ和歌山アクション

集会2020」が計画されたが 新型コロナウイ

ルス感染症拡大のため中止となった。

和高教は、全教や「安保県民会議」に結集

し、沖縄辺野古新基地建設に反対し、米軍基

地撤去をめざすたたかいにとりくんでいる。

2019年5月18日に和歌山市民会館で開催され

た「We Love 憲法～五月の風に～」では、稲

嶺進氏（前名護市長・オール沖縄協同代表）

の講演「沖縄はあきらめない！－沖縄県民は

なぜ辺野古新基地建設に抗うのか－」が行わ

れた。また、12月1日～3日に行われた県地評

主催の沖縄戦跡基地めぐりにも参加した。

自衛隊の学校行事への介入や地方自治体の

生徒情報提供等の自衛隊問題が顕在化してい

る現状を踏まえ、和高教新聞で「高校生の自

衛隊勧誘問題」を特集として取り上げ4回に

分けて連載した。

２０２０（令和２）年度

新型コロナウイルス感染症拡大のため、「H

appyBirthDay憲法in Wakayama」「We Love

憲法～五月の風に～」「平和のための戦争展

わかやま」等、多くの集会が中止となった。

また、4月から5月にかけてニューヨークで開

催される核不拡散条約（NPT）再検討会議に

あわせて行われる予定であった原水禁世界大

会に代表者を送る計画を立てていたが、会議

の延期に伴い、中止となった。平和行進も例

年のような集会・行進は行わず、宣伝カーに

より行われた。8月に広島・長崎で行われて

きた原水禁世界大会も縮小して行われ、オン

ラインで中継された。そんな中でも､9月18日

にわかちか広場で「戦争させない・9条壊す

な！怒りの和歌山共同行動」、3月14日に「福

島を忘れない！原発ゼロへ和歌山アクション

集会2021」が開催された。

2017年に国連で採択された「核兵器廃止条

約」は、50か国が批准したため2021年1月22

日に発効した。2020年12月には新署名「日本

政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める

署名」が呼びかけられスタートした。
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第四章 組織・専門部

第一節 和高教の組織の発展と課題

（１）学校運営・民主的学校づくりへの攻撃

2014年、安倍政権により内閣人事局ができ、

忖度政治がより一層広がり、教育の自由や独

立性、学校現場の主体性などを無視したトッ

プダウン的施策が増えた。同年には地教行法

をかえ、教育への政治介入をすすめる総合教

育会議（知事が主宰)が発足した。

さらに、文部省から職員会議の在り方や校内

人事の決め方についての通知がでた。

和高教は通知の具体化を阻止すべく、県教

委交渉で困難をのりこえたが、4年後、県議

会で某高校の推薦投票用紙がとりあげられ

た。県教委は議会などの圧力をうけ、「法的

には問題ない」としながらも「不適切」とし

て、通知に基づき長年の民主的学校運営に対

して指導してきた。通知の具体化は、ものい

わぬ教職員を増やし、学校運営にも悪影響を

もたらしている。通知の廃止とともに、直接

責任制を具体化すべく、教職員の意向を十分

反映させるように、職場を基礎にしたたたか

いで民主的学校をつくることが求められる。

（２）組織財政検討委員会

生徒数減による教職員数の減少とともに、

「団塊の世代」の退職により多くの組合員が

退職した。和高教は組合員数の減少を止め増

勢に転じるべく、2012年度に組織財政検討委

員会（委員長 打井幹人氏）を発足させ、８

回にわたる会議を経て答申が発表された。

答申では、専従・書記体制、旅費規定、活

動内容、支部活動の援助などの見直しと、原

則的職場活動、組合員拡大等、和高教運動を

支える組織強化と財政問題について記され

た。

和高教は、答申をふまえた運動の見直しと

ともに、全教共済などの活用をすすめた。

組織拡大では、「明日の教師塾」はじめ、

本部・支部・分会段階での青年層拡大に力点

をおいたとりくみ、少数職種教職員の要求を

大切にした多彩な運動をすすめた。しかし、

退職組合員が多いなか、全体としてそれを補

うようにすすんでいるとはいえない。

組織の強化拡大をめざし、原則的職場活動

（定例会・職場会・職場新聞・校長交渉・レ

ク・教研等）を重視し、見える組合運動を訴

えた。しかし、通学区撤廃や特色ある学校づ

くりなどの競争主義的教育環境が多忙化を深

刻にし、活動を困難にしている。組合運動の

基本を大切にしつつ、情勢や実態をふまえた

和高教運動を創造していくことが求められ

る。

（３）日高教と全教の「一体化」問題

2011年、日高教執行部より組織財政検討委

員会答申に基づいて、組合員の減少にともな

う財政問題への対応と、小中高大を見通した

教育と校種間の連携強化という理由で、日高

教を発展解消し、財政面と運動面で全教と「一

体化」する旨の提案があった。

和高教は、旧日高教・近高連・三高連・新

日高教・高校組織懇談会など、高校戦線の統

一をめざした高教組運動の経緯と、和高教が

担ってきた役割をふまえ、以下の点で反対討

論を行った。第一に、組合運動の原点である

要求について議論しやすく、かつ要求の一致

しやすい組織としての各高教組や日高教の役

割がある中で、「一体化」は高校の要求や課

題を薄めてしまうこと、第二に、小中高大を

見通した教育や校種間の連携は「一体化」と

関係なく進められることを主張した。

このような中で、「一体化」が日高教・全

教の組織強化につながるのかどうか、財政状

況が安定したら日高教を復活させてはどう

か、校種別全国組織も視野に検討してはどう

かなど、2年半にわたり、終始反対の立場で

討論してきた。和高教以外の組織は、一体化

は財政事情からやむをえないとしつつ、高校

の要求が薄まらないことを訴える意見が多か

った。

和高教は、常任執行委員会、定期大会、本

部委員会、執行委員会、支部長分会長会議な
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ど で中央や近

畿での討論の

経過報告とと

もに「一体化」

について論議

してきた。

和高教は、2

014年 2月の日

高教定期大会

と全教定期大

会で反対票を

投じた。結果

として、全教

・日高教の「一
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東
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成多数で可決された。

2014年度から、高校組織代表者会議が毎年

１回行われ、高校組織懇談会が活動している

が、高校独自の活動が減り、高校の要求や課

題が薄まるなど、高教組運動に少なからず影

響がでている。高大接続改革、高校無償化、

高校教職員定数、少人数学級、高校再編統廃

合、就職保障、新自由主義的「高校改革」が

押し寄せてきている中、高校独自課題に対処

していくため、全国高校組織や高教組運動の

在り方を検討していくことが求められる。

第二節 専門部のたたかい

一 青年部
（１）青年教職員の生活・権利の向上および民主教育・平和教育の確立をめざす

とりくみ

毎年、春から夏にかけて青年教職員対象の

アンケートにとりくみ、そこに寄せられた声

をもとに執行部を中心に議論し、夏に行われ

る県教委交渉の要求書を作成している。アン

ケートについては、内容を大幅に見直したり

（2017年度）、ＷＥＢアンケートを実施する

（2020年度）など、情勢に合わせたとりくみ

を模索している。アンケートには、比較的多

くの声が寄せられるが、その結果を総括し、

青年部員全体にフィードバックするというこ

とができていない。

経験のないクラブ顧問や、ICT担当を任さ

れることが多い多忙な青年教職員がおかれて

いる状況を反映して、新たな要求も生まれて

いる。「クラブ顧問の自己負担（審判取得料

・協会加盟料等）の公費負担実現」「ICT環

境の充実」「少人数学級の実現」「多忙解消」

「部活動手当の切り下げ反対」「講師経験に

よる採用試験の負担軽減」等。また、臨時教

職員の要求も要求書の中で重点をおいて取り

上げている。これらの要求は、青年部の交渉

で取り上げられた後、秋の確定交渉へと引き

継がれ、特に臨時教職員の要求は、2010年代

後半から大きく前進している。

要求書の作成と交渉は、和教組と合同で行

われているが、近年は実際に両教組の執行部

が集まって協議するという機会を持てていな

い。また、交渉の参加者については、夏休み

の短縮・多忙化（交渉は教員採用２次試験後、

8月下旬に行われることが多い）とも相まっ

て、参加者数の確保が課題であり、実質的に

執行部中心の運営となっている。交渉の進行

は、毎回、和高教青年部長が担当している。

青年部にとっては、主体的に交渉を進行・運

営できる貴重な機会となっている。交渉を経

験する青年部員を一人でも多く増やすことが

求められている。

（２）教育文化活動

青年教職員ひとりひとりの思いや悩みを共

有し、教育的力量の向上につなげることを目

的とした宿泊行事である「青年部教研」（青

年部教育研究集会）は、主に11月下旬に「湯

処むろべ」で行われている。2012年度と2018

年度は全教近畿ブロック青年教職員交流集会
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を開催県として運営したため、青年部教研は

実施していない。

特徴的な青年部教研として、51名の参加者

が集まった2013年度の第26回教研【フリージ

ャーナリストの久保田弘信氏による講演「報

久
保
田
弘
信
氏
を
迎
え
て

青
年
部
教
研

道されない真実～シリアの現状～」と健康講

座・グループ別交流「各学校の特色あるとり

くみ」】や、白浜町の海岸でフィールドワー

ク「磯観察」を行った2014年度の第29回教研、

コロナ禍の中で初めてオンライン・対面のハ

イブリッド方式で行われた2020年度の第32回

教研【パネルディスカッション「ＬＨＲを通

した学級経営」】などがあげられる。

他の青年部行事と同じく、参加者の数が減

少傾向にある。チラシを工夫したり、ＳＮＳ

で告知したりする等、参加者層を広げるとり

くみを模索している。情勢に合わせた告知方

法、青年教職員の学びのニーズをとらえたテ

ーマ設定が求められている。また、コロナ禍

のなか、2020年度は宿泊での青年部教研を実

施できなかった。

（3）組織の強化と拡大をはかるとりくみ

組織拡大

を目的とし

てとりくん

でいる宣伝

行動は、辞

令交付式宣

伝 行 動 （ 4

月1日）と、

教員採用２

次試験宣伝

行動（８月

下旬）であ

る。いずれ

も和教組と

合同で執行

部を中心にとりくんでいる。辞令交付式宣伝

行動では、組合加入パンフレットや総合共済

加入案内チラシ等を配布し、花束を渡してい

る。また、教員採用２次試験宣伝行動では、

教員採用試験に関するアンケート等を配布

し、声を集めた。いずれの行動も、コロナ禍

によって2020年度は実施できていない。また、

2019年度の教員採用試験２次試験宣伝行動に

ついても、全国教研参加の日程調整のため実

施できなかった。

青年部の情宣活動として青年部ニュース

「ファイト！」の発行にとりくんできたが、

2015年度以降は発行できていない。職場でも

機関紙活動が低調になっている。組合文化の

和
高
教
加
入
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
用
写
真
撮
影

継承という意味でも、情勢に合わせた工夫し

た情宣活動が求められている。

組織強化を目的とした学習活動として、青

年部教研と並ぶ宿泊行事「青年講座」にとり

くんでいる。時期は2月下旬から3月上旬にか

けて、「湯処むろべ」を主な会場として開催

している。特徴的な講座として、那智勝浦町

の「サンかつうら」（現在は「サンライズか

つうら」）で行った2014年度の第30回講座【岩

﨑孝穂書記次長による講演「DOUNARU人事評

価・教職員賃金」】や、名古屋大学教授の内

田良氏を招いての講演「学校の日常を『見え

る化』する」を実施し、43名の参加者を集め

た2017年度の第32回講座【他に紀北農芸分会

の大野哲輝先生による報告『ゆいま～る沖縄』

と南部分会の竹田茜先生による報告『福島を

見る・歩く・考える行動』】などがあげられ

る。2020年度は、コロナ禍により、青年部教

第
二
支
部
青
年
教
職
員
交
流
会
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研と合体してハイブリッド方式による開催と

なった。

臨時教職員の組合員拡大と次世代の組合員

拡大をねらいとして、和高教青年部行事とし

て2007年度より教員採用試験対策講座「あす

の教師塾」を開催していたが、近年は和高教

・和教組のそれぞれの本部が運営母体となっ

たとりくみとなっている。

2019年度は新たなとりくみとして、青年部

ライングループの開設と、分会青年部活動補

助制度を立ち上げた。ライングループへの登

録は徐々に増えているが、コロナ禍で、告知

すべき行事そのものの開催が企画できないこ

とともあり、活用が広がっているとはいえな

い。また補助制度も、コロナ禍の影響を受け、

分会青年部活動そのものの開催が難しくなっ

ており、十分には機能していないのが実情で

ある。

（4）スポーツ・レクリエーション活動

青年部定期大会（例年であれば6月下旬～7

月上旬に開催）後に、高校会館4階でビアガ

ーデンを開催し、青年部の交流をはかってき

た。2019年度は、久しぶりに高校会館屋上で

「スカイビアガーデン」を開催した。七輪を

持ち込んでのバーベキューも行い、大いに交

流を深めることができた。また、青年部教研

の開催に合わせてスポーツ活動も行うことも

あり、親睦を深めた。

（5）広範囲な青年の連帯の輪を広げる活動

全教近畿ブロック青年教職員交流集会や、

集会の運営会議（主に青年部長が参加）への

参加を通じて、和教組執行部や、近畿の青年

部員との交流を深めた。特に2012年度と2018

年度は和歌山で全教近畿ブロック青年教職員

交流集会を開催し、多くの和高教青年部員が

和教組や近畿各府県の参加者と交流した。ま

た2015年10月に和歌山市で開催された全教近

畿ブロック組合学校には、和高教青年部から

も多くの青年部員が参加し、学習と交流を深

めた。

全教青年部活動については、集会・会議に

主に青年部長が参加し、全国の仲間との交流

を深めている。

和歌山県地評の青年部長を和高教青年部長

が務めていたが、実質的な県地評青年部活動

を組織することができなかった。しかし、県

地評が主催する労働組合学校に参加したり（2

015年2月）や、春闘旗びらきで青年部役員が

司会を務める（2015年1月）等、和歌山県の

組合組織強化の一端を担い、存在感を発揮す

る機会もあった。

二
〇
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年
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教
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縄
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（6）2020年代に向けて

2020年度以降のコロナ禍によって、対面で

の行事が開催できないなど、青年部の活動も

大きく影響を受けている。役員の後継者づく

りにも苦労している。コロナ禍が収束したあ

との、青年部活動の立て直しが大きな課題で

ある。

一方で、オンラインによる集会・会議への

参加については、青年教職員は抵抗感が少な
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く、新たな「集まる」形態の可能性も広がっ

ている。青年教職員の要求は切実さを増して

おり、会議では発言も活発に交わされている。

青年部活動の活性化は和高教全体の課題で

ある。次の10年に向けて、伝統を継承しつつ、

情勢に合わせた柔軟な運動が展開されること

を期待する。

2011 山田 和将 海南 岡田雅喜（粉河）中西雅重（有田中央）東 嘉紀（向陽）藪添欣之（粉河）

2012 岡田 雅喜 粉河 中西雅重（有田中央）東 嘉紀（向陽）藪添欣之（粉河）宮本典昭（向陽）

2013 岡田 雅喜 粉河 東 嘉紀（向陽）藪添欣之（粉河）宮本典昭（向陽）

2014 東 嘉紀 向陽 幡井 仁（粉河）合田直人（向陽）落合大輔（桐蔭）中村謙太（海南）

前田将太（耐久）宮本典昭（田辺）

2015 東 嘉紀 向陽 村上 茜（笠田）幡井 仁（粉河）山﨑知奈津（那賀）合田直人（向陽）

落合大輔（桐蔭）中村謙太（海南）近藤直紀（新翔）

2016 東 嘉紀 向陽 村上 茜（笠田）幡井 仁（粉河）山﨑知奈津（那賀）合田直人（向陽）

中村謙太（海南）近藤直紀（新翔）

2017 幡 井 仁 粉河 竹田 茜（南部）山﨑知奈津（那賀）合田直人（向陽）中村謙太（橋本）

2018 幡 井 仁 粉河 竹田 茜（南部）山﨑知奈津（那賀）合田直人（向陽）中村謙太（橋本）

2019 中村 謙太 橋本 幡井 仁（粉河）山﨑知奈津（那賀）合田直人（向陽）

2020 中村 謙太 橋本 幡井 仁（粉河）山﨑知奈津（向陽）合田直人（向陽）

二 女性部
（１）はじめに

安倍政権は改悪教育基本法に基づき、教育

関係法規を改悪した。また、内閣人事局の発

足、総合教育会議の設置、高大接続改革等、

新自由主義的で国家主義的政策をすすめた。

こうした施策は2010年代の学校に悪影響を及

ぼし、職場に混乱をもたらした。

女性部は女性教職員の権利を拡充するた

め、1980年代から独自交渉を毎年行ってきた。

また、女性の要求を和高教全体の要求として、
2019年度女性部学習会

全労連 長尾ゆり副議長を迎えて

（２）権利の前進

社会的に少子化や高齢化への対策が叫ばれ

るなか、確定交渉でこれまでの成果を発展さ

せ、育児・看護等の子育て環境づくり、介護

関係の権利、妊婦の労働軽減などが前進した。

子どもの看護休暇は、2012年に障害のある

子の場合の年齢制限撤廃、2015年に年齢を中

学校卒業まで延長した。2017年に育児時間の

改善と育児休業の対象範囲を拡大させた。

2017年には短期介護休暇の要件緩和と介護

時間の新設と介護休暇の改善を実現させた。

妊婦の労働軽減拡大について、2016年に高

校の体育実技軽減のための介助職員配置（4

か月）、2017年に養護教員に介助職員配置（4

か月）、2018年に高校の農業・工業の実習に

関わる教員を対象に、非常勤講師又は介助職

員を配置（4か月）、2020年に養護教員に

妊娠判明時からの介助職員配置と実現させ

た。また、2020年に新型コロナウイルス感染

拡大に対し、非常勤養護教員の研修参加への

出張が認められたが、この意義は大きい。

今後、さらなる権利拡充・前進にむけて憲

法12条に記された不断の努力が求められる。
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（３）多忙化のもとでの女性部活動

教職員定数や学級定員などの教育条件が改

善されないなか、通学区撤廃や特色ある学校

づくりなどの競争主義的教育政策は多忙化を

深刻化させた。少子高齢化、過疎化、再編統

廃合、校内人事や職員会議など学校運営への

攻撃、ハラスメント、産育休・病休の代替未

補充など、かつてない事態がおこり、民主的

学校づくりに少なからず混乱をもたらした。

女性教職員は働きながら妊娠・出産・子育

て・介護などに関わってきたが、多忙化のな

かで権利行使がしにくい状況が職場に生じて

いる。多忙化の影響で女性部独自の夏期学習

が実施できない状況になったが、新たに養護

部会学習会が開催されたことの意義は大き

い。

今後、女性教職員の要求を薄めることなく、

組織強化・拡大、役員選考、活動の精選など

の課題もふくめ、検討していくことが確認さ

れた。

（４）おわりに

権利は初めからあるのではなく、すべて歴

史的なたたかいの成果である。和高教も女性

教職員の運動で権利が拡充してきた。今後、

権利行使できる職場環境の実現が望まれる。

今、ジェンダー平等の動きが国際的に広が

っている。2019年の日本のジェンダーギャッ

プ指数は世界153国中121位で先進国では最下

位である。コロナ禍の原因の一つとされる新

自由主義的世界の見直しとともに、女性部活

動の在り方の議論が重要になっている。

２
０
２
２
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ら
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＊２０１０年代の役員

年度 女性部長 副部長

２０１１ 林 真佐（笠田） 井端恵理（粉河）横出隆江（星林）東田佳代子（有田中央）

２０１２ 井田惠・山下かおり 林真佐（笠田）濱口祐子・吉田由佳（県和商）菊地貴子（日高）

（和歌山）

２０１３ 村上久子（和北） 井田惠（和歌山）板谷沙織里（伊都）芝英子（桐蔭）

西浦祐子（紀央館）

２０１４ 西浦祐子・上岡 明治祐子（粉河）澤田千鶴（和北）森千佐子（耐久）

美佐（紀央館） 横出隆江（和北）

２０１５ 田畑実香・明治 笠原利子・小槙真由美（紀北農芸）鳥本紀子（向陽）

祐子（粉河） 上岡美佐（紀央館）

２０１６ 山本真理江・ 田畑実香（粉河）上西祐子（和東）平野悦代・山田江理奈（箕島）

城山千佳（陵雲）

２０１７ 池浦美恵（那賀）瀬岡美景（和歌山）山本真理江（陵雲）

菊地貴子（日高）

２０１８ 原あかね（神島） 谷由葵（紀北農芸）當山佐知・三上みずほ（海南）

名原伸子（有田中央）森千佐子・廣野由佳（耐久）

２０１９ 渡邉純子 丸山真知子・藤井佳世（橋本）竹内暢子・福岡惠（市和歌山）

（伊都中央） 三岩晶子（耐久）原あかね（神島）

２０２０ 上田美羽（和西） 渡邉純子（伊都中央）嶋本真奈美・山田操（星林）

菊地貴子・中井保奈見（日高）

２０２１ 上田美羽（和西） 田畑実香（粉河）湯田裕美・田中清子（和商）中南典子（耐久）
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三 事務職員部
（１）賃金・権利

事務職員部では、夏期交渉や確定交渉に役

員が参加し、事務職員の労働条件向上をめざ

して、発言するとりくみを続けている。

確定交渉後の給与小委員会での折衝等を通

じて、2010年代も「均衡調整」を毎年実施さ

せている。

2013年、県は国家公務員賃金カットに端を

発した県職員賃金カットを強行した（2013年

7月～2014年3月）。この賃金カットでは、行

政職へのカット幅が教育職に比べて高く（行

政職4～5級：7.77％ 6級以上：9.77％）、

職種間の分断を招くものであった。和高教は、

抗議ＦＡＸを県教委に集中した。同年の確定

交渉では、行政職の教育職の賃金不均衡是正

に向けた検討を行うことを確認した。

2019年度確定交渉で、2020年度以降に採用

される臨時的任用職員について、採用時の前

歴加算の上限撤廃を勝ちとった。教育職の臨

時的任用職員に比べても低い賃金に抑制され

ていた事務職員にとって大きな前進となっ

た。今後は、あらためて事務職員採用試験の

年齢上限撤廃に向けてとりくみを強めること

が求められている。

2019年度から、県立高校で不当な時間外勤

確
定
交
渉

事
務
職
員
部
か
ら
の
発
言

務を命じさせない「36協定」を締結すること

となった。協定の対象職員は、行政職・現業

職・会計年度任用職員であるが、協定に規定

する労働者とは職場に勤務するすべての教職

員であり、職場代表はすべての教職員の了解

を得て民主的に選ばれる。和歌山県の県立高

校では、多くの職場で和高教の分会役員が選

出されている。「36協定」が形骸化しないよ

う、職場のすべての教職員が事務職員の働き

方に関心を持ち、見守る必要がある。

（２）対県交渉（専門部交渉）

毎年、夏に行われる対県交渉には役員が中

心となって参加し、事務職員部の要求を訴え

ている。また、交渉に向けての要求書づくり

を作成するために、未組合員も含めた全事務

職員を対象に要求事項の調査を行っている。

交渉（要求）内容は、臨時的任用者の待遇、

採用試験の年齢制限の問題、統廃合や生徒減

による事務職員の人員減少や定数内の臨時的

任用者の早期解消、授業料が不徴収になる中

での更なる保護者負担の軽減、また、行政パ

ソコン増設等について県教委の姿勢を追求し

た。

また、定数が減らされるなかで、授業料不

徴収への所得制限導入、旅費新システムの導

入等で多忙化に拍車がかかる事務職員の現状

について、現場の事務職員の声を直接県教委

に届けた。

交渉参加者が減少していることもあり、20

17年度は和教組事務職員部と合同で交渉を行

ったが、2018年度以降は和高教単独で交渉に

臨んでいる。

（２）身分・定数・年度末人事異動

①定数

児童・生徒の学習権を保障し、ゆたかな教

育をすすめるため、教育条件整備の仕事に直

接関わる学校事務職員の定数改善は重要であ

る。児童生徒数減による学級数の減少により、

学校事務職員の人員減がすすめられ、現在定

数で３名となった職場が増えている。すでに

３名となった職場では、出張・休暇等誰かが

抜ければ残った事務職員に極度の負担がかか

っている。このような３名職場や特に多忙と

思われる一部の職場には、私たちの切実な要

求や運動、職場からの声で不十分ではありな

がら、事務助手（会計年度任用職員）を配置

させている。

定数内臨時的任用職員については、新規採

用数を増やし、採用試験の受験年齢の制限を

引き下げることで必要最小限の数に抑えるよ

う求めている。２０１５年度は２０名となり、

前年度より２名増加した。これは採用試験制
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度が変更され、新規採用者がすべて本庁採用

になった影響だと考えられる。人事異動に関

わる前進面として、２０１３年度末人事から

同所属で複数年在籍できるようになった。

②高校再編問題とかかわって

2005年から始まった県立高等学校再編整備

計画は県内の学校事務職員の定数にも大きく

影響を及ぼした。第１期実施プログラム（20

05年5月発表）により、分校舎（海南・大成

・串本・古座）や新たな併設定時制（和歌山

工業高校）が生まれる中で、統合前と同じよ

うに学校運営をしているにもかかわらず、事

務室では少人数での勤務を強いられている。

第２期前期実施プログラム（2010年3月発表）

では、和歌山北高校と和歌山西高校、青陵高

校と陵雲高校が統合され、第2期後期の再編

整備計画（2013年10月発表）では、伊都高校

と紀の川高校が統合された。このような統合

を通じて、各校舎・課程に勤務する事務職員

が減員されてきた。特に分校舎の事務職員数

の確保を重点課題として、対県交渉で強く訴

えてきた。

2020年8月には「第6期きのくに教育審議会

答申」が報告され、少子化にともなうさらな

る再編整備の方向が打ち出された。再編整備

の過程で、事務職員の定数が大きく影響を受

けることは必至であり、事務職員部として情

勢を注視しながら、機械的な統廃合には反対

していかなかければならない。

③身分・人事異動

主査発令の基準については、2011年度から

高卒20年が高卒19年に改善されている。主任

・主査発令は、その後の昇格に直接つながる

ものであり、今後も年齢引き下げは大きな要

求事項である。

人事異動に関わって、2012年度末異動で知

事部局からの直接の異動が初めて行われた。

以後、知事部局からの事務長登用が数年おき

に行われているが、事務長職の希望者が減る

傾向にある中、学校現場が知事部局の管理職

異動の受け皿となってしまう懸念がある。交

渉では、学校現場の経験者からの事務長登用

を強く訴えてきた。2015年度に大卒学校事務

職員の採用が一般行政に一本化された影響

で、県教委事務局からの転入者が激増した。

事務長候補者が減少している現状をうけ

て、2020年度から事務長職のまま再任用され

る（最長２年）という異例の人事が行われ、

また事務長試験も廃止された。

4名職場が増える中で、定員の半数以上が

異動する職場が増加傾向にある。このような

異動は、学校運営上、大変困難をきたす異動

であり、分会とも協力しながら人事闘争にと

りくみ、県教委にも一定の認識を持たせてい

る。

また、採用後2～3年目での県教委事務局へ

の異動についても増える傾向にある。本人の

意に反する異動を断じて認めるわけにはいか

ない。

2009年度から、現業職の給与体系の大改悪

を受けて、校務員の希望者に対して学校事務

職員への任用替え（試験あり）が行われた。

この任用替えは初年度については定数外措置

とさせた。この任用替えの後、2015年度に実

施された任用替えは、身分は行政職となるが、

事務職員の定数には算入せず、職務はほぼ校

務員のままに留め置くものであり、この措置

によって任用替えを終了した。一連の任用替

えによって、事務職員部の組織拡大が数校で

実現している。

2020年度から会計年度任用職員が導入さ

れ、事務助手等の任期付き雇用職員は新たな

身分となり、正式な公務員という位置づけに

なった。

④学校事務採用試験（Ⅰ種）の行政職採用試験への統合問題

2014年度採用試験（2015年度採用）から、

県立学校事務職員と一般行政職とが統合され

た。2014年11月にこの方針が発表されたこと

を受けて、12月22日対県交渉が行われ、事務

職員部の執行部も参加し、「学校事務職員の

専門性を守れ」と強く訴えた。その後も、確

定交渉でも必ず重要課題として発言し、独自

で採用試験を行うよう求めてきた。県教委に

も、この試験制度下においては、学校事務の

専門性を有した事務職員の育成に課題がある

と認識させており、県教委はⅢ種採用の職員

を県立学校に多く配置することによって対応
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しようとしている。将来的には県教委事務局

も含めた学校事務職員の人事に大きなゆがみ

をもたらすこの試験制度を改善させるよう、

粘り強いとりくみがますます求められてい

る。

（3）教育条件整備のとりくみと事務職員の業務

①授業料問題

2014年度入学生から高等学校等就学支援金

の支給について所得制限が設けられた。また、

所得制限を超えて徴収された授業料を財源に

充てる形で高校生徒等奨学給付金という新た

な制度が導入された。就学支援金（授業料へ

の支援）に所得制限が導入されたことにより、

事務職員の業務が大幅に増え、特に教育「困

難」校や、定時制・通信制課程の高校で超勤

が常態化することとなった。事務職員部は、

高校完全無償化を訴えながら、就学支援金事

務の簡素化を強く要求してきた。それらのと

りくみを受けて、申請書類の簡素化（2015年

度～）や就学支援金事務補助職員（4か月雇

用・2019年度をもって雇用制度が縮小）の雇

用等の前進もあったが、抜本的解決にはいた

っていない。本部・事務職員部が一体となっ

て、完全無償化に向けた大きな全国的な運動

をつくることが求められている。

②学校徴収金・契約問題

2010年より、雨漏れや貯水タンク等の緊急

を要する修繕については改善され、5万円ま

での金額であれば随意契約で事務処理ができ

るようになった。

監査委員から指摘をうけて、県教委は2012

年8月、学校徴収金の使途について、指針を

出した。本来県費で支出しなければならない

費用については、PTA会計から支出できなく

なるものであった。本来であれば、保護者負

担軽減と結びつくものであり、喜ばしいこと

ではあるが、そのための予算措置については

100％補えるものではなかった。それに加え、

現在の財務規則の縛りを受け、柔軟な予算執

行ができなくなった。2014年3月に、事務職

員部は本部・司書部ともに県教委に対して、

学校徴収金の一部県費化にかかわる申し入れ

を行った。予算措置はもちろんのこと、随意

契約の緩和や物品調達制度の簡素化等、容易

に予算執行出来るような条例規則の改正を強

く要求した。

③校務支援システム・新旅費システム・行政パソコン

2011年度から校務支援システムによる業務

がスタートし、生徒に関する情報や成績処理

等、様々なデータを管理している。

2018年度から新財務会計・旅費システムが

稼働し、導入時は担当者に大きな負担がかか

った。また、このシステム導入にともなって

行政パソコンでの業務が増えたのにもかかわ

らず、各高校に一台しかないために、事務室

の業務全体が大きく滞り、事務職員の超勤の

大きな原因となった。

事務職員部として、2018年度から確定交渉

等で、行政パソコン増設を強く訴えた結果、

2020年度からの増設が実現した。この実現に

いたるとりくみとして「事務職員勤務実態ア

ンケート」を実施、約100人の事務職員から

回答があり、要求を大きく後押しした。

また、2020年1月に「県立学校事務に関わ

る協議」を行い、行政パソコン・校務パソコ

ンの実際の効果的な運用や就学支援金事務の

負担軽減について、具体的な要望を県教委総

務課担当者に伝えた。

④その他

不適切な事務処理が行われていたことが判

明し、取り扱いが検討されていた和歌山県証

紙の取り扱いについては、学校現場での扱い

は、基本行わないこととなり、事務職員の負

担軽減に一部つながった。

2020年度から会計年度任用職員制度が導入

されたが、年度当初の新型コロナウイルスに

関わる混乱もあり、制度の周知が不十分であ

り、各職場での事務処理に大きな負担がかか

った。事務職員部として、担当者への丁寧な

説明をあらためて県教委に要請した。
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（４）全国事務研究集会・・近畿ブロック学校事務研究集会

毎年行われる全国・近畿ブロックの研究集

会に参加した。2014年度の近畿ブロック学校

事務研究集会（11月7日～8日 滋賀県 琵琶

湖グランドホテル）においては、2名が参加

し、就学支援金等の問題点についてレポート

発表を行った。

（５）調査

対県交渉に提出する事務職員部要求書を作

成する為に、未組合員も含めた全事務職員を

対象に要求事項の調査を行っている

2019年度に「事務職員勤務実態アンケート」

を実施、約100人の事務職員から回答があっ

た。内容については、和高教事務研究集会で

報告した。

（６）組織・情宣活動

①事務職員部ニュース「ＫＡＺＥ」の発行

２０１１年度…４号

２０１２年度…１号

２０１３年度…１号

２０１９年度…２号

②組織拡大

本部定期大会では、事務職員部長が分会代

議員に対して事務職員への声かけを訴え続け

た。この１０年間の拡大は、そのほとんどが

分会での横のつながりによるものである。２

０２０年度には、事務職員に多い「教職員の

賃金・権利ハンドブック」購入者向けの組合

勧誘チラシを分会を通じて配布するとりくみ

を行った。今後も、より事務職員部と分会が

連携したとりくみが求められている。

和教組と合同で対県交渉を行ったり（２０

１８年度）、２０１９年度の和高教事務研究

集会で、教育庁職組の執行部である学芸員の

講演を聴くなど、他組織との交流もはかって

いる。

年度 部長 副部長 書記長 常任委員

2011 中川真左樹（陵雲） 楠見 佳子 中 敏（串本古座） 辰巳 浩一（新翔）

（紀北工業）

野口 共

（南部）

2012 中川真左樹（陵雲） 中 敏（串本古座） 辰巳 浩一（新翔）

2013 中川真左樹（陵雲） 中 敏（串本古座） 辰巳 浩一（新翔）

2014 中川真左樹（陵雲） 中 敏（串本古座） 辰巳 浩一（新翔）

2015 中川真左樹（陵雲） 中 敏（串本古座） 辰巳 浩一（新翔）

2016 中川真左樹（陵雲） 中 敏（串本古座） 辰巳 浩一（新翔）

2017 中川真左樹（陵雲） 中 敏（串本古座） 辰巳 浩一（新翔）

2018 中川真左樹（陵雲） 中 敏（串本古座） 辰巳 浩一（新翔）

2019 中川真左樹（陵雲） 中 敏（串本古座）

2020 中川真左樹（陵雲） 中 敏（串本古座）
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四 校務員労働組合

（１）校務員への攻撃と組織強化･拡大

二
〇
一
一
年
度

事
務
職
員
部
総
会

二
〇
一
四
年
度

事
務
研
究
集
会

学校現業職員は、生徒にとって安心・安全

な環境づくりを中心にした重要な職務を担っ

ているが、地方交付税交付金に基づく現業職

員の配置は法的拘束力がなく、自治体によっ

てさまざまであった。

学校教育法や標準定数法に位置づけがない

なか、2000年代半ばから総務省は全国的に新

自由主義的政策ともいえる公務員総人件費削

減攻撃を行った。自治体により攻撃は様々で

あったが、定員削減、正規から非正規へ、民

間委託化、任用替え（例えば 現業から事

務）、賃金削減などであった。

校務員労働組合は全国の仲間とともに日高

教に結集し、国民に直接責任を負う立場から、

身分確立のたたかいを軸に、「学校現業職員

の法制化を求める」署名や文科省・総務省交

渉を継続的に行った。

交渉では、総務省は「『行政改革指針』に

基づき指導している。地公法59条により助言

している。各県の設置者の判断で配置されて

おり、民間委託や配置基準に関して国は強制

していない。2010度以降は一切指導していな

い」。文科省は「学校現業職員は重要な役割

であることは認識している。社会情勢が変化

して法制化が世論になれば検討課題になり得

る」、県教委は「総務省からの強い指導があ

るので対応している」と、それぞれがそれぞ

れの立場で無責任な答弁を繰り返すだけであ

った。

和歌山県では2006年度から採用試験が実施

されず、正規職員退職後は非正規職員の配置

となった。

2008年度には賃金大改悪、具体的には、給

料表の適用が行政職一表から行政職二表への

引き下げ攻撃をうけた。確定交渉だけでなく、

独自の継続的な交渉の結果、2009年度から5

年間の現給保障が確定した。こうしたたたか

いのなかで組織拡大もすすんだ。その後、20

14年度から激変緩和措置で毎年1％づつ減少

し2018年度をもって終了した。

民間委託化については全国的に導入されて

いるが、校務員部の対県交渉で導入を阻止し

てきた。

こうした攻撃の中で、2012年度に現業職か

ら行政職への任用替え試験が行われた。事務

職員になった方のなかには、途中からの勤務

が変わることによる心身的負担も相当なもの

であった。さらに、2015年度に、校務員の勤

務内容の状態で給料表を行政職にかえる第二

の任用替え試験も実施された。

校務員部の基本要求は、学校現業職員を法

的に位置づけ、身分確立することにある。毎

年、県選出国会議員への要請行動、中央行動、

署名行動を行ってきた。正規職員が減るなか、

組織拡大で仲間を増やし、役員体制を強化し、

学校教育に責任をもつ制度の確立にむけ、引

き続く運動が求められる。

（２）非正規校務員の賃金・権利・勤務条件

校務員への攻撃により、正規職員は年々減

少し、非正規職員は逆に増えていった。正規

も非正規も学校における勤務はほぼ同じであ

り、勤務に対する責任も同様であった。労働
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基準法の同一労働同一賃金の原則からみても

大きな問題となり、交渉でも賃金・権利・勤

務条件改善の要求が高まった。

2017年度から非正規校務員を地方公務員と

する一般職非常勤職員制度が県独自で導入さ

れた。さらに、全国的に2020年度から学校校

務員だけでなく、多くの非正規職員をふくめ

た会計年度任用職員制度が導入され、賃金・

権利・勤務条件が改善されたが課題は多い。

こうしたなか、2020年度の校務員部の対県交

渉で、被服貸与規定が正規職員だけでなく、

会計年度任用職員にも適用となった。今後、

非正規の組合員を増やし、さらなる賃金・権

利・勤務条件の改善にむけた運動が求められ

る。

校務員労働組合２０１０年代の歴代役員一覧

年度 委員長 副委員長 書記長

２０１１ 中野純一（和北分会） 岡 広子（耐久分会） 嶋田和代(那賀分会)

２０１２ 中野純一（和北分会） 岡 広子（耐久分会） 嶋田和代(那賀分会)

２０１３ 嶋田和代(那賀分会) 岡 広子（耐久分会） 大野晃嗣（串本古座分会）

２０１４ 嶋田和代(那賀分会) 岡 広子（耐久分会） 大野晃嗣（串本古座分会）

２０１５ 岡 広子（耐久分会） 大野晃嗣（串本古座分会）

２０１６ 岡 広子（耐久分会） 大野晃嗣（串本古座分会）

２０１７ 大野晃嗣（串本古座分会） 永坂千鶴代（伊都中央分会）

２０１８ 大野晃嗣（串本古座分会） 永坂千鶴代（伊都中央分会）

２０１９ 大野晃嗣（串本古座分会） 田代俊行（和西分会）

２０２０ 大野晃嗣（串本古座分会） 田代俊行（和西分会）

五 司書部

２０１１年度

二
〇
一
四
年
度

校
務
員
部
定
期
大
会

二
〇
一
九
年
度

専
門
部
交
渉

・司書部総会が7月1日（金）、16名の参加で

開催された。

・8月26日（金）、司書部対県交渉が行われ

た。前年度末に5名が退職したにもかかわ

らず、正規が2名しか採用されなかったの

を受け、採用試験の実施と正規の採用を強

く訴えた。また、「図書購入に伴う県費の

増大」も重点項目と位置づけた。

・10月28日より年末確定闘争が始まった。司

書部に関わる成果は次の通り。

①教育職１級の現状維持

②定時制・通信制に勤務する学校司書に

定通手当を支給（翌年度４月～）

③２級昇級年齢の引き下げ（有資格者50

歳→48歳 無資格者52歳→50歳）

④採用試験の年齢制限が35歳から50歳に

・「学校司書の法制化をめざす」請願行動を

行う。請願署名は1006筆を集約。
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２０１２年度

・司書部総会が7月2日（金）、16名の参加で

開催された。

・日高教学校司書部第23回定期総会が、8月3

日（金）アバローム紀の国で開催された。

・全国学校図書館学習交流集会が8月4日（土）

～5日（日）、アバローム紀の国で開催さ

全
国
学
校
図
書
館
学
習
交
流
集
会

和
歌
山

in

れた。和高教より、土橋真紀氏（和歌山西）

と花井貴弘氏（同）が共同レポート・全体

報告、岩本富美子氏（田辺工業）がレポー

ト発表を行った。

・

8月27日（月）、司書部対県交渉が行われ

た。2級適用の年齢の引き下げと、高校の

全校舎・全課程への正規の学校司書の配置

を強く要求した。

・10月22日より年末確定交渉が行われた。司

書部に関わる成果は次の通り。

①教育職1級昇給制度の現状維持

・「学校司書の法制化をめざす」請願行動を

行う。請願署名は1134筆を集約。

・「学校図書館の充実を求めるとりくみ」署

名を各分会でとりくんだ。全国で36,188筆

集約。

２０１３年度

・司書部総会が7月2日（火）、14名の参加で

開催された。

・日高教学校司書部常任委員の選考のため、

12月6日、和高教司書部臨時総会が開催さ

れた。

・8月27日（火）、司書部対県交渉が行われ

た。2級年齢の適用引き下げと、全校舎全

課程への正規の司書の配置を重点要求とし

て訴えた。

・11月1日より年末確定交渉が行われた。司

書に関わる成果は次の通り。

①教育職１級昇級制度の現状維持

・3月16日（日）、全国教育文化会館で、第2

5回日高教学校司書部臨時総会が開催され

た。その結果、2014年度より全日本教職員

組合学校司書部として活動を行うことにな

った。

・「学校司書の法制化をめざす」請願行動を

行う。請願署名は1176筆を集約。

・「学校図書館の充実を求めるとりくみ」署

名を各分会でとりくんだ。1593筆を集約。

二
〇
一
三
年
度

司
書
部
総
会

２０１４年度

・司書部総会が6月30日（月）、13名の参加

で開催された。

・第25回全教学校司書部定期総会が、群馬県

で開催された。常任委員として湯峰登詩氏

（笠田）が常任委員として承認された。

・8月28日（木）に、司書部対県交渉が行わ

れた。2級年齢引き下げや正規司書配置に

加え、県立図書館とのネットワーク構築と

その予算化を強く要求した。

・10月24日より年末確定交渉が行われた。司

書に関わる成果は次の通り。

①教育職１級昇級制度の現状維持

・「学校司書の法制化をめざす」請願行動を

行う。

・「学校図書館の充実を求めるとりくみ」署

名を各分会でとりくんだ。1005筆を集約。
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２０１５年度

・司書部総会が7月3日（金）、10名の参加で

開催された。

・第27回全教学校司書部定期総会が、京都府

で開催された。常任委員として湯峰登詩氏

（笠田）が常任委員として承認された。

・7月30日（木）に、司書部対県交渉が行わ

れた。2級年齢引き下げや正規司書配置、

県立図書館とのネットワーク構築等を強く

要求した。

・11月4日より年末確定交渉が行われた。司

書に関わる成果は次の通り。

①教育職2級への昇給制度の現状維持

・「学校司書の法制化をめざす」請願行動を

行う。

・「学校図書館の充実を求めるとりくみ」署

名を各分会でとりくんだ。946筆を集約。

２０１６年度

・司書部総会が6月30日（木）、9名の参加で

開催された。

・8月22日（月）に、司書部対県交渉が行わ

れた。２級年齢引き下げや正規司書配置、

県立中学校の入試業務手当の支給等を強く

要求した。

・11月4日より年末確定交渉が行われた。司

書に関わる成果は次の通り。

①教育職１級の昇給制度の現状維持

②採用試験の実施（３年ぶり２名公募）

③県立中学校の入試業務手当の支給

④県立図書館との貸借送のネットワーク

システムの構築

・「学校司書の法制化をめざす」請願行動を

行う。

・「学校図書館の充実を求めるとりくみ」署

名を各分会でとりくんだ。875筆を集約。

２０１７年度

・司書部総会が6月30日（金）、11名の参加

で開催された。

・8月30日（水）に、司書部対県交渉が行わ

れた。２級年齢引き下げや正規司書配置、

ネットワークシステムのための柔軟な予算

措置、県立中学校併設校の兼務辞令発令等

を強く要求した。

・11月2日より年末確定交渉が行われた。司

書に関わる成果は次の通り。

①教育職１級の昇給制度の現状維持

・「専任・専門・正規の学校司書制度」をめ

ざす請願行動を行う。

・「学校図書館の充実を求めるとりくみ」署

名を各分会でとりくんだ。875筆を集約。

二
〇
一
七
年
度

司
書
部
教
育
研
究
集
会

２０１８年度

・司書部総会が7月2日（月）、10名の参加で

開催された。

・8月24日（金）に、司書部対県交渉が行わ

れた。2級年齢引き下げや正規司書配置、

ネットワークシステムのための柔軟な予算

措置、県立中学校併設校の兼務辞令発令、

蔵書管理にかかわる費用の県費化等を強く

要求した。

・10月25日より年末確定交渉が行われた。司

書に関わる成果は次の通り。

①教育職１級の昇給制度の基準改善を検

討

・「専任・専門・正規の学校司書制度」をめ

ざす請願行動を行う。

・「学校図書館の充実を求めるとりくみ」署

名を各分会でとりくんだ。764筆を集約。
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２０１９年度

・司書部総会が6月28日（金）、10名の参加

で開催された。

・8月23日（金）に、司書部対県交渉が行わ

れた。今までの経過を踏まえた上での2級

年齢引き下げや正規司書配置、ネットワー

クシステムのための柔軟な予算措置、県立

中学校併設校の兼務辞令発令、蔵書管理に

かかわる費用の県費化等を強く要求した。

・10月29日より年末確定交渉が行われた。司

書に関わる成果は次の通り。

①教育職１級の昇給制度の基準改善

大学卒業後23年以上・短大卒業後25

年以上

②学校等協力貸出（県立図書館）の配送

料が県立図書館負担になる

・「専任・専門・正規の学校司書制度」をめ

ざす請願行動を行う。

・「学校図書館の充実を求めるとりくみ」署

名を各分会でとりくんだ。581筆を集約。

２０２０年度

・司書部総会が7月17日（金）、10名の参加

で開催された。

・8月26日（水）に、司書部対県交渉が行わ

れた。さらなる２級年齢引き下げや正規司

書配置、随時資料貸借搬送できる県立図書

館とのシステム構築などを強く要求した。

・11月9日より年末確定交渉が行われた。司

書に関わる成果は次の通り。

①教育職1級の昇給制度の現状維持

・「専任・専門・正規の学校司書制度」をめ

ざす請願行動を行う。

司書部役員

年度 部長 副部長 常任委員 常任委員

２０１１年度 白樫聡子（南部）湯峰登詩（紀北農芸）中野賀美（海南）西 浩代（新翔）

２０１２年度 新宅美佐子（和歌山）湯峰登詩（笠田）西 浩代（新翔）西浦由紀（和工）

２０１３年度 野口知加子（紀北農芸） 倉本艶子（那賀）新宅美佐子（和歌山） 福島敬子（有田中央）

２０１４年度 福島敬子（有田中央） 土橋真紀（和歌山西）白樫聡子（南部）西村有記（伊都）

２０１５年度 中坂幸代（紀北工業） 新宅美佐子（和歌山） 森由美子（紀央館）岩本富美子（田辺工業）

２０１６年度 土橋真紀（和歌山西） 中坂幸代（紀北工業） 森由美子（紀央館）新宅美佐子（和歌山）

２０１７年度 森由美子（神島）土橋真紀（和歌山西）倉本艶子（那賀）福島敬子（有田中央）

２０１８年度 土橋真紀（和歌山西） 新宅美佐子（桐蔭）野口知加子（紀北農芸） 岩本富美子（南紀）

２０１９年度 湯峰登詩（笠田）中坂幸代（紀北工業）白樫聡子（和商）坂中美保子（田辺）

２０２０年度 福島敬子（有田中央）湯峰登詩（笠田）新宅美佐子（桐蔭）岩本富美子（南紀）

全国学校図書館学習交流集会

年度 開催県 出席 講演 講師 レポート発表 発表者 司会・記録

者数

2011 長野県 ４ 「～あえて紙 諏訪 哲史 「ブックトー 白樫 聡子 土橋 真紀

の本を偏愛す （作家） クで図書館を

る～」 身近に」

2012 和歌山県 ２２ 「学校図書館 渡辺 幹雄 「背中を押し 土橋 真紀

を活性化する （和歌山大 ”たいせつな 花井 貴弘

ために」 学特任教授）ことを”つた

えるためにこ

どもたちに笑

顔を～学校司

書と共同のと

りくみ」



- 87 -

「利用につな 岩本富美子

げる！棚みが

き」

2013 滋賀県 ４ 「いのちのバ 國森 康博 「特設コーナ 西村 有記 福島 敬子

トンリレー～ （フォトジ ー キャラバ 新宅美佐子

被災地、紛争 ャーナリス ン隊」

地、在宅看取 ト）

りの現場に想

う」

2014 群馬県 ３ 「原発と教育 川原 茂雄 「図書館ＤＥ 土橋 真紀 湯峰 登詩

～原発と放射 （高校教諭） 異文化理解」

能をどう教え

るか」

2015 京都府 ３ 「狂言という 茂山 正邦 新宅美佐子

名のお芝居」 （茂山狂言

会）

2016 愛知県 ４ 「映像から形 木村 昭平 「図書館へ来 倉本 艶子 土橋 真紀

形 か ら 映 （絵本画家） ない生徒を図

像」 書館利用につ

なげるために

ランチタイ

ム・パフォー

マンスについ

て」

2017 東京都 ２ 「学校図書館 野口 武悟 「なんか買お 福島 敬子

はすべての子 （専修大学 うと思うんや

どものために 教授） けど ええマ

－インクルー ンガない？」

シブ教育の潮

流と合理的配

慮の義務化、

その意義と可

能性－」

2018 大阪府 ４ ４つのコース 「小さな図書 野口知加子

による、コー 館が始める農

ス別研修 業高校の授業

支援」

2019 愛知県 ２ 「子どもと絵 三輪丈太郎 「『新入生図 湯峰 登詩

本と大人」 （メルヘン 書館オリエン

ハウス二代 テーション

目店主） 読書アンケー

ト』から・・

・」

2020 オンライン開催
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近高連学校図書館職員部学習交流集会

年度 開催県 講演 講師 レポート発表 発表者 司会・記録

2011 大阪府 機関誌編集講座 中村 秀利 「ブックトー 白樫 聡子

（日本機関 クで図書館を

誌協会） 身近に」

2012 大阪府 アサーション講演 黒木 幸敏 「利用につな 白樫 聡子

会 げる！棚みが

き」

2013 大阪府 「ヤングアダルト 早田ひとし

と本をつなぐ」 （野洲図書

館司書）

2014 大阪府 「楽しんでいただ 中川 和彦

くために、スタン （スタンダ

ダードブックスト ードブック

アで心がけている ストアオー

こと」 ナー）

2015 大阪府 「図書館の自由～ 平形ひろみ

図書館・学校現場 （秦荘図書

で」 館長）

2016 大阪府 「消しゴムはんこ 柴原真佐子

を作ろう！」 （枚方津田

高校 実習

助手）

2017 大阪府 大阪歴史博物館・ 「ランチタイ 倉本 艶子

遺跡見学 ム・パフォー

マンスについ

て～図書館へ

来ない生徒を

図書館利用に

つなげるため

に」

2018 開催されず（全国集会が近畿で開催されるため）

2019 大阪府 「高校図書館の展 西川千晶（膳

示の実践報告」 所高校 学

校司書）

2020 中止（新型コロナウイルス感染防止のため）

和高教 司書部教研

年度 参加 講師を招いての学習会 講師 県内学校司書による 発表者・講

者数 実践発表・実践報告 師

2011 １５ 「今、学校図書館に求めら 足立 正治 「パワーポイントで 浦本知加子

れること」 オリエンテーショ

ン」

2012 １２ 「図書館の予算について～ 岩﨑 孝穂

学校徴収金県費化にともな

う図書費等のアンケートを

もとに～」
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ディスカッション「恵文社

一乗寺店店長 堀部篤史氏

を囲んで」

2013 １４ 「レファレンスのすすめ方」 三木 幸子 図書費アンケートの

集計結果について

簡単！牛乳パックで

しおりづくり

2014 １１ 「ビブリオバトル～新しい 益井 博史 「すぐに使える！コ

”本の楽しみ方”のご提案 ワザあれこれ」

～」

2015 １２ 有田川町地域交流セ

ンターＡＬＥＣ見学

2016 １０ 「学校司書法制化の現状と 山田 早苗 「図書館へ来ない生 倉本 艶子

課題」 湯峰 登詩 徒を図書館利用につ

なげるために ラン

チタイム・パフォー

マンスについて」

「新聞・雑誌アンケ 新宅美佐子

ートについて」

2017 １２ 「学校図書館から「図書館 山口 真也 「花の都に行ってき 福島 敬子

の自由」を考える～高校図 ました～～～全国学 森 由美子

書館だからこそ考えておき 校図書館職員学習交

たい２つの課題」 流会の報告」

2018 １０ 「和歌山市民図書館はまと 脇谷 邦子

もな図書館であってほしい

～問題だらけの指定管理制

度～」

「会計年度任用職員につい 都築 朋大

て」

「プラスチックの個性を生 当銀美奈子

かして素敵なものづくりを

しましょう！」

2019 １２ 「子どもと絵本と大人」 三輪丈太郎 「図書館を使った授 野口知加子

業・１時間目」

「タッセルでしおり 坂中美保子

をつくろう」

2020 １０ 「明日からできるツ 中坂 幸代

イッター」 福島 敬子

「豆本を作ろう」 新宅美佐子

全国教研

年度 開催県 レポート発表 発表者 司会・記録

2014 香川県 「特設コーナー キャラバン隊」 西村 有記

2017 岡山県 「ランチタイム・パフォーマンスについて～図 倉本 艶子 土橋 真紀

書館へ来ない生徒を図書館利用につなげるため

に」

2018 長野県 「コスプレで異文化理解ｉｎ図書館」 土橋 真紀 土橋 真紀
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六 実習教員部

２０１１年度

・7月4日に実習教員部総会が、9名の参加で

開催された。

・8月26日に実習教員部対県交渉が行われた。

2級昇級制度の維持や、採用試験の実施と

正規実習教員の配置、実験・実習に携わる

教職員の健康・安全・衛生面についてなど

を強く訴えた。

２０１２年度

・7月3日に実習教員部総会が、6名の参加で

開催された。

・8月27日に実習教員部対県交渉が行われた。

2級昇級制度の維持や、採用試験の実

施と正規実習教員の配置、実験・実習に携

わる教職員の健康・安全・衛生面について

などを強く訴えた。

２０１３年度

・6月28日に実習教員部総会が、5名の参加で

開催された。

・８月２７日に実習教員部対県交渉が行われ

た。２級昇級制度の維持や、採用試験の実

施と正規実習教員の配置、実験・実習に携

わる教職員の健康・安全・衛生面について

などを強く訴えた。

２０１４年度

・7月1日に実習教員部総会が、6名の参加で

開催された。

・8月28日、実習教員部対県交渉が行われた。

2級適用年齢の引き下げや、全ての公文書

における「実習教員」の記述、正規の実習

教員の配置、実験室や準備室の作業環境の

改善および定期的な薬品・廃液の回収など

を強く訴えた。

・全教近畿ブロック・近高連第29回実習教員

部宿泊交流集会が、「湯処むろべ」で開催

された。樫葉あけみ氏（粉河分会）がレポ

ート発表を行った。

２０１５年度

・6月29日に実習教員部総会が、5名の参加で

開催された。

・7月30日に実習教員部対県交渉が行われた。

2級適用年齢の引き下げや、全ての公文書

における「実習教員」の記述、正規の実習

教員の配置、県独自の認定講習、実験実習

材料購入のための弾力的な県費運用などを

強く訴えた。

２０１６年度

・6月29日に実習教員部総会が、4名の参加で

開催された。

・8月22日に実習教員部対県交渉が行われた。

2級適用年齢の引き下げや、全ての公文書

における「実習教員」の記述、正規の実習

教員の配置、実験実習材料購入のため

の弾力的な県費運用などを強く訴えた。

２０１７年度

・6月29日に実習教員部総会が、４名の参加

で開催された。

・8月30日に実習教員部対県交渉が行われた。

２級適用年齢の引き下げや、全ての公文書

における「実習教員」の記述、正規の実習

教員の配置、実験実習材料購入のための弾

力的な県費運用、実験室や準備室の作業環

境の改善および定期的な薬品・廃液の回収

などを強く訴えた。

２０１８年度

・7月4日に実習教員部総会が、6名の参加で

開催された。

・8月29日に実習教員部対県交渉が行われた。

2級適用年齢の引き下げや、全ての公文書

における「実習教員」の記述、正規の実習

教員の配置、職業科の教諭任用替えの

明確な条件明示、実験実習材料購入のため

の弾力的な県費運用、実験室や準備室の作

業環境の改善および定期的な薬品・廃液の

回収などを強く訴えた。

・年末確定交渉において、「2級昇級基準の

改善検討」という成果を勝ちとることがで

きた。

２０１９年度

・7月1日に実習教員部総会が、5名の参加で

開催された。

・8月23日に実習教員部対県交渉が行われた。
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2級適用年齢の引き下げや、全ての公文書

における「実習教員」の記述、正規の実習

教員の配置、職業科の教諭任用替えの明確

な条件明示、実験実習材料購入のための弾

力的な県費運用、実験室や準備室の作業環

境の改善および定期的な薬品・廃液の回収

などを強く訴えた。

・年末確定交渉において、「2級昇級基準の

改善」を確認。また、新基準として「四大

卒経験23年・短卒経験25年」という内容が

示される。

・第34回近高連実習教員部宿泊交流集会が、

11月24日（土）～25日（日）和歌山県で開

催された。初日は高校会館で全体会、2日

目は紀州漆器伝統産業会館（海南市）で体

験学習が行われた。和高教実習教員部より

5名、全体で15名が参加した。

２０２０年度

・7月22日に実習教員部総会が、６名の参加

で開催された。

・8月26日に実習教員部対県交渉が行われた。

２級適用年齢の引き下げや、全ての公文書

における「実習教員」の記述、正規の実習

教員の配置、職務の明確化及び学校運営上

の業務への制限に関して、実験実習材料購

入のための弾力的な県費運用などを強く訴

えた。

・年末確定交渉で、「採用試験の講師経験に

よる一部免除に「実習助手」の経験を含め

るよう検討」という前進回答を得る。

実習教員部役員

年度 部長 副部長 副部長

２０１１年度 岡野 知子（那賀） 西岡 稚美（和工） 栗柳 美和（和歌山北）

２０１２年度 栗柳 美和（和歌山北）山田 綾（桐蔭） 岡野 知子（那賀）

２０１３年度 山田 綾（桐蔭） 栗柳 美和（和歌山北）樫葉 あけみ（粉河）

２０１４年度 栗柳 美和（和歌山北）山田 綾（桐蔭） 上田 智恵子（日高）

２０１５年度 栗柳 美和（和歌山北）山田 綾（桐蔭） 樫葉 あけみ（粉河）

鳥本 紀子（向陽）

２０１６年度 栗柳 美和（和歌山北）鳥本 紀子（向陽）

山田 綾（桐蔭）

２０１７年度 鳥本 紀子（向陽） 岡野 知子（那賀）

山田 綾（桐蔭）

２０１８年度 岡野 知子（那賀） 山田 綾（桐蔭） 鳥本 紀子（向陽）

２０１９年度 鳥本 紀子（向陽） 山田 綾（桐蔭） 岡野 知子（那賀）

２０２０年度 山田 綾（桐蔭） 矢高 沙織（星林） 鳥本 紀子（向陽）

全国集会

年度 開催県 出席 講演 講師 レポート発表 発表者 司会・記録

者数

2011 神 奈 川 ４ 「労働基本権 蟹沢 昭三 西岡 稚美

県 をめぐる教職 （全教生権 （和工分会）

員組合の課題 局長）

～職場はどう

変わるか、私

たちは何をす

るか」

2012 神 奈 川 ２ 「福島第一原 関根 一昭

県 発事故と低線 （埼玉県立

量 内 部 被 ば 小鹿野高校）

く」
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2013 奈良県 ４ 「参議院選挙 丹羽 徹

後の動向と安 （大阪経済

倍政権・憲法 法科大学教

改悪～自民党 授）

は勝ったのか

～」

2014 京都府 ３ 「安倍『教育 佐古田 博

再生』と私た （京都府高

ちの運動」 教執行委員

長）

2015 愛知県 ｢18 歳選挙 森田 茂

権 と 憲 法 改 （名古屋第

悪」 一法律事務

所弁護士）

2016 愛知県 ｢『安倍政権』愛敬 浩二

の現在と私た （名古屋大

ちの課題～憲 学教授）

法を使うこと

が護ること・

憲法を考えさ

せることが伝

えること～｣

2017 京都府 ３ ｢『教えにく 谷口 藤雄 鳥本 紀子

い』『指導し （京都府立 山田 綾

にくい』生徒 高校特別支

にはワケがあ 援・進学支

る～高校の支 援教員）

援教育とは～

｣

2018 富山県 １ 全体集会

2019 北海道 全体集会

2020 新型コロナウイルス感染防止のため中止

近高連集会

年度 開催県 講演・学習・体験 講師 レポート発表 発表者 司会・記録

学習

2011 京都府 「原発・放射能問 市川 章人 「距離センサ 山田 綾

題 正しく知り、 （京都府立 ーを用いた実（桐蔭分会）

正しく怖がり、正 高校講師） 験」

しく対処しよう」

2012 滋賀県 「実習教員をめぐ 森 弘人 「酵素の働き 岡野 知子

る情勢と課題」 （日高教実 の観察」 （那賀分会）

習教員部）

2013 大阪府 「実習教員をめぐ 仲間 保

る情勢と課題」 （全教実習

教員部書記

長

）
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2014 和 歌 山 「実習教員をめぐ 仲間 保 「一閑張～殺 樫葉あけみ

県 る全国状況と課題」（全教実習 菌効果・防腐（粉河分会）

教員部副部 作用のある渋

長） 柿 を 用 い て

～」

2015 兵庫県 姫路城見学

2016 京都府 報告 仲間 保

（全教実習

教員部）

2017 滋賀県 報告 仲間 保

（全教実習

教員部）

2018 大阪府 コリアンタウン散

策

キムチ作り体験

2019 和 歌 山 紀州蒔絵体験 紀州漆器伝

県 統産業会館

うるわし館

2020 新型コロナウイルス感染防止のため中止

和高教 実習教員部教研

年度 参加 学習会・体験学習 講師 発表・報告・実習 発表者・講

者数 師

2011 ４ 大阪市立自然史博物館見学

① 堺刃物ミュージアム見学

2011 ６ すさみ町立「エビとカニの

② 水族館」見学

戸津井鍾乳洞見学

2012 ６ 根来模様の研ぎ出し体験 黒江ぬりも

の館

漆器の歴史学習と蒔絵体験 紀州漆器伝

統産業会館

2013 ４ 「～ハーブとアロマのビス 花カフェ

トロ～花カフェ」

2014 ５ 伝統工芸「一閑張」体験 西岡 稚美

（実習教員

部ＯＧ）

2015 ６ 「羊毛フェルトで分 鳥本 紀子

① 子模型」 （向陽分会）

「ワイヤーフラワー

を作ろう」

2015 手作り石けん体験 近藤初子 一閑張り体験 樫葉あけみ

② （実習教員 （粉河分会）

部ＯＧ）

2016 ６ 「ＵＶ（紫外線）硬 山田 綾

① 化型樹脂を用いたク（桐蔭分会）

ラフト作り」
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2016 ４ 「ガラス絵具（アク 鳥本 紀子

② リル樹脂）でステン（向陽分会）

トグラス風クラフト

作り」

2017 ８ 「多肉植物の寄せ植え」 辻内まゆみ 「ガーデンピック作

① （アトリエ り」

・ピスタチ

オ）

2017 ４ 座禅体験 西福寺

② 写経体験

2018 ４ 森林セラピー 高野山

① 阿字観体験

2018 ７ 農場見学 洞 顕治

② 農場体験学習 （実習教員

部・有田中

央高校）

2019 ３ 「癒やしのひととき～ハー 星野めぐみ

バリウムとカラーセラピー （カラーセ

～」 ラピスト＆

ハーバリウ

ム認定講師）

2020 ６ 「ムードライトをつくろう」 山田 綾

（実習教員

部部長・桐

蔭分会）

七 私会計労働組合（私会計部会）

私会計職員労組は1991年に総会が行われて以来、労組独自の組織的活動が行われていなかっ

た。しかし、私会計職員をめぐる問題にかかわって、和高教は分会・支部・本部と連携をとり

ながらとりくんできた。

2010年度末に、笠田分会の私会計職員が管理職から不当な解雇通告を受けたことに対し、分

会・本部が一体となって校長交渉をおこなった。その結果、解雇通告を撤回させることができ

た。

二
〇
一
八
年
度

実
習
教
員
部
研
修
会

二
〇
一
四
年
度

近
高
連

実
習
教
員
学
習
交
流
集
会

和
歌
山

in
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2012年度にPTA会費等の学校徴収金使途問題が起こり、私会計職員についてもその雇用根拠

にかかわって、日数削減等の雇用条件の一部変更が求められる等の混乱があった。和高教は県

教委に対して、私会計職員の雇用が保障されるよう申し入れを行い、雇用打ち切り等が行われ

ることはなかった。

2020年度から、私会計職員労組は和高教の専門部「私会計部会」として活動することになっ

た。

学校現場の多忙化が叫ばれるなか、高校職場における私会計職員が果たす任務は大きい。「県

費での任用」等、私会計職員の権利・労働条件の向上をめざしたたたかいの重要性がますます

高まっている。



- 96 -



- 97 -

和高教2010年代の歩み 年表

和高教運動 国内外の政治・教育の動き

2011年 2011年

1月24日 研修問題対県交渉 1月27日 霧島連山・新燃岳で火山爆発

28日 和高教春闘討論集会（～２９日）

3月18日 私会計職員雇用問題交渉 3月11日 東日本大震災（M9.0）

24日 人事異動内示 東京電力福島第一原発事故

28日 年度末人事対県交渉 死者・行方不明等22,000人余

2011年度 2011年度

4月15日 大運動総会 4月 1日 統一地方選挙（被災地の福島・宮城

・手・仙台市を除く）

4日 東京電力高濃度汚染水の海洋放出

5月 1日 第82回メーデー

21日 5月の風にＷｅ Ｌｏｖｅ憲法

25日 教育三者夏期交渉

6月12日 和歌山県第56回母親大会 6月 2日 菅首相が退陣を表明

17日 和高教第72回定期大会（～１８日） 3日 橋下大阪知事「君が代」強制条例強行

21日 日米政府が沖縄県名護市辺野古に

V字滑走路の新基地建設で合意

25日 岩手県平泉が世界文化遺産

30日 社会保障と税の一体改革案を決定

7月 7日 施設設備交渉

12日 就職保障要請行動（～１４日）

14日 海南市対市交渉

8月 5日 戦争展和歌山（～6日）

5日 人事委員会課長交渉

7日 原水爆禁止世界大会（～９日 長崎）

19日 「教育のつどい２０１１」（～２１日 千葉）

10日 同和行政・同和教育の終結をめざす会

アピール行動

26日 専門部交渉

27日 県地評第60回定期大会

29日 専門部交渉

9月 6日 大運動対県交渉 9月 2日 野田政権発足

人事院近畿事務局交渉 5日 台風12号による紀伊半島豪雨被害

16日 近高連就職保障統一行動・シンポジウム 和歌山で死者56名・行方不明5名

30日 人事院勧告 17日 「貧困と格差解消」を求めるウオール街

占拠運動

19日 「さよなら原発集会」6万人参加

21日 野田首相が名護市辺野古に新基地建

設を米オバマ大統領に約束

10月 6日 第40回高校教研 10月11日 大津中２いじめ自殺事件

12日 第45回教育要求県民集会

14日 人事委員会事務局長交渉



- 98 -

21日 「集まろう！語ろう！10.21集会」

22日 高校懇談会総会・学習会

（～２３日 福井）

26日 人事委員会勧告

11月 4日 確定課長交渉 11月11日 南スーダンのＰＫＯに自衛隊派兵

10日 確定局長交渉 13日 野田首相がＡＰＥＣでＴＰＰ参加表明

17日 確定教育長交渉 21日 オウム真理教裁判が全て終了

21日 和歌山市確定対市交渉 29日 田中沖縄防衛局長が女性と沖縄県民

を侮辱する発言で更迭

12月 2日 未来をひらく教育のつどい 12月16日 野田首相が原発事故収束を宣言

（～３日 有田）

10日 和高教60周年記念集会

15日 人事定数交渉

2012年 2012年

1月27日 和高教春闘討論集会（～２８日）

2月18日 全教第29回定期大会（～１９日）

3月 5日 研修問題対県交渉 3月 4日 ロシア プーチン政権の発足

9日 日高教第28回定期大会（～１０日） 11日 原発事故から1年、全国各地で「原発

11日 3.11和歌山県民大集会 ゼロ」にむけて集会・デモ

23日 人事異動内示 28日 労働者派遣法改定案が成立

27日 年度末人事対県交渉

2012年度 2012年度

4月18日 全県一斉職場集会 4月11日 北朝鮮 第一書記に金正恩就任

20日 大運動総会 5月 5日 北海道泊原発運転中止

21日 県地評結成60周年のつどい 原発稼働ゼロに

5月 1日 第83回メーデー

19日 5月の風にＷｅ Ｌｏｖｅ憲法

28日 教育三者夏期交渉

6月10日 和歌山県第57回母親大会 6月19日 「原発再稼働決定を撤回せよ」の

15日 和高教第73回定期大会（～１６日） 集会に20万人参加

7月 9日 就職保障要請行動（～１０日） 7月 1日 関西電力大飯原発の起動強行

12日 施設設備交渉 4日 ヒッグス粒子の発見

16日 さよなら原発10万人中央集会（東京） 16日 「さよなら原発集会」に17万人参加

17日 人事院近畿事務局交渉

29日 福島っ子和歌山のびのび体験（～３日）

31日 人事委員会課長交渉

8月 3日 戦争展和歌山（～４日） 8月 3日 韓国李大統領が竹島上陸

4日 原水爆禁止世界大会（～６日 広島） 12日 札幌でＯ157感染で6名死亡

8日 人事院勧告 22日 社会保障改革推進法の成立

17日 「教育のつどい２０１２」（～１９日 神戸）

20日 南紀すさみ分校募集問題対県交渉

24日 専門部交渉

25日 県地評第61回定期大会

27日 専門部交渉

9月 5日 就職保障要請（労政課） 9月 9日 オスプレイ配備反対沖縄県民大会

10日 大運動対県交渉 参加10万1000人
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18日 近高連就職保障統一行動・シンポジウム

19日 人事委員会事務局長交渉

10月11日 第41回高校教研 10月 1日 オスプレイ配備強行

12日 人事委員会勧告 8日 山中氏にノーベル医学生理学賞

20日 高校懇談会総会

22日 第45回教育要求県民集会

確定交渉要求書提出

31日 確定課長交渉

11月 7日 確定局長交渉 11月 6日 米 オバマ大統領を再選

15日 確定教育長交渉 15日 中国 習近平政権発足

21日 和歌山市確定対市交渉 ＪＡ全中がＴＰＰ交渉参加阻止集会

30日 未来をひらく教育のつどい

（～12月１日 橋本）

12月13日 人事定数交渉 12月16日 総選挙・第2次安倍政権発足

19日 韓国、朴大統領を選出

2013年 2013年

1月25日 和高教春闘討論集会（～２６日） 1月22日 アルジェリア人質事件日本人10人死亡

2月16日 全教第30回定期大会（～１７日） 24日 教育再生実行会議の発足

3月 8日 日高教第29回定期大会（～９日） 3月 安倍首相が日銀総裁人事に介入

10日 福島を忘れない！原発ゼロ集会 3月15日 安倍首相がTPP交渉に参加表明

12日 人事院近畿事務局交渉

14日 研修問題対県交渉 22日 沖縄防衛局が辺野古埋め立て申請

22日 人事異動内示

26日 年度末人事対県交渉

2013年度 2013年度

4月 福島第一原発汚染水漏出

5月 1日 第84回メーデー

9日 教育三者第1回夏期交渉

11日 ５月の風にＷｅ Ｌｏｖｅ憲法

16日 大運動総会

6月 4日 教育三者第2回夏期交渉 6月21日「いじめ防止対策推進」法案成立

9日 和歌山県第58回母親大会 22日 富士山が世界文化遺産

14日 和高教第74回定期大会（～１５日） 24日 マイナンバー法成立

20日 人事院近畿事務局交渉

7月 1日 近高連就職保障要請行動 7月21日 参議院選挙

8日 就職保障要請行動（～１６日） 25日 日本ＴＰＰに参加決定

11日 施設設備交渉

26日 人事委員会課長交渉

28日 福島っ子和歌山のびのび体験（～8月２日）

8月 2日 戦争展和歌山（～３日） 8月 安倍首相が内閣法制局人事に介入

7日 原水爆禁止世界大会（～９日 長崎） 8月15日 大飯原発4号機が定期検査

8日 人事院勧告 21日 シリア アサド政権が化学兵器使用

16日 「教育のつどい２０１３」（～１８日 名古屋）

17日 同和行政・教育の終結をめざす総会

22日 専門部交渉

24日 県地評第62回定期大会
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27日 専門部交渉

29日 高校授業料所得制限で高Ｐ連と懇談

9月 4日 大運動対県交渉

17日 近高連就職保障統一行動・シンポジウム

18日 人事委員会事務局長交渉

19日 高校授業料所得制限で校長会へ申入れ

10月10日 第42回高校教研 10月 国家安全保障会議設置法の成立

12日 住民要求研究集会

17日 人事委員会勧告

23日 確定交渉要求書提出

26日 高校懇談会総会・学習会（～２７日 静岡）

28日 第47回教育要求県民集会

11月 1日 確定課長交渉 11月 8日 フィリピン台風30号により、死者・

8日 確定局長交渉 行方不明が7500人

14日 確定教育長交渉 14日 イラン、6か国と核合意

15日 高校授業料所得制限導入を許さない 21日 「ストップ社会保障法大集会」

国会総行動 1万5000人が参加

21日 和歌山市確定対市交渉

29日 未来をひらく教育のつどい（～３０日 日高）

12月19日 人事定数交渉 12月 5日 社会保障プログラム法が成立

6日 特定秘密保護法の成立

19日 「徳洲会5000万円受け取り」で

猪瀬都知事辞職

26日 安倍首相が政権発足後靖国神社へ参拝

27日 仲井間知事が辺野古埋め立て承認

2014年 2014年

1月31日 和高教春闘討論集会（～2月１日） 1月 安倍首相がNHK会長人事に介入

14日 日高教第30回定期大会 1月19日 名護市長選で稲嶺市長が圧勝

15日 全教第31回定期大会

2月 ウクライナ危機勃発

3月 8日 日高教高校シンポジウム（～９日） 3月 西アフリカエボラ出血熱感染拡大

9日 福島を忘れない！原発ゼロ集会

12日 研修問題対県交渉

24日 人事異動内示

27日 年度末人事対県交渉

2014年度 2014年度

4月21日 大運動総会 4月 1日 消費税8％に増税

社会保障制度改革プログラム法成立

武器輸出3原則の廃止

防衛装備移転3原則の決定

16日 韓国旅客船事故 304名死亡

27日 日米新ガイドラインを決定

5月 1日 第85回メーデー 5月30日 内閣人事局の設置

3日「Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ憲法 ｉｎ Ｗａｋａｙａｍａ」

17日 5月の風にＷｅ Ｌｏｖｅ憲法
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23日 教育三者夏期交渉

30日 高校懇談会総会・中央行動

6月 4日 近畿公務共闘 学習会 6月 イスラム国勢力拡大

11日 人事院近畿事務局交渉 6月13日 国民投票法の成立

21日 和高教第75回定期大会 地方教育行政法の改悪

（総合教育会議の設置）

20日 「過労死防止対策推進法」成立

24日 校内人事の決定及び職員会議に係わ

る通知

7月 1日 集団的自衛権行使容認の閣議決定を 7月 1日 集団的自衛権行使容認閣議決定

許さない抗議デモ・宣伝

9日 就職保障要請行動（～１５日）

10日 施設設備交渉

28日 人事委員会課長交渉

8月 1日 戦争展和歌山（～２日） 8月19日 広島豪雨74名死亡

3日 和高教夏期労働講座（～４日）

3日 福島っ子和歌山のびのび体験（～8日）

4日 原水爆禁止世界大会（～６日 広島）

7日 人事院勧告

10日 和歌山市長選挙

16日 「教育のつどい２０１4」（～１８日 高松）

20日 専門部交渉

28日 専門部交渉

30日 県地評第６３回定期大会 9月10日 原子力規制委員会が九州電力川内原

9月 3日 就職保障要請行動（労政課・県教委） 発1.2号機の規制基準に適合とした

5日 校内人事・職員会議問題対県交渉 27日 御嶽山噴火57人死亡

大運動対県交渉

16日 近高連就職保障統一行動・シンポジウム

18日 人事委員会事務局長交渉

27日 住民要求研究集会

10月 9日 第43回高校教研 10月 7日 赤崎氏・天野氏・中村氏にノーベル

14日 第47回教育要求県民集会 物理学賞

15日 人事委員会勧告

19日 戦争法廃止19行動

オスプレイ参加抗議集会

20日 確定交渉要求書提出

21日 安倍政権打倒和歌山県集会

24日 確定課長交渉

30日 確定局長交渉

11月 5日 確定教育長交渉 11月16日 沖縄県知事選で翁長氏が勝利

30日 和歌山県知事選挙

12月 5日 未来をひらく教育のつどい（～6日 那賀）12月14日 総選挙

18日 人事定数交渉

2015年 2015年

1月30日 高校懇談会総会・学習会（～３１日） 1月 ＩＳＩＬによる日本人拘束事件

2月14日 全教第32回定期大会（～１5日） 2月 1日 過激組織ＩＳが後藤健二氏を殺害

27日 英語教員問題対県交渉

3月 7日 高校教育シンポジウム（～8日）



- 102 -

8日 福島を忘れない！原発ゼロ集会

24日 人事異動内示

27日 年度末人事対県交渉

2015年度

4月12日 統一地方選挙

14日 高浜原発の再稼働認めず 仮処分決定

27日 「日米防衛協力のための指針」

17日 安倍首相と翁長知事が初会談

5月 1日 第86回メーデー 5月17日 大阪市解体・都構想住民投票

3日 「Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ憲法ｉｎ Ｗａｋａｙａｍａ 反対が賛成を上回り大阪市の存続決定

２０１６」 29日 鹿児島県口永良部島で爆発的噴火

17日 和歌山県第60回母親大会 ＊韓国でＭＥＲＳコロナウイルス感染拡大

29日 5月の風にＷｅ Ｌｏｖｅ憲法

高校組織懇談会総会・中央行動

6月 8日 英語教員研修問題対県交渉 6月 1日 年金機構１２５万件の個人情報流出

11日 人事院近畿事務局交渉 4日 衆議院憲法審査会で参考人の憲法学

20日 和高教第76回定期大会 者3氏が戦争法案について「憲法に反

7月 1日 近高連就職保障要請行動 する」と表明

集団的自衛権行使容認閣議決定を許 17日 18歳選挙権権が成立

さない抗議宣伝行動 24日 公職選挙法改定案（選挙区定数で

7日 教育三者夏期交渉 10増10減）を参議院で可決

9日 就職保障要請行動（～１１日）

16日 施設設備交渉

22日 人事委員会課長交渉

27日 福島っ子和歌山のびのび体験（～8月1日）

8月 1日 戦争展和歌山（～2日） 8月 九州電力川内原発1号機再稼働

和高教夏期労働講座（～４日） 15日 安倍首相、戦後７０年談話

4日 原水爆禁止世界大会（～６日 広島） 28日 農協改革法案の強行

6日 人事院勧告 30日 戦争法案反対１２万人国会包囲行動

16日 「教育のつどい２０１5」（～１８日 仙台） 「野党は共闘を」を望む声広がる

17日 同和行政・教育の終結をめざす総会

30日 専門部交渉

8月 5日 専門部交渉

30日 県地評第64回定期大会

戦争法案反対和歌山1万人アクション

9月11日 大運動対県交渉 9月 9日 関東東北豪雨 死者・行方不明１４人

13日 「戦争法案廃案に9.13 11日 労働者派遣法改定法案の強行

みんなで総がかり行動ｉｎ和歌山」 19日 安保法制（戦争法）の強行

14日 人事委員会事務局長交渉

16日 近高連就職保障統一行動・シンポジウム

19日 高校授業料所得制限で校長会へ申入れ

23日 戦争法絶対許さない9.23集会

10月 7日 人事委員会勧告 10月 5日 日本政府ＴＰＰ大筋合意、

10日 住民要求研究集会 マイナンバーの指定開始

14日 第48回教育要求県民集会 6日 大村氏にノーベル生理・医学賞

15日 第44回高校教研 梶田隆章氏にノーベル物理学賞
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21日 暴走政治を許さない！10.21集会 13日 翁長知事が辺野古新基地建設に伴う

28日 確定交渉要求書提出 埋め立て承認取り消しを発表

15日 九州電力が川内原発2号機再稼働

27日 国交相が辺野古埋め立て承認取り消

しの効力停止を決定

29日 政府が辺野古新基地の「本体工事」

に着手

11月 4日 確定課長交渉 11月14日 「パリ協定」発効地球温暖化抑制

11日 確定局長交渉 17日 辺野古承認埋め立てを承認した翁長

16日 確定教育長交渉 知事を相手取り、国が代執行訴訟

28日 憲法違反の安保法制を許さない集会 12月 2日 代執行訴訟で翁長知事と国が意見陳述

12月 4日 未来をひらく教育のつどい（～5日 新宮） 18日 戦争法反対の市民が市民連合結成

17日 人事定数交渉

2016年 2016年

1月15日 軽井沢でスキーバス転落事故１５人死亡

29日 関西電力高浜原発3号機を再稼働

2月13日 全教第33回定期大会（～１4日） 2月19日 5野党「戦争法廃止」など合意

27日 英語教員研修問題対県交渉 12日 重力波の発見

3月 5日 高校教育シンポジウム（～6日） 22日 関西電力高浜原発4号機運転再開

3月 9日 大津地裁、関西電力高浜原発3.4号機

12日 福島を忘れない！原発ゼロ集会 運転停止を命じる仮処分決定

24日 人事異動内示 3月13日 那覇で米海兵隊が女性に性的暴行

28日 年度末人事対県交渉

2016年度 2016年度

4月14日 熊本大地震 ４万人が避難

24日 ハンセン病患者裁判で最高裁が人格

を傷つけたとして元患者に謝罪

5月 1日 第87回メーデー 5月10日 タックスヘイブン問題で国際調査報

8日 「Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ憲法ｉｎ Ｗａｋａｙａｍａ 道ジャーナリスト連合がパナマ文書

２０１６」 を公表

14日 5月の風にＷｅ Ｌｏｖｅ憲法 26日 伊勢志摩サミット

25日 教育三者夏期交渉 27日 オバマ大統領が広島訪問

27日 高校組織懇談会総会・中央行動

6月 1日 和歌山県第61回母親大会 6月 5日 川崎市で在日コリアンにむけたヘイ

14日 人事院近畿事務局交渉 トスピーチが抗議を受け中止

18日 和高教第77回定期大会 7日 「安保法制の廃止と立憲主義の回復

を求める市民連合」の政策要望書

に野党4党が調印

19日 女性暴行事件に抗議する沖縄県民大

会に参加6万5千人

22日 参議院公示、全国32の一人区すべて

で野党統一候補が実現

7月13日 就職保障要請行動（～２２日） 7月13日 参議院選挙11選挙区で野党統一候補

10日 施設設備交渉 が当選

19日 人事院近畿事務局交渉 11日 沖縄県東村高江で沖縄防衛局が米軍



- 104 -

人事委員会課長交渉 オスプレイヘリパッド建設工事用資

25日 近高連学習会 材の搬入強行

25日 福島っ子和歌山のびのび体験（～３０日） 26日 相模原障害者施設殺傷事件１９名死亡

26日 人事評価対県交渉、高校再編対県交渉

8月 2日 戦争展和歌山（～３日）

4日 原水爆禁止世界大会（～６日 広島）

8日 人事院勧告

18日 専門部交渉

19日 「教育のつどい２０１６」（～２１静岡）

22日 専門部交渉

27日 県地評第６５回定期大会

9月 6日 大運動対県交渉

12日 人事委員会事務局長交渉

13日 就職保障要請行動（県教委・労政課）

21日 近高連就職保障統一行動・シンポジウム

23日 近高連就職保障統一行動

10月16日 住民要求研究集会 10月 3日 大隅氏にﾉｰﾍﾞﾙ医学生理学賞

17日 確定交渉要求書提出

人事委員会勧告

20日 第49回教育要求県民集会

21日 和高教労働講座 10.21集会

22日 高校教研

11月 4日 確定課長交渉 11月21日 高速増殖炉もんじゅ廃炉決定

10日 確定局長交渉 30日 113番元素ニホニウムの発見

14日 第二支部和歌山市対市交渉

16日 確定教育長交渉

12月 2日 未来をひらく教育のつどい 12月14日 年金カット法案の成立

（～３日 和歌山市） 15日 カジノをふくむＩＲ法成立

5日 高校代表者会議 16日 部落差別解消法成立

15日 人事定数交渉

2017年 2017年

1月19日 第二支部海南市交渉 1月16日 豊洲新市場予定地から発がん物質

28日 高校教育シンポジウム（～２９日 名古屋）

2月18日 全教第34回定期大会（～１９日） 2月13日 金正男氏殺害事件

16日 防衛省沖縄防衛局が辺野古埋め立て

海上工事に着手

21日 米 トランプ大統領就任

3月12日 福島を忘れない！原発ゼロ集会 3月 1日 森友学園問題起こる

21日 研修問題対県交渉 21日 南スーダンＰＫＯの陸上自衛隊の日

24日 人事異動内示 報隠蔽問題が判明

28日 年度末人事対県交渉 28日 大阪高裁、高浜原発の大津地裁によ

る運転差し止め判決の取り消し

2017年度 2017年度

4月10日 大運動総会

5月 1日 第88回メーデー 5月 3日 安倍首相自衛隊の明記をふくむ改

3日 「Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ憲法ｉｎ Ｗａｋａｙａｍａ 憲4項目を2020年に施行すると発言
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２０１7」 22日 加計学園問題おこる

13日 5月の風にＷｅ Ｌｏｖｅ憲法 26日 介護利用料を3割負担に引き上げる改悪

21日 和歌山県第６２回母親大会ｉｎ那賀 介護保険関連法が成立

26日 高校組織懇談会総会・中央行動

6月 2日 教育三者夏期交渉 6月 9日 天皇退位特例法案が成立

17日 和高教第78回定期大会 15日 共謀罪法が強行成立

20日 人事院近畿事務局交渉

7月13日 施設設備交渉 7月24日 加計学園問題で衆参閉会中審査

人事院近畿事務局交渉

14日 就職保障要請行動（～１６日）

19日 人事委員会課長交渉

24日 近高連学習会

8月 2日 戦争展和歌山（～３日） 8月10日 南ｽｰﾀﾞﾝPKOの陸上自衛隊の日報隠蔽

7日 部落差別解消法に関する対県交渉 問題で衆参で閉会中審査

原水爆禁止世界大会（～９日 長崎）

人事院勧告

9日 専門部交渉

18日 「教育のつどい２０１7」（～２０ 岡山）

26日 県地評第６６回定期大会

30日 専門部交渉

31日 専門部交渉

9月 6日 大運動対県交渉 9月25日 安倍首相が2019年10月に消費税10％

8日 人事委員会事務局長交渉 引き上げを表明

20日 近高連就職保障統一行動・シンポジウム 28日 臨時国会冒頭に衆院解散

10月13日 和高教「労働講座・憲法を語る夕べ」10月 1日 ラスベガスで銃乱射５８人死亡

14日 第46回高校教研 6日 電通違法残業事件裁判判決

15日 住民要求研究集会 10日 福島地裁原発事故生業訴訟で勝利

17日 人事委員会勧告 11日 沖縄東村高江で米軍大型ヘリ炎上

20日 第50回教育要求県民集会 22日 総選挙 自民圧勝、立憲民主党が野党

確定交渉要求書提出 第一党

11月 2日 確定課長交渉 11月 6日 辺野古新基地建設で沖縄防衛局が新

4日 高校代表者会議 たに護岸工事を開始

8日 確定局長交渉 27日 関西電力大飯原発3.4号機の再稼働に

9日 第二支部和歌山市対市交渉 西川福井県知事が同意

14日 確定教育長交渉

24日 未来をひらく教育のつどい

（～２５日 上富田）

12月14日 人事定数交渉 12月 7日 沖縄県宜野湾市の保育園の屋上に米

軍機のガラス状円筒が落下

3日 野党4党が原発ｾﾞﾛ法案を提出

13日 広島高裁、広島地裁の判断を覆し、

伊方原発3号機の運転差し止め決定

2018年 2018年

1月16日 第二支部和歌山市対市交渉 1月23日 群馬県草津白根山で火山噴火

19日 第二支部海南市交渉 翁長知事、全米軍機の飛行停止を要求

27日 高校教育シンポジウム（～２８日 神奈川） 2月 働き方改革関連法案データ捏造発覚

2月13日 研修問題対県交渉 2月 5日 佐賀県で陸上自衛隊ヘリが住宅に墜落
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17日 全教第35回定期大会（～１８日）

3月11日 福島を忘れない！原発ゼロ集会 3月 香港民主化運動、大規模デモ

23日 人事異動内示

28日 年度末人事対県交渉

2018年度 2018年度

4月 2日 大運動総会 4月 8日 ゼネコン大手4社によるリニア談合事件

18日 セクハラ疑惑で財務省事務次官が辞任

5月 1日 第89回メーデー 5月29日 米国を除くTPP11参加を決定

3日 「Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ憲法ｉｎ Ｗａｋａｙａｍａ 働き方改革一括法が強行成立

２０１８」

19日 5月の風にＷｅ Ｌｏｖｅ憲法

25日 高校組織懇談会総会・中央行動

31日 教育三者夏期交渉

6月20日 和高教第79回定期大会 6月13日 成年年齢引き下げの改定民法成立

18日 米朝首脳初会談

7月 1日 集団的自衛権行使容認閣議決定を 7月 6日 西日本豪雨で死者・行方不明２００名以上

許さない抗議宣伝行動 20日 カジノ実施法が強行成立

和歌山県第63回母親大会

13日 人事院近畿事務局交渉

18日 就職保障要請行動（～２４日）

17日 人事委員会課長交渉

8月 2日 戦争展和歌山（～３日） 8月 2日 東京医大で女子の得点を一律減点、

3日 福島っ子和歌山のびのび体験（～７日） 他の医大でも入試差別発覚

和高教夏期労働講座（～４日）

5日 和歌山市長選挙

6日 原水爆禁止世界大会（～８ 広島）

7日 人事院勧告

17日 「教育のつどい２０１８」（～１９日 長野）

24日 施設設備交渉、専門部交渉

25日 県地評第67回定期大会

29日 専門部交渉

9月 5日 大運動対県交渉 9月 6日 北海道胆振東部地震

12日 人事委員会事務局長交渉 死者・行方不明者 41名

19日 近高連就職保障統一行動・シンポジウムu 30日 沖縄県知事選挙で玉城デニー氏勝利

安保法制廃止･安倍改憲NO！を訴える

9.19和歌山集会

10月 7日 住民要求研究集会 10月 1日 本庶氏にノーベル医学生理学賞

13日 第47回高校教研 21日 那覇市長選で城間氏が勝利

17日 人事委員会勧告

確定交渉要求書提出

25日 確定課長交渉

26日 第51回教育要求県民集会

11月 2日 確定局長交渉 11月19日 日産カルロスゴーン会長が逮捕

6日 確定教育長交渉

20日 確定対和歌山市交渉

25日 和歌山県知事選挙
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30日 未来をひらく教育のつどい

（～12月１日海草）

12月13日 人事定数交渉 12月 6日 民営化を促進する改定水道法成立

7日 改定入管法、改悪漁業法、日欧EPN承

認など強行成立

18日 防衛計画の大綱について

26日 政府が国際捕鯨委員会を脱退

2019年 2019年

1月22日 確定対和歌山市交渉 1月17日 日立製作所が英国原発建設を凍結

26日 高校教育シンポジウム（～２７日） 安倍政権の原発輸出はすべて失敗

24日 第二支部海南市交渉 18日 厚労省の毎月勤労統計偽装問題

2月 5日 校内人事・職員会議対県交渉 2月24日 新基地建設ぼ埋め立ての賛否を問う

7日 研修問題対県交渉 沖縄県民投票で反対が7割超

9日 全教第３６回定期大会（～１０日）

18日 教職員の勤務時間に関する協議会

3月10日 福島を忘れない！原発ゼロ集会 3月19日 玉城知事と安倍首相の会談

12日 大運動総会

22日 人事異動内示

27日 年度末人事対県交渉

2019年度 2019年度

4月 1日 働き方改革推進法成立

7日 統一地方選挙

10日 ﾌﾞﾗｯｸﾎｰﾙの影の撮影

11日 性暴力根絶を求めた「フラワーデモ」

5月 1日 第９０回メーデー

3日 「Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ憲法ｉｎ Ｗａｋａｙａｍａ

２０１9」

18日 5月の風にＷｅ Ｌｏｖｅ憲法

24日 高校組織懇談会総会・中央行動

6月16日 和歌山県第64回母親大会 6月 4日 沖縄中学校ﾃﾆｽｺｰﾄに米軍基地物品落下

6日 教育三者夏期交渉 28日 ﾊﾝｾﾝ病患者隔離政策訴訟で熊本地裁

8日 教員研修問題対県交渉 が国に対し賠償命令

15日 和高教第８０回定期大会 Ｇ20大阪サミット（～２9日）

19日 人事院近畿事務局交渉 18日 京都アニメーション放火事件

21日 参議院選挙 改憲勢力３分の２割る

7月 4日 施設設備交渉 7月24日 ハンセン隔離政策で安倍首相が謝罪

10日 人事院近畿事務局交渉

16日 人事委員会課長交渉

22日 就職保障要請行動（～２５日）

8月 2日 戦争展和歌山（～３日） 8月27日 関西電力幹部が福井県高浜町の元助

6日 原水爆禁止世界大会（～８日 広島） 役より3億2000万の受領発覚

7日 人事院勧告

会計年度任用職員制度対県交渉

16日 「教育のつどい２０１８」（～１８日 滋賀）

23日 専門部交渉

24日 県地評第６８回定期大会
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28日 会計年度任用職員制度対市要請行動

9月 3日 大運動対県交渉 9月24日 グレタトゥーンベリ氏国連気候サミ

11日 人事委員会事務局長交渉 ットで訴える

18日 近高連就職保障統一行動・シンポジウム

10月 5日 住民要求研究集会 10月 1日 消費税10％に増税

10日 人事委員会勧告 9日 本庶佑氏にノーベル生理・医学賞受賞

12日 ＊高校教研中止（台風） 12日 台風１９号・関東甲信越豪雨

18日 第52回教育要求県民集会 死者・行方不明９０名以上

確定交渉要求書提出 31日 河井法相・妻案里氏の事務所、公職

29日 確定課長交渉 選挙法違反の疑惑が発覚

11月 7日 確定局長交渉 11月 1日 萩生田文科相､大学入学共通ﾃｽﾄの「英

14日 確定教育長交渉 語民間試験導入の延期」を表明

19日 確定対和歌山市交渉 17日 萩生田文科相､大学入学共通ﾃｽﾄの「記

29日 未来をひらく教育のつどい（～１日 有田） 述式問題導入の見送り」を表明

12月 3日 「1年単位の変形労働時間」の導入

を許さない緊急国会行動

10日 会計年度任用職員制度対県交渉

12日 人事定数交渉

2019年 2019年

1月25日 高校教育シンポジウム（～２6日） 1月 1日 英、ＥＵ完全離脱

28日 確定対和歌山市交渉

31日 海南市交渉 ＊新型コロナウイルス感染、世界各地に拡大

2月 1日 和高教組織拡大・職場活動交流集会 2月13日 新型コロナウイルス感染で初の死者

6日 高校教育について県教委との懇談 27日 安倍首相、全国小中高に休校要請

9日 全教第37回定期大会（～１０日） 検察庁長官の定年延長問題

3月16日 人事院近畿事務局交渉 3月13日 コロナ対策の特別措置法成立

大運動総会 18日 森友問題で自殺職員の配偶者が提訴

24日 人事異動内示 24日 東京オリンピック・パラリンピック

27日 年度末人事対県交渉 1年延期決定

2020年度 2020年度

4月 7日 安倍首相、ｺﾛﾅ感染拡大防止のため７

都府県に緊急事態宣言

5月 1日 第91回メーデー 5月 米警官の黒人暴行で死亡、抗議デモ

29日 教育三者夏期交渉 5月 4日 安倍首相､全都道府県を対象に緊急事

態宣言の延長を表明

18日 政府、検察庁法改定案を断念

6月20日 和高教第81回定期大会

7月 9日 施設設備交渉 7月22日 「ＧＯＴＯトラベルキャンペーン」

17日 人事委員会課長交渉 開始

20日 就職保障要請行動（～２１日） 29日 広島地裁「黒い雨」裁判で勝利

8月 6日 原水爆禁止世界大会（広島オンライン） 8月26日 カジノ汚職事件で贈賄側罪を認める

12日 人事院近畿事務局交渉 28日 安倍首相、辞任表明

23日 「教育のつどい２０２０」（オンライン）

26日 専門部交渉

29日 県地評第69回定期大会

9月 4日 大運動対県交渉 9月26日 菅政権発足
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10月 1日 人事委員会事務局長交渉 10月 1日 日本学術会議の6人を任命拒否

3日 住民要求研究集会 25日 核兵器禁止条約、条約発効に必要な

7日 人事院勧告（一時金） 50か国に到達

10日 ＊高校教研中止（台風）

13日 高校再編 申し入れ･懇談

14日 近高連就職保障統一行動・シンポジウム

23日 第53回教育要求県民集会

人事委員会勧告（一時金）

28日 人事院勧告（月例給）

30日 確定交渉要求書提出

11月12日 人事委員会勧告（月例給） 11月 1日 大阪都構想投票、反対多数で大阪市

9日 確定課長交渉 存続決定

12日 確定局長交渉

17日 確定教育長交渉

19日 確定対和歌山市交渉

26日 確定課長交渉

11月27日 未来をひらく教育のつどい

（～２８日 橋本）

12月 9日 高校再編を考えるシンポジウム 12月25日 安倍元首相、「桜を見る会」前夜祭

17日 人事定数交渉 の費用補填問題で虚偽答弁認める

2021年 2021年

1月28日 病休問題対県交渉 1月21日 米、バイデン大統領就任

29日 海南市交渉 22日 核兵器禁止条約発効

30日 高校教育シンポジウム：オンライン 2月 1日 ミャンマーでクーデター 国軍が全権

2月 2日 確定対和歌山市交渉 掌握

8日 研修問題対県交渉 東北新社役職員による総務省幹部接待

13日 全教第３８回定期大会（～１４日）オンライン 問題

(2月) 高校生就職ﾙｰﾙ問題（一人一社制見

直し）対県教委交渉･県労政課交渉･

経済団体要請行動・労働局要請行動

3月13日 「高校教育を考える」意見交流集会

14日 福島を忘れない原発ゼロ集会：オンライン

15日 大運動総会

17日 人事院近畿事務局交渉

18日 高校再編問題・対県教委意見交換会

24日 人事異動内示

29日 年度末人事対県交渉
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編集後記

いま、パンデミックのもと、世界中が未曾有の危機に直面しています。編集委

員会も一年余、新型コロナウイルス感染拡大の中での作業を余儀なくされました。

この１０年は、憲法と教育を破壊する安倍政治とのたたかいの歴史でした。集

団的自衛権行使容認の閣議決定と安保法制の制定をはじめ、９条改憲に執念を燃

やし、露骨なまでの憲法破壊を推しすすめる安倍政権と対峙し、これを許さない

市民と野党の共同とのせめぎ合いの歴史でもありました。

いま、新型コロナウイルス感染のパンデミックのもとで、医療体制が逼迫し、

政治のありようが鋭く問われています。新自由主義と自己責任論の押しつけによ

って、国民のくらしが危機的な状況に陥っている中で、「無為無策」のコロナ対策

をつづける菅政権は末期的状況を呈しています。

本書には、この１０年の、教育分野をはじめその時々の様ざまな攻撃に対し、

和高教が組織の全力をあげてたたかった足跡が記されています。その多くは阻止

できなかった面もありますが、少なくない分野で攻撃を跳ね返し、押しとどめて

きたことも事実です。それは、何よりも職場を基礎に、原則的な活動の積み重ね

によるものです。そのたたかいの軌跡である本書が、今後の運動に役立つことを

祈念します。あわせて多忙な中での、執筆者の皆さんのご努力に敬意を表します。
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